
、
倉

々

日
米
國
際
婚
姻
及
び
離
婚
の
先
例
鮎
描

　
　
　
　
目
　
　
　
次

第
一
節
日
米
國
際
婚
姻
の
先
例
貼
描

　
第
一
款
　
婚
姻
の
成
立

　
　
第
一
項
　
日
本
に
お
け
る
婚
姻
の
成
立

　
　
　
第
一
目
　
婚
姻
成
立
の
實
質
的
要
件

　
　
　
第
二
目
　
婚
姻
成
立
の
形
式
的
要
件

　
　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
婚
姻
の
成
立

　
　
　
第
一
目
婚
姻
成
立
の
實
質
的
要
件

　
　
　
第
二
目
　
婚
姻
成
立
の
形
式
的
要
件

　
第
二
款
婚
姻
の
敷
力

　
　
第
一
項
　
婚
姻
締
結
の
敷
力

　
　
第
二
項
　
婚
姻
關
係
の
致
力

日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描

久
　
保
　
四
石
　
太

第
二
節
　
日
米
國
際
離
婚
の
先
例
貼
描

　
第
一
款
　
離
婚
の
成
立

　
　
第
一
項
　
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
成
立

　
　
　
第
一
目
　
協
議
離
婚

　
　
　
第
二
目
　
裁
剣
離
婚

　
　
　
　
甲
　
裁
剣
椹

　
　
　
　
　
①
剣
決
離
婚

　
　
　
　
②
　
調
停
離
婚
及
ぴ
審
剣
離
婚

　
　
　
　
乙
　
準
嫁
法

　
　
　
　
①
剣
決
離
婚

　
　
　
　
②
　
調
停
離
婚
及
ぴ
審
剣
離
婚

　
　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
離
婚
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三

郎
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第
一
目
　
協
議
離
婚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
目
　
裁
列
離
婚

　
　
　
　
　
　
　
第
二
目
　
裁
剣
離
婚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
剣
決
離
婚

　
　
　
　
　
　
第
二
款
　
離
婚
の
数
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
調
停
離
婚
及
ぴ
審
判
離
婚

　
　
　
　
　
　
第
一
項
　
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
致
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
離
婚
の
敷
力

　
　
　
　
　
　
　
第
一
目
　
協
議
離
婚

　
内
外
多
数
諸
國
の
法
律
の
雄
大
な
比
較
法
的
研
究
が
國
際
私
法
の
研
究
上
き
わ
め
て
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
他

面
に
お
い
て
特
定
の
二
ヶ
國
間
の
詳
細
な
先
例
の
研
究
も
ま
た
意
義
な
し
と
し
な
い
。
こ
こ
に
は
、
わ
ず
か
に
入
手
し
え
た
資
料
に
も
と

ず
い
て
、
日
米
爾
國
間
の
國
際
婚
姻
及
び
離
婚
に
關
す
る
日
本
側
か
ら
の
先
例
の
貼
描
を
試
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
第
一
節
日
米
國
際
婚
姻
の
先
例
黙
描
　
　
　
　
ジ

第
一
款
婚
姻
の
成
立

　
わ
が
法
例
第
一
三
條
は
、
左
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
婚
姻
成
立
ノ
要
件
ハ
夫
ノ
本
國
法
二
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
但
其
方
式
ハ
婚
姻
畢
行
地
ノ
法
律
二
依
ル
。

　
前
項
ノ
規
定
ハ
民
法
第
七
百
四
十
一
條
ノ
適
用
ヲ
妨
ゲ
ズ
。

　
そ
こ
で
、
先
ず
、
こ
れ
を
婚
姻
（
締
結
）
の
成
立
と
そ
の
数
力
と
に
大
別
し
、
次
に
、
前
者
を
日
本
に
お
け
る
婚
姻
、

米
國
に
お
け
る

甑

刃ト



〃

◎

婚
姻
の
順
序
を
お
お
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
項
日
本
に
お
け
る
婚
姻
の
成
立

　
　
第
一
目
婚
姻
成
立
の
實
質
的
要
件

　
わ
が
國
際
私
法
上
に
お
い
て
婚
姻
の
實
質
的
要
件
と
は
、
わ
が
民
法
が
定
め
て
い
る
婚
姻
當
事
者
の
合
意
・
婚
姻
適
齢
・
重
婚
の
禁

止
・
女
の
待
婚
期
間
・
近
親
婚
の
禁
止
・
父
母
の
同
意
等
を
始
め
と
し
（
臓
滋
致
鐸
藤
靴
鉦
肝
）
、
諸
外
國
で
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
る
一

定
官
廃
等
の
婚
姻
の
許
可
、
姦
夫
姦
婦
婚
の
禁
止
、
異
人
種
又
は
異
宗
教
者
間
の
婚
姻
の
禁
止
・
婚
姻
前
の
身
髄
検
査
等
を
意
味
す
る
。

日
本
人
と
米
國
人
と
が
わ
が
國
に
お
い
て
婚
姻
す
る
揚
合
に
は
、
先
ず
、
日
本
人
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
等
の
要
件
は
日
本
の
民
法
に
依
る

ぺ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
、
當
事
者
が
日
米
二
重
國
籍
者
で
あ
る
揚
合
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、

法
例
第
二
七
條
第
一
項
が
「
當
事
者
ノ
本
國
法
二
依
ル
ベ
キ
揚
合
二
於
テ
其
當
事
者
ガ
ニ
箇
以
上
ノ
國
籍
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
最
後
二
取
得

シ
タ
ル
國
籍
二
依
リ
テ
其
本
國
法
ヲ
定
ム
、
但
其
一
ガ
日
本
ノ
國
籍
ナ
ル
ト
キ
ハ
日
本
ノ
法
律
二
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
た
と

い
、
日
米
二
重
國
籍
者
が
米
國
人
と
し
て
の
婚
姻
の
届
出
を
し
て
も
、
戸
籍
管
掌
者
は
右
の
事
實
を
知
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
受
理
を
拒
み
、

日
本
人
と
し
て
の
婚
姻
に
訂
正
さ
せ
た
上
で
受
理
す
べ
き
で
あ
る
（
翻
妹
騙
顯
嚇
馳
鮪
財
鎌
娚
屍
旧
琳
鳳
敦
批
ゆ
禰
咽
切
購
轍
聯
獺
曾
通
加
鰍
蜘
馳
勒
融
蹴
醐
細
）
。
ま
た

も
し
、
戸
籍
管
掌
者
が
過
っ
て
又
は
右
の
事
實
を
知
ら
ず
し
て
受
理
し
た
場
合
に
は
、
當
事
者
双
方
か
ら
そ
の
婚
姻
は
本
籍
地
何
縣
何
郡

何
村
何
番
地
の
日
本
人
甲
某
〔
二
重
國
籍
者
〕
と
他
の
日
本
人
と
の
婚
姻
で
あ
る
こ
と
及
ぴ
夫
叉
は
妻
の
氏
を
聡
す
る
婚
姻
で
あ
る
旨
を

追
完
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
（
讃
鳩
賑
購
端
び
蹄
撫
蛋
動
礁
囎
鳳
醐
尉
鄭
ゴ
綱
飾
彫
酌
．
六
．
）
。

　
次
に
、
米
國
人
た
る
婚
姻
當
事
者
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
成
立
の
要
件
は
米
國
の
法
律
に
依
る
ぺ
き
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
米
國
に

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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お
い
て
は
全
國
に
共
通
の
法
律
は
な
く
、
各
州
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
法
律
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
當
事
者
た
る
米
國
人
の
本
國
法
を
適

用
す
る
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
州
の
法
律
を
適
用
す
べ
き
か
颪
問
題
と
な
る
。
こ
の
鮎
に
關
し
、
法
例
第
二
七
條
第
三
項
は
、
「
地
方

二
依
リ
法
律
ヲ
異
ニ
ス
ル
國
ノ
人
民
二
付
テ
ハ
其
者
ノ
厨
ス
ル
地
方
ノ
法
律
二
依
ル
」
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
當
該
米
國
人
が
米
國
内
に

お
い
て
所
厨
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
州
（
法
域
）
の
法
律
を
本
國
法
と
し
て
適
用
す
べ
き
こ
と
と
な
る
ゆ

　
そ
こ
で
、
日
本
人
と
米
國
人
叉
は
米
國
人
相
互
間
の
婚
姻
の
届
出
が
あ
っ
た
揚
合
に
は
、
市
町
村
長
は
民
法
第
七
四
〇
條
（
蕾
七
七
六

條
）
の
規
定
に
則
り
、
そ
の
米
國
人
に
つ
き
、
婚
姻
の
能
力
の
有
無
・
同
意
の
要
否
そ
の
他
實
質
上
の
要
件
が
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
、
そ
の
米
國
の
所
届
州
の
法
律
を
調
査
し
、
こ
れ
に
照
し
て
、
右
の
諸
要
件
に
鋏
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
確
め
た
上
で
な
け
れ
ば

右
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
道
理
で
あ
る
。
さ
れ
ぱ
右
の
婚
姻
の
屈
出
の
際
に
は
、
市
町
村
長
は
當
事
者
を
し

て
右
の
諸
要
件
に
欠
鉄
の
な
い
こ
と
を
謹
明
さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
（
吠
籔
購
職
嗣
蜥
艦
翻
剴
購
綱
詔
珀
飛
瑚
吋
陥
即
轍
旺
筋
か
ぴ
ル
監
蹴
毅
麟
臨
鍬
翻
）
。
そ

し
て
こ
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
領
事
の
認
讃
し
た
宣
誓
陳
述
書
を
も
っ
て
一
慮
の
誰
明
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
離
繋
禁
一
「
鱗
炉
謙
鼻
欄
）
。

　
な
お
、
ひ
と
り
日
本
人
と
米
國
人
と
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
米
國
人
相
互
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
も
宣
誓
陳
述
書
を
添
附
し
て

わ
が
市
町
村
長
に
屈
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
鯛
脚
賭
既
恥
駈
懸
鰍
齪
餌
課
翻
黙
）
。

　
右
は
專
ら
、
わ
が
國
の
國
際
私
法
法
規
（
衝
突
規
則
）
の
立
揚
か
ら
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
法
例
第
二
九
條
が
あ
る
の
で
米
國
の
國

際
私
法
（
衝
突
規
則
）
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
い
ま
、
米
國
に
行
わ
れ
て
い
る
國
際
私
法
を
見
る
に
、
わ
が
國
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
婚
姻
の
要
件
を
實
質
的
要
件
と
形
式
的
要
件

◎

｝



〃

．
の
叉

（
方
式
）
と
に
匠
別
す
る
こ
と
な
く
、
爾
者
を
合
一
し
同
一
の
法
律
に
依
ら
し
め
、
し
か
も
、
後
に
掲
げ
る
よ
う
な
例
外
は
あ
る
が
、
大

盟
に
お
い
て
「
婚
姻
は
そ
の
翠
行
地
の
法
律
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
と
き
は
い
た
る
と
こ
ろ
有
数
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
毅
鯵
範
謂
酔
艶
耀
鐘
）
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
國
の
國
際
私
法
上
畢

行
地
法
に
よ
る
ぺ
き
實
質
的
要
件
と
し
て
は
、
婚
姻
當
事
者
の
婚
姻
の
合
意
を
始
め
と
し
、
許
可
の
要
否
．
婚
姻
適
齢
。
爾
親
の
同
一
意
．

婚
姻
前
の
身
膿
的
検
査
・
近
親
婚
の
禁
止
・
離
婚
者
の
再
婚
の
禁
止
・
姦
夫
姦
婦
婚
の
禁
止
・
多
妻
婚
の
禁
止
．
異
人
種
婚
の
禁
止
等
が

含
ま
れ
、
形
式
的
要
件
と
し
て
は
、
儀
式
の
要
否
・
要
す
る
揚
合
と
お
け
る
方
法
．
儀
式
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
人
例
え
ば
行
政
官

叉
は
借
侶
・
灌
限
の
有
無
に
封
す
る
當
事
者
の
善
悪
意
・
要
し
な
い
揚
合
の
同
棲
等
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
右
の
實
質
的
要
件
の
中
で
、
大
ざ
っ
ば
に
い
つ
て
、
離
婚
者
の
上
訴
期
間
中
の
再
婚
の
禁
止
臥
州
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
他
州
に
お

け
る
再
婚
禁
止
に
つ
い
て
は
、
佳
所
州
法
に
依
る
と
の
例
外
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
一
夫
多
妻
婚
の
禁
止
・
極
端
な
近
親
婚
に
基
く
趾
倫
婚

の
禁
止
・
異
人
種
婚
の
禁
止
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
住
所
州
の
至
上
關
心
事
で
あ
り
、
嚴
格
な
公
序
に
關
す
る
も
の
と
し
て
當
事
者
の

住
所
州
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
駕
離
一
。
幕
ロ
け
）
。

　
米
國
（
正
確
に
い
え
ば
米
國
の
州
）
の
國
際
私
法
が
右
の
如
く
で
あ
る
結
果
、
米
國
人
が
日
本
で
日
本
人
又
は
他
の
米
國
人
と
婚
姻
す

る
揚
合
に
は
、
米
國
人
に
つ
い
て
は
、
法
例
第
二
九
條
が
「
當
事
者
ノ
本
國
法
二
依
ル
ベ
キ
揚
合
二
於
テ
其
國
ノ
法
律
二
從
ヒ
日
本
ノ
法

律
二
依
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
日
本
ノ
法
律
二
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
婚
姻
の
實
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
畢
行

地
法
た
る
日
本
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
尤
も
、
實
質
的
成
立
要
件
中
の
一
夫
多
妻
婚
の
禁
止
・
佳
所
州
の
嚴
格
な
公
序
運
反

と
な
る
飢
倫
婚
の
禁
止
・
佳
所
州
の
異
人
種
婚
の
禁
止
等
の
如
き
は
、
た
と
い
累
行
地
法
に
右
の
如
き
禁
止
が
な
く
婚
姻
を
許
し
て
い
て

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七



〆

　
　
　
　
　
一
橋
大
畢
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

も
、
こ
れ
を
住
所
州
の
至
上
關
心
事
と
し
て
佳
所
州
法
の
適
用
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
、
法
例
第
二
九
條
の
適
用
（
反
致
）
か
ら
除
外
さ

れ
、
日
本
の
法
律
に
依
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。

　
い
ま
、
現
實
の
取
扱
例
を
見
る
に
、
米
國
人
の
婚
姻
に
お
い
て
は
、
婚
姻
届
に
わ
が
國
に
駐
在
す
る
米
國
領
事
の
面
前
で
宣
誓
し
た
當

該
米
國
人
の
所
囑
州
の
法
律
の
婚
姻
成
立
の
要
件
に
違
反
し
な
い
旨
の
い
わ
ゆ
る
宣
誓
陳
述
書
が
添
附
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
も

っ
て
一
感
米
國
の
所
屍
州
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
謹
明
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
婚
姻
届
を
受
理
す
る
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
既
に
述
ぺ
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
更
に
す
す
ん
で
當
該
米
國
人
の
所
厨
州
に
お
い
て
、
い
か
な
る
國
際
私
法
が
行
わ
れ
て

い
る
か
、
詳
言
す
れ
ば
、
婚
姻
の
實
質
的
要
件
を
畢
行
地
法
に
依
ら
せ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
中
の
い
か
な
る
要
件
に
つ
い
て
は
所
麗
州

た
る
佳
所
地
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
等
の
誰
明
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
少
し
の
考
慮
も
梯

っ
て
い
な
い
こ
と
も
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
推
知
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
右
の
現
實
の
取
扱
例
が
果
し
て
是
認
し
う
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
實
際
上
多
く
問
題
と
な
る
米
國
軍
人
に
つ
い
て
は

（
一
般
の
米
國
人
に
つ
い
て
も
大
髄
同
様
で
あ
ろ
う
）
、
婚
姻
適
齢
に
つ
い
て
わ
が
民
法
の
十
八
年
に
達
し
な
い
よ
う
な
こ
と
は
恐
ら
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
近
親
關
係
に
つ
い
て
も
事
實
上
殆
ん
ど
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
の
同
意
に
つ
い
て
は
た
と
い
そ
れ

が
訣
け
て
い
て
も
一
た
び
受
理
さ
れ
た
と
き
は
婚
姻
は
有
数
に
成
立
し
取
消
問
題
は
生
じ
な
い
（
陥
徽
砒
顯
）
。
從
っ
て
所
属
州
の
國
際
私
法

の
反
致
を
認
め
て
日
本
民
法
に
依
る
も
の
と
解
し
て
も
、
反
致
を
考
慮
外
に
お
い
て
米
國
人
の
所
囑
州
の
法
律
に
依
る
も
の
と
解
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
は
、
實
際
上
相
違
は
殆
ん
ど
生
じ
な
い
と
い
っ
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
米
國
人
の
所
届
州
た

る
佳
所
州
の
法
律
に
依
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
て
い
る
一
夫
多
妻
婚
・
胤
倫
婚
・
異
人
種
婚
等
の
禁
止
等
に
つ
い
て
は
、
元
來
反
致

鷹

う
ノ



〃

々
、

は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
初
め
か
ら
所
届
州
の
法
律
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
先
例
は
當
該
米
國
人

の
所
旙
州
の
國
際
私
法
を
看
過
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
理
論
上
の
誤
謬
が
あ
る
と
は
い
え
、
實
際
上
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
同
一
の
結
果
に

蹄
し
、
張
く
非
難
す
る
に
は
當
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
如
く
、
當
該
米
國
人
の
所
驕
州
の
法
律
に
違
反
し
な
い
旨
の
、
宣
誓
陳
述
書
の
添
附
が
あ
れ
ば
、
一
感
右
の
法
律
に
適
合
す
る
誼

明
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
婚
姻
屈
を
受
理
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
っ
て
、
往
々
後
日
に
至
っ
て
所
屡
州
の
法
律
に
適

合
し
て
い
な
い
こ
と
が
剣
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
婚
姻
の
無
数
又
は
取
消
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
に

佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
の
申
立
に
よ
る
同
人
と
離
婚
後
未
だ
一
ケ
年
を
脛
過
し
な
い
日
本
に
居
住
す
る
米
國
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
人
夫

と
の
再
婚
に
つ
き
、
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法
の
適
用
を
理
由
と
す
る
京
都
家
庭
裁
到
所
・
昭
和
二
九
年
（
家
）
イ
第
三
一
九
號
婚
姻
無
数
確

認
調
停
事
件
、
日
本
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
の
申
立
に
よ
る
同
人
と
未
だ
前
婚
に
封
す
る
最
終
離
婚
剣
決
前
で
あ
る
日
本
に
居
佳
す

る
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
人
夫
と
の
婚
姻
に
つ
き
、
加
州
法
の
重
婚
を
理
由
と
す
る
神
戸
家
庭
裁
剣
所
・
昭
和
二
九
年
（
家
イ
）
第
二
五

三
號
及
び
同
年
（
家
イ
）
第
二
九
三
號
婚
姻
取
清
請
求
調
停
事
件
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
第
二
目
　
婚
姻
成
立
の
形
式
的
要
件
（
方
式
）

　
法
例
は
、
前
掲
の
ご
と
く
、
原
則
と
し
て
、
「
其
〔
婚
姻
の
〕
方
式
ハ
婚
姻
畢
行
地
ノ
法
律
二
依
ル
」
（
無
僅
毯
）
と
定
め
、
た
だ
同
一
の

外
國
に
あ
る
日
本
人
相
互
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
み
例
外
を
認
め
、
「
前
項
ノ
規
定
ハ
民
法
七
百
四
十
一
條
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ズ
」
と
規
定

し
て
お
り
（
一
一
庭
條
）
、
同
條
で
は
「
外
國
に
在
る
日
本
人
間
で
婚
姻
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
・
公
使
叉

は
領
事
に
そ
の
屈
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
鰻
就
超
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
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わ
が
國
際
私
法
上
、
婚
姻
の
方
式
と
は
婚
姻
の
合
意
を
表
現
し
有
数
な
婚
姻
と
す
る
た
め
に
必
要
な
形
式
又
は
右
の
形
式
で
す
る
行
爲

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
國
で
は
事
實
婚
も
宗
致
婚
も
認
め
ら
れ
ず
、
た
だ
民
事
婚
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
か
ら
、
わ
が
國
で
は
民
事
婚
の
方
式
た
る
届
出
に
よ
る
方
式
に
よ
る
外
は
な
い
。

　
何
が
こ
の
届
出
に
よ
る
方
式
を
構
成
す
る
か
は
、
民
法
戸
籍
法
及
ぴ
戸
籍
法
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
當
事
者
双
方
及
ぴ

成
年
の
謹
人
二
人
以
上
か
ら
口
頭
叉
は
署
名
し
た
書
面
で
す
る
こ
と
、
届
出
地
・
届
出
義
務
者
．
屈
書
の
記
載
事
項
及
び
届
書
の
様
式
等

が
こ
れ
を
構
成
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
襯
光
柾
蹴
麟
即
擶
賎
五
蠣
劇
釦
照
）
。
そ
の
中
、
實
際
上
最
も
考
慮
を
要
す
る
も
の
は
屈
書
の
記
載
事
項
と

そ
の
様
式
で
あ
ろ
う
（
障
斌
磯
講
醐
琳
駈
）
。

　
わ
が
國
に
お
い
て
、
日
本
人
と
米
國
人
叉
は
米
國
人
相
互
間
で
婚
姻
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
わ
が
國
の
方
式
に
よ
っ
て
婚
姻
の
届
出

を
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
属
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
さ
き
に
述
ぺ
た
婚
姻
の
實
質
的
要
件
と
と
も
に
、
右
の
わ
が
國
の
婚

姻
の
方
式
に
も
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
し
、
そ
の
違
反
の
な
い
こ
と
を
認
め
た
揚
合
に
、
始
め
て
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
り
（
眠
靴
四
）
、
そ
の
受
理
に
よ
っ
て
婚
姻
が
成
立
し
、
数
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
戸
籍
法
第
二
五
條
（
礪
獅
騰
附
牌
塑
顛
及
）
に
よ
れ
ぱ
、
「
届
出
は
、
屈
出
事
件
の
本
人
の
本
籍
地
叉
は
届
出
人
の
所
在
地
で
こ
れ
を
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
「
日
本
の
國
籍
を
有
し
な
い
者
に
關
す
る
届
出
は
、
そ
の
〔
寄
留
地
叉
は
〕
屈
出
人
の
所
在
地
で
こ
れ
を
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
（
r
向
睦
繊
務
巌
）
。
從
っ
て
、
米
國
人
相
互
間
の
婚
姻
の
届
出
は
米
國
人
た
る
當
事
者
の
〔
寄
留
地
叉
は
〕

所
在
地
で
な
す
ぺ
く
、
ま
た
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
本
籍
地
で
も
な
し
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
’
第
二
次
大
職
後
の

被
占
領
下
に
あ
っ
た
特
殊
事
情
に
基
き
、
米
國
人
關
係
の
婚
姻
に
つ
い
て
一
時
特
別
の
取
扱
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

、

事
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一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
五
月
二
三
日
の
日
本
に
お
け
る
合
衆
國
人
の
婚
姻
に
關
す
る
畳
書
で
、
日
本
に
お
け
る
合
衆
國
人
（
婚
姻
の
當
事

者
の
双
方
又
は
一
方
が
米
國
市
民
で
あ
る
揚
合
を
含
む
）
が
日
本
民
法
に
よ
っ
て
婚
姻
す
る
場
合
に
は
、
横
濱
市
中
樋
長
に
鋤
し
婚
姻
の
届
出
を

す
ぺ
き
も
の
と
さ
れ
た
が
、
徹
底
し
な
か
っ
た
の
で
、
昭
和
二
三
年
七
月
七
日
附
民
事
局
長
通
逮
（
民
事
甲
第
一
二
二
一
號
）
で
周
知
方
法
が
講

ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
五
年
二
月
九
日
の
畳
書
で
、
取
扱
官
聴
が
、
東
京
都
中
央
優
日
本
橋
支
所
・
横
濱
市
中
優
役
所
・
紳
戸
市
生
田
匠

役
所
・
名
古
屋
市
東
匪
役
所
・
札
幌
市
役
所
の
五
ヶ
所
に
披
張
さ
れ
（
昭
和
二
五
・
一
丁
二
八
民
事
甲
第
五
六
四
號
通
蓬
。
な
お
、
昭
和
二
五
・

九
・
一
民
事
甲
第
二
三
五
三
號
通
蓬
で
幅
岡
市
役
所
が
追
加
さ
れ
た
）
、
更
に
卒
和
條
約
登
敷
後
は
原
則
通
り
、
届
出
人
の
所
在
地
の
市
町
村
長
に

届
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
（
昭
和
二
七
・
四
・
二
五
民
事
甲
第
五
五
八
號
通
蓮
、
昭
和
二
七
・
五
・
八
民
事
甲
第
六
〇
八
號
通
蓮
）
。

　
最
後
の
二
つ
の
通
達
は
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
昭
和
二
七
・
四
・
二
五
民
事
甲
第
五
五
八
號
通
逡
（
各
法
務
局
長
地
方
法
務
局
長
宛
）

　
　
日
本
に
居
住
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
人
の
婚
姻
に
つ
い
て

　
日
本
に
在
住
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
人
が
日
本
の
方
式
に
よ
つ
て
婚
姻
す
る
揚
合
（
婚
姻
の
當
事
者
の
一
方
久
は
双
方
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
人

で
あ
る
揚
合
）
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
從
來
、
市
町
村
長
は
直
ち
に
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
な
く
、
當
事
者
に
封
し
、
豫
め
、
東
京
・
横
濱
・
紳

戸
・
名
古
屋
・
札
幌
及
ぴ
旛
岡
に
駐
在
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
総
領
事
ヌ
は
領
事
の
指
示
を
受
け
さ
せ
特
別
市
砥
役
所
〔
前
記
六
ッ
の
市
旺
役
所
〕

に
届
け
出
さ
せ
る
取
扱
が
と
ら
れ
て
來
た
（
昭
和
二
三
年
民
事
甲
第
二
一
二
一
號
、
同
年
民
事
甲
第
三
四
三
三
號
、
昭
和
二
五
年
民
事
甲
第
五
六

四
號
及
ぴ
同
年
民
事
甲
第
二
三
五
三
號
各
民
事
局
長
通
達
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
取
扱
は
、
連
合
國
最
高
司
令
官
の
指
示
に
基
く
特
別

の
措
置
で
あ
っ
て
、
卒
和
條
約
の
登
敷
の
日
以
後
に
お
い
て
は
右
の
取
扱
に
よ
ら
ず
、
專
ら
戸
籍
法
第
二
五
條
の
規
定
す
る
一
般
原
則
に
よ
る
こ

と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
人
の
婚
姻
に
關
し
て
は
、
そ
の
者
の
所
厨
す
る
州
の
法
律
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
要
件
を
異
に
す

　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
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る
揚
合
が
あ
る
の
で
、
前
記
の
婚
姻
届
に
は
、
日
本
に
駐
在
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
絡
領
事
ヌ
は
領
亭
の
登
行
に
係
る
婚
姻
要
件
具
備
に
關
す
る

誰
明
書
を
添
附
さ
せ
、
婚
姻
要
件
に
つ
い
て
十
分
に
審
査
し
た
上
、
こ
れ
を
受
理
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
か
ら
、
右
の
趣
旨
を
御
了
知
の
上
、
貴

管
下
各
支
局
及
ぴ
市
瞳
町
村
に
封
し
て
周
知
徹
底
方
取
り
計
ら
わ
れ
た
い
。

　
昭
和
二
七
・
五
・
八
民
事
甲
第
六
〇
八
號
通
達
（
各
法
務
局
長
地
方
法
務
局
長
宛
）

　
　
日
本
に
在
住
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
人
の
婚
姻
に
つ
い
て

　
季
和
條
約
蛮
敷
後
に
お
け
る
標
記
事
務
の
取
扱
方
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
客
月
二
五
日
附
民
事
甲
第
五
五
八
號
を
も
っ
て
本
官
よ
り
通
達
濟
で

あ
る
が
、
A
「
般
右
事
項
に
つ
い
て
當
府
渉
外
課
長
よ
り
米
國
総
領
事
に
封
し
、
別
紙
の
と
お
り
通
知
が
な
さ
れ
た
か
ら
参
考
ま
で
に
こ
れ
を
逸
付

す
る
。

　
別
紙

　
　
日
本
に
所
在
す
る
米
國
人
の
婚
姻
に
つ
い
て

　
日
本
に
所
在
す
る
米
國
人
が
日
本
法
の
定
め
る
方
式
に
よ
り
婚
姻
す
る
揚
合
（
婚
姻
當
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
米
國
人
で
あ
る
場
合
）
の
婚

姻
届
出
に
つ
い
て
は
、
卒
和
條
約
の
最
初
の
敷
力
サ
b
蟹
生
の
日
か
ら
、
從
來
認
め
ら
れ
て
い
た
特
別
の
取
扱
を
腹
し
、
他
の
外
國
人
の
場
合
と
同
様

の
取
扱
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
帥
ち
、
同
日
以
後
は
、
次
の
よ
う
な
取
扱
と
な
る
の
で
こ
の
貼
御
諒
承
相
成
り
た
い
。

日
　
届
出
は
、
從
來
特
定
の
市
歴
役
所
（
東
京
都
中
央
匠
役
所
、
横
濱
市
中
睡
役
所
、
紳
戸
市
生
田
匿
役
所
、
名
古
屋
市
東
匠
役
所
、
札
幌
市
役

所
及
ぴ
蔵
岡
市
役
所
）
に
限
り
受
理
す
る
扱
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、
婚
姻
當
事
者
の
所
在
地
の
市
歴
役
所
又
は
町
村
役
場
で
あ
れ
ば
、
い

ず
れ
の
市
憾
役
所
又
は
町
村
役
場
で
も
受
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

口
　
届
書
は
日
本
丈
に
よ
り
當
事
者
が
作
成
し
て
市
甑
役
所
又
は
町
村
役
場
に
提
出
す
る
。
英
文
届
書
は
必
要
と
し
な
い
。
婚
姻
の
當
事
者
が
米

國
人
で
あ
る
場
合
で
、
自
ら
届
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
揚
合
に
領
事
館
に
お
い
て
代
書
さ
れ
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。
届
書
に
爾

亀

つ



ρ

々

肯
．
事
者
が
自
貴
日
本
人
に
つ
い
て
は
署
輩
す
べ
き
こ
と
は
墓
で
あ
る
が
、
馨
妻
は
筆
の
嘉
で
す
る
こ
と
篇
馨
成
の
要

件
で
は
な
い
。

国
米
國
人
た
轟
．
薯
5
い
て
は
、
他
の
外
國
人
の
揚
合
と
同
健
そ
の
者
が
そ
呆
國
菟
る
矯
州
の
葎
壬
碁
弩
餐
霧

件
を
具
備
す
る
こ
と
の
蒔
葦
讐
藻
附
し
喬
れ
饗
裏
い
こ
と
と
馨
．
あ
騎
毒
・
從
來
呆
鯉
在
の
貴
顯
領
妻
は

領
事
が
作
成
し
て
い
た
霧
管
爆
の
も
の
で
乞
つ
か
え
な
い
．
た
誉
の
霧
婁
纂
の
よ
う
に
霧
祭
ら
暴
市
覆
暫
馨

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
當
事
者
に
交
付
の
上
、
當
事
者
か
ら
市
掻
役
所
又
は
町
村
役
揚
に
届
書
と
共
に
提
出
さ
せ
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

四
　
届
書
の
受
理
謹
明
書
は
、
當
事
者
の
請
求
に
よ
り
日
本
丈
で
登
給
す
る
。

国
　
届
書
の
通
薮
は
、
從
來
の
通
り
で
あ
る
。

右
に
よ
．
て
明
か
姦
く
、
窺
上
は
、
霜
籍
護
後
は
墓
者
奮
ら
呆
文
で
震
し
窟
貴
又
は
華
讐
代
書
し
て
箏
た

届
書
）
に
、
當
該
米
國
人
の
本
國
法
た
る
所
馬
州
の
法
律
に
よ
り
婚
姻
の
實
質
的
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
の
謹
明
書
－
宣
誓
陳
述
書
に
領
事
が

羅
し
奄
の
－
轟
藩
か
ら
芸
受
け
、
こ
れ
に
欝
し
、
婚
姻
墓
書
肇
地
需
覆
質
は
町
村
霧
で
あ
段
・
呆
國
中

い
ず
れ
の
市
匪
役
所
又
は
町
村
役
揚
に
届
出
て
も
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
現
實
に
、
い
ず
れ
の
市
輝
町
村
長
に
も
届
出
て
い
る
か
と

い
う
に
、
右
の
英
文
蕩
葦
鐸
す
る
職
暑
う
る
こ
と
が
羅
で
あ
る
舞
雷
奮
か
、
多
く
は
、
當
妻
の
所
竃
羨
作
し
て
歪

來
通
り
限
定
さ
廷
市
擾
暫
雷
て
い
る
よ
う
で
脅
、
誓
東
京
で
饒
奮
（
餅
）
串
器
親
似
町
手
旦
。
鑑
と
し
て
・

中
央
．
俺
日
本
橋
支
所
に
屑
娼
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

米
國
に
い
る
呆
人
叉
粟
國
人
と
呆
に
い
言
本
人
嘉
婚
姻
す
る
揚
合
髪
い
て
、
日
本
に
い
言
交
の
本
籍
斐
鋳
在

地
の
市
理
町
村
長
に
封
し
、
わ
が
國
の
方
式
に
よ
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
日
本
な
る
畢
行
地
の
方
式
に
よ
る
婚
姻
と
な
る
か
が

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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間
題
と
な
る
。
惟
う
に
、
わ
が
法
律
は
一
定
の
形
式
に
よ
る
婚
姻
の
届
出
自
盟
が
即
ち
姻
婚
の
方
式
で
あ
る
と
見
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

る
か
ら
・
右
の
婚
姻
の
暑
地
篇
出
碧
る
日
李
あ
る
と
い
わ
荏
な
ら
な
い
の
で
脅
（
甥
蘇
無
髄
響
第
）
．
從
．
て
右
の
婚

姻
は
方
式
上
適
法
で
あ
り
、
蕊
を
受
理
し
な
け
態
奮
な
い
．
米
國
に
あ
る
呆
人
で
は
な
く
、
嚢
し
粂
國
軍
人
（
、
、
、
シ
ガ
ン

州
人
）
か
ら
日
本
に
い
る
日
本
人
女
と
の
日
本
の
法
律
の
定
め
た
形
式
に
よ
る
婚
姻
屈
を
女
の
本
籍
地
又
は
所
在
地
の
市
題
町
村
長
に
出

し
た
場
合
に
も
同
様
に
方
式
上
適
法
な
も
の
と
し
て
受
理
す
べ
き
で
あ
る
（
鯛
鞠
鑓
詫
b
だ
跡
彫
崔
民
）
。
か
っ
て
、
米
國
に
あ
る
日
本
人
男
が
日

本
に
あ
る
日
本
人
女
と
の
間
の
婚
姻
に
つ
い
多
く
行
わ
紮
い
わ
ゆ
る
羅
嬉
は
こ
の
種
の
方
式
に
よ
菊
の
で
あ
り
、
わ
が
國
際

私
塗
鑑
肇
も
の
で
あ
る
（
漢
愚
語
謹
譜
朕
錨
駿
齪
駒
欝
灘
躍
慧
齢
祉
摯
鬼
配
灘
、
）
．

　
後
に
第
二
項
に
お
い
て
述
べ
る
如
く
、
外
國
に
あ
る
日
本
人
が
い
わ
ゆ
る
外
交
婚
も
し
く
は
領
事
婚
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
同

一
外
國
に
あ
翫
日
本
人
相
互
間
の
婚
姻
の
揚
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
往
々
、
日
本
人
と
米
國
人
（
又
は
第
三
國
人
）
と
の
間
の

婚
姻
に
つ
き
、
米
國
に
駐
在
す
る
わ
が
大
使
公
使
叉
は
領
事
に
封
し
わ
が
國
の
方
式
に
從
っ
た
屈
出
を
し
、
大
使
公
使
又
は
領
事
が
過
っ

て
こ
れ
を
受
理
し
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
日
本
人
の
本
籍
地
の
市
画
町
村
長
に
途
付
し
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
大
正
一
五
年

二
月
三
日
民
事
第
二
八
一
號
同
答
に
お
け
る
よ
う
に
、
米
國
に
あ
る
日
本
人
男
と
イ
リ
ノ
イ
州
人
女
と
の
日
本
の
方
式
に
よ
る
婚
姻
屈
を

桑
港
駐
在
の
領
事
が
受
理
し
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
日
本
人
男
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
迭
付
さ
れ
、
ま
た
昭
和
一
一
年
二
月
三
日
民

事
甲
第
四
〇
號
同
答
に
お
け
る
よ
う
に
、
布
畦
に
い
る
日
本
人
男
と
米
國
人
女
と
の
普
通
の
婚
姻
届
（
日
本
の
方
式
に
よ
る
婚
姻
届
）
を

同
地
駐
在
の
領
事
が
受
理
し
外
務
大
臣
を
経
由
し
日
本
人
男
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
迭
付
さ
れ
て
き
た
．
一
と
が
あ
る
。
右
の
婚
姻
は
わ

が
國
際
私
法
上
は
米
國
に
お
け
る
有
数
な
外
交
婚
（
領
事
婚
）
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
途
付
さ

、

織

や
’



、
、
ρ
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れ
て
き
た
時
に
、
便
宜
上
中
間
の
経
過
を
無
覗
し
て
直
接
市
町
村
長
に
屈
出
ら
れ
た
も
の
と
看
徹
し
、
日
本
に
お
け
る
日
本
の
方
式
に
よ

る
婚
姻
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
（
吐
幅
彫
導
。
從
っ
て
市
町
村
長
が
右
の
婚
姻
届
を
受
理
し
た
時
に
婚
姻
が
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
、
γ
）
の
時

に
婚
姻
の
数
力
が
襲
生
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
外
國
に
在
佳
す
る
者
が
そ
の
國
に
駐
在
す
る
自
國
の
公
館
に
お
い
て
す
る
い
わ
ゆ
る
外
交
婚
又
は
領
事
婚
が
、
わ
が
國
に
お
い
て
も
認

め
ら
れ
る
か
の
問
題
が
あ
る
。
わ
が
國
に
お
け
る
一
般
的
な
先
例
と
し
て
は
、
當
事
者
双
方
が
濁
逸
人
で
あ
る
婚
姻
の
場
合
（
瑠
碑
賠
靴
恥
轡
一

砒細

）
及
び
双
方
が
葡
萄
牙
人
で
あ
る
婚
姻
の
揚
合
（
凋
鞠
鑑
舷
ル
唖
脇
陸
罰
民
）
で
は
、
い
ず
れ
も
日
本
に
お
け
る
有
数
な
外
交
婚
と
認
め
て
い
る
。

學
説
上
も
か
か
る
取
扱
を
是
認
す
る
も
の
が
多
敷
説
（
噴
町
購
授
職
驚
彫
鰍
驚
襯
に
託
恥
慣
ガ
滝
訓
緻
噸
羅
稗
堀
樺
庇
広
項
パ
馴
胱
轍
鞭
遡
襟
酬
搬
騰
織
毅
哩
）
で
あ
る
が
、

立
法
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
解
繹
論
と
し
て
は
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
蜘
榔
鵬
紐
翻
踏
繭
読
財
激
願
酬
称
齢
識
頗
f
玖
課
恥
國
）
。
蓋
し
、
わ
が
法
例
第

一
三
條
第
二
項
は
日
本
人
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
例
外
規
定
で
あ
り
、
外
國
人
の
た
め
に
撰
張
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
を
認

め
る
國
際
慣
行
が
あ
る
と
も
認
め
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
具
盟
的
に
、
日
本
に
い
る
米
國
人
に
つ
い
て
外
交
婚
が
認
め
ら
れ
る

か
。
米
國
法
上
米
國
の
大
使
公
使
及
ぴ
領
事
に
は
自
國
の
公
館
で
婚
姻
儀
式
を
な
す
椹
限
が
與
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
外
交
婚
を
と
り

行
う
筈
は
な
い
。
從
っ
て
米
國
人
に
つ
い
て
の
外
交
婚
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
を
生
ず
る
鯨
地
は
な
い
。
こ
の
鮎
か
ら
見
て
も
外
交
婚

を
認
め
る
國
際
慣
行
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
わ
が
國
で
は
外
交
婚
を
認
め
て
い
る
と
す
る
前
掲
の
論
は
根
撮
が
弱
い
も
の
と
い
わ

ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
婚
姻
の
成
立

　
　
第
一
目
婚
姻
成
立
の
實
質
的
要
件

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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米
國
に
あ
る
日
本
人
と
米
國
人
と
の
婚
姻
又
は
日
本
人
相
互
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
の
實
質
的
要
件
は
、
既
に
第
一
項
に
お

い
て
述
べ
た
ご
と
く
、
日
本
人
に
つ
い
て
は
そ
の
本
國
法
た
る
日
本
民
法
に
依
り
、
米
國
人
に
つ
い
て
は
そ
の
本
國
法
た
る
米
國
内
の
所

屍
州
の
法
律
に
依
る
べ
き
で
あ
る
（
融
獺
レ
矩
條
）
。

　
米
國
に
い
る
日
本
人
が
た
と
い
米
國
又
は
第
三
國
の
國
籍
を
有
す
る
二
重
國
籍
者
で
あ
っ
て
も
、
外
國
の
國
籍
は
一
切
こ
れ
を
考
慮
せ

ず
、
こ
れ
を
軍
一
國
籍
の
日
本
人
と
同
様
に
取
扱
い
、
婚
姻
成
立
の
實
質
的
要
件
に
つ
い
て
は
專
ら
日
本
民
法
に
依
ら
し
め
る
べ
き
こ
と

に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
（
鰍
劇
兜
七
）
。
さ
れ
ぱ
、
米
國
の
國
籍
に
基
き
米
國
の
法
律
に
依
っ
て
有
数
に
婚
姻
し
て
い
る
揚
合
で
あ
っ
て
も
、

日
本
民
法
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
わ
が
國
の
立
揚
か
ら
は
、
婚
姻
成
立
の
準
撒
法
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
ま
た
婚
姻
當
事
者
が
米
國
の
國
籍
と
と
も
に
日
本
以
外
の
第
三
國
の
國
籍
を
併
せ
有
す
る
二
重
國
籍
者
で
あ
り
、
米
國
の
法
律
に
從
い

有
数
に
婚
姻
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
米
國
の
國
籍
が
後
に
取
得
し
た
國
籍
で
あ
る
か
叉
は
同
時
に
取
得
し
米
國
に
佳
所
又
は
居
所
が
あ

る
揚
合
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
し
か
ら
ざ
る
揚
合
に
は
そ
の
婚
姻
が
そ
の
第
三
國
の
婚
姻
成
立
の
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
わ
が

國
の
立
揚
か
ら
は
適
法
な
婚
姻
を
な
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
勲
棚
量
癩
を
題
）
。
こ
れ
ら
は
、
一
見
不
合
理
の
よ
う
で

あ
る
が
、
わ
が
法
例
の
解
繹
論
と
し
て
は
か
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
第
二
目
　
婚
姻
成
立
の
形
式
的
要
件
（
方
式
）

　
わ
が
國
際
私
法
上
、
婚
姻
の
方
式
と
は
大
盟
に
お
い
て
、
婚
姻
の
合
意
を
表
現
し
有
数
な
婚
姻
と
す
る
た
め
に
必
要
な
形
式
叉
は
右
の

形
式
で
す
る
行
爲
を
意
味
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
し
て
方
式
の
準
撒
法
が
日
本
法
で
あ
る
揚
合
に
、
い
か
な
る
も
の
が
こ
の
方
式

亀

隻



、
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々

を
構
成
す
る
か
は
前
款
第
二
目
に
お
い
て
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
米
國
の
法
律
が
婚
姻
の
翠
行
地
の
法
律
と
し
て
方
式
の
準
撒
法
と
な
る
揚

合
が
圭
た
る
問
題
で
あ
る
。
米
國
の
法
律
上
は
、
婚
姻
の
方
式
と
は
一
定
の
儀
式
を
要
す
る
か
否
か
（
從
っ
て
無
方
式
の
方
式
も
方
式
に

含
ま
れ
る
）
、
儀
式
の
方
法
例
え
ば
民
事
婚
の
方
法
・
宗
教
婚
の
方
法
、
な
お
無
式
婚
の
方
法
（
例
え
ば
同
棲
）
、
儀
式
を
要
す
る
揚
合
に

お
い
て
儀
式
を
執
行
す
る
人
、
例
え
ば
公
吏
・
治
安
剣
事
・
牧
師
・
俗
侶
、
そ
の
資
格
の
存
否
に
封
す
る
當
事
者
の
善
悪
意
、
儀
式
を
執

行
す
る
揚
所
例
え
ば
行
政
麗
．
教
會
、
そ
の
他
本
人
そ
の
他
の
者
の
署
名
立
會
等
の
問
題
が
こ
れ
に
属
す
る
よ
う
で
あ
る
（
鰐
曙
仲
。
．
、
。
、
、
仲
）
。

　
法
例
は
婚
姻
の
方
式
は
原
則
と
し
て
畢
行
地
法
に
依
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
（
骸
嘲
伊
泥
條
）
、
米
國
に
お
い
て
、

日
本
人
と
米
國
人
と
の
間
叉
は
日
本
人
相
互
間
で
婚
姻
す
る
に
は
、
米
國
内
の
畢
行
地
た
る
州
の
方
式
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米

國
で
は
大
艘
に
お
い
て
民
事
婚
と
宗
教
婚
と
が
行
わ
れ
、
な
お
コ
モ
ン
・
－
婚
姻
（
蕗
罷
開
艶
曽
一
．
）
も
行
わ
れ
て
い
る
州
が
あ
る
か
ら
、
畢

行
地
州
が
認
め
て
い
る
い
ず
れ
か
の
方
式
に
適
合
し
て
い
る
婚
姻
を
す
れ
ば
、
わ
が
國
際
私
法
上
は
方
式
上
適
法
な
婚
姻
を
し
た
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。
法
律
婚
に
つ
い
て
は
い
う
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
婚
に
つ
い
て
、
昭
和
六
年
二
月
二
五
日
民
事
第
一
一
二
六
四

號
同
答
が
布
畦
ホ
ノ
ル
ル
の
神
道
神
肚
で
の
邦
人
間
の
婚
姻
學
式
を
翠
行
地
の
宗
教
婚
の
方
式
に
依
っ
た
も
の
と
認
め
、
ま
た
昭
和
二
九

年
九
月
二
日
民
事
甲
第
一
八
四
一
號
同
答
が
オ
レ
ゴ
ン
州
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
エ
ム
・
イ
教
會
で
の
邦
人
間
の
結
婚
式
を
同
様
畢
行
地
の
方

式
に
從
っ
た
婚
姻
と
し
、
方
式
上
適
法
な
婚
姻
が
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
古
く
愛
媛
縣
雄
郡
村
長
の
票
旨
に
樹
す

る
大
正
八
年
六
月
四
日
民
事
第
一
三
八
八
號
同
答
以
來
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
二
五
年
三
月
二
七
日
民
事
甲

第
七
二
六
號
同
答
及
ぴ
同
年
四
月
ニ
ニ
日
民
事
甲
第
九
九
一
號
同
答
は
、
日
本
在
住
の
日
本
人
女
が
米
國
カ
ン
サ
ス
州
人
男
と
夫
の
本
國

州
の
法
律
が
認
め
て
い
る
代
理
に
よ
る
方
式
に
よ
っ
て
婚
姻
を
畢
行
し
た
揚
合
に
（
咋
瞭
州
静
魏
朧
．
、
け
）
、
こ
れ
を
畢
行
地
の
方
式
に
よ
る
適
法
な

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
丑
び
離
婚
の
先
例
鮎
描
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婚
姻
と
し
て
い
る
。

　
畢
行
地
の
方
式
に
適
合
す
る
婚
姻
を
し
た
と
き
は
そ
の
時
に
有
数
に
婚
姻
が
成
立
す
る
。
し
か
る
に
若
し
、
學
行
地
州
の
方
式
に
適
合

し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
違
反
に
即
感
し
て
學
行
地
州
の
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
從
っ
て
或
は
無
数
と
な
り
或
は
取
消
し
う
べ
き
も

の
等
と
な
る
。
方
式
に
蝦
疵
が
あ
り
そ
の
た
め
に
婚
姻
が
無
数
と
な
り
成
立
し
な
い
と
き
は
印
ち
止
む
。
無
数
と
ま
で
は
な
ら
ず
救
濟
が

認
め
ら
れ
る
揚
合
に
は
そ
の
救
濟
等
の
問
題
も
ま
た
方
式
の
問
題
に
屡
し
、
同
じ
く
畢
行
地
の
法
律
に
依
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
が
本
來

固
有
の
意
味
に
お
け
る
婚
姻
の
方
式
の
問
題
で
あ
る
。

　
婚
姻
當
事
者
の
一
方
叉
は
双
方
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
に
お
い
て
ぽ
、
そ
の
者
に
關
す
る
身
分
の
記
載
の
問
題
が
あ
り
、
こ
こ
に
外
國

で
な
し
た
婚
姻
の
善
後
慮
置
の
問
題
が
生
ず
る
。
蓋
し
日
本
人
の
身
分
事
項
は
公
簿
た
る
戸
籍
簿
に
記
載
し
て
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
外
國
で
な
し
た
日
本
人
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
報
告
的
屈
出
の
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
鮎
に
つ
き
、
わ
が
戸
籍
法
は
、
「
外
國
に
在
る
日
本
人
が
、
そ
の
國
の
方
式
に
從
っ
て
、
届
出
事
件
に
關
す
る
讃
書
を
作
ら
せ
た

と
き
は
、
一
箇
月
以
内
に
そ
の
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
・
公
使
叉
は
領
事
に
そ
の
誼
書
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（咽

條
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
如
く
戸
籍
簿
に
身
分
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た

措
置
で
あ
る
。
こ
の
精
神
か
ら
見
れ
ば
、
右
の
「
讃
書
」
と
は
婚
姻
の
方
式
が
鐙
書
を
作
る
こ
と
で
あ
る
揚
合
の
讃
書
に
關
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
揚
合
に
の
み
そ
の
「
誰
書
の
謄
本
」
の
提
出
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
嚴
格
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
廣
く
外
國
の
方
式
に
從

っ
て
讃
書
を
作
ら
せ
た
揚
合
は
勿
論
、
謹
書
を
作
ら
せ
な
か
っ
た
揚
合
で
も
、
筍
し
く
も
外
國
の
方
式
に
從
っ
て
婚
姻
を
し
た
揚
合
に
は
、

そ
の
婚
姻
を
締
結
し
た
事
實
を
謹
明
す
る
誰
擬
書
類
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
略
裸
恥
糊
鱗
鵬
堪
調
聯
一

覧

黛
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轍購

肱だ

頁
、
）
。
大
使
公
使
又
は
領
事
は
當
事
者
か
ら
右
の
謹
書
の
謄
本
（
印
ち
讃
撮
書
類
）
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
．
｝
れ
を
受

理
し
、
遅
滞
な
く
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
本
人
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
迭
付
し
、
市
町
村
長
を
し
て
戸
籍
の
記
載
を
可
能
な
ら
し
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
曄
諦
灘
）
。

　
法
例
は
、
既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
更
に
「
前
項
の
規
定
ハ
民
法
第
七
百
四
十
一
條
ノ
適
用
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
（
騰
調
兜
一
一
）
と
定
め
て
お
り
、
民
法

第
七
四
一
條
で
は
「
外
國
に
あ
る
日
本
人
間
で
婚
姻
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
・
公
使
又
は
領
事
に
そ

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
激
幽
併
傭
）
。
從
っ
て
戸
米
國
に
あ
る
日
本
人
相
互
間
で
婚
姻
を
す
る
に
は
、
前
述
の
ご
と

く
米
國
の
畢
行
地
州
の
方
式
に
よ
っ
て
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
更
に
恰
か
も
日
本
に
あ
る
日
本
人
相
互
間
で
婚
姻
す
る
揚
合
と

同
様
に
わ
が
國
の
方
式
に
從
っ
て
米
國
駐
在
の
わ
が
公
館
に
婚
姻
の
届
出
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
眠
匙
二
）
。
こ
の
揚
合
に
は
大
使
・
公
使

又
は
領
事
は
日
本
に
お
け
る
市
町
村
長
と
同
様
の
職
務
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
町
と
同
様
に
、
そ
の
婚
姻
が
民
法
第
七
三
一
條
乃

至
第
七
三
七
條
及
び
第
七
三
九
條
二
項
の
規
定
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
届
書
を
受
理
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
（
眠
靴
四
）
。
大
使
・
公
使
又
は
領
事
が
右
の
婚
姻
屈
を
受
理
し
た
と
き
は
、
恰
か
も
普
通
の
揚
合
に
日
本
に
お
い
て
市
町
村

長
が
婚
姻
届
を
受
理
し
た
揚
合
と
同
様
に
、
そ
の
受
理
の
時
に
婚
姻
が
成
立
し
、
爾
當
事
者
は
夫
婦
と
な
る
。
こ
の
貼
に
お
い
て
は
翠
行

地
の
方
式
に
從
っ
て
な
し
た
婚
姻
の
讃
書
（
婚
姻
の
誼
明
書
類
）
を
受
理
し
た
揚
合
と
は
異
な
る
。

　
大
使
・
公
使
又
は
領
事
が
婚
姻
届
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
外
務
大
臣
を
脛
由
し
て
そ
の
婚
姻
属
を
本
人
の
本
籍
地
の
市
町

村
長
に
途
付
し
、
市
町
村
長
を
し
て
戸
籍
の
記
載
を
可
能
な
ら
し
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
唖
蒲
鰍
）
。

　
右
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
米
國
内
の
同
一
州
に
あ
る
日
本
人
男
女
間
の
婚
姻
は
勿
論
、
異
な
る
州
例
え
ぱ
布
畦
に
あ
る
日
本
人
男
と
加

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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州
に
あ
る
日
本
人
女
と
は
、
米
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
公
館
に
日
本
の
方
式
に
從
っ
た
婚
姻
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
わ
が
公

館
で
は
米
國
に
あ
る
日
本
人
と
米
國
人
又
は
第
三
國
人
と
の
婚
姻
は
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
眠
磁
悌
比
獺
毎
瞭
塾
群
』
脚
躰
人
）
。
し

か
る
に
、
過
っ
て
受
理
し
て
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
日
本
人
た
る
當
事
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
途
付
し
て
來
る
こ
と
が
あ
る
。
か
か

る
揚
合
に
は
そ
の
婚
姻
は
適
法
な
外
交
婚
叉
は
領
事
婚
と
な
る
た
め
の
要
件
（
酷
調
牝
噸
糧
噸
⑪
駅
鋭
靴
）
を
具
備
し
て
い
な
い
か
ら
、
理
論
上
は
、

市
町
村
長
は
外
務
大
臣
及
び
在
外
公
館
を
経
由
し
て
屈
出
人
に
返
戻
す
べ
き
道
理
で
あ
る
が
、
例
え
ば
在
米
の
日
本
人
男
と
イ
リ
ノ
イ
州

人
女
と
の
わ
が
國
の
方
式
に
よ
る
婚
姻
届
を
桑
港
駐
在
の
領
事
が
受
理
し
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
本
籍
地
市
町
村
長
に
途
付
し
て
來
た
場

合
に
關
す
る
大
正
一
五
年
二
月
三
日
民
事
第
二
八
一
號
同
答
及
び
布
畦
在
佳
の
日
本
人
男
と
米
國
人
女
と
の
わ
が
國
の
方
式
に
よ
る
婚
姻

届
を
ホ
ノ
ル
ル
駐
在
の
領
事
が
受
理
し
日
本
人
の
本
籍
地
市
町
村
長
に
途
付
し
て
來
た
揚
合
に
關
す
る
昭
和
一
一
年
二
月
三
日
民
事
甲
第

四
〇
號
同
答
が
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
間
の
経
過
に
眼
を
閉
じ
、
属
出
人
か
ら
市
町
村
長
に
直
接
に
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と

は
便
宜
な
措
置
で
あ
り
、
右
の
例
に
倣
っ
た
取
扱
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
扱
を
し
た
揚
合
に
は
わ
が
戸
籍
法
に
よ
る
婚
姻
と
な
る
の

で
あ
り
、
右
の
婚
姻
届
が
市
町
村
長
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
時
に
婚
姻
が
成
立
し
爾
當
事
者
が
夫
婦
と
な
る
の
で
あ
り
、
在
外
公
館
で
受

理
し
た
時
に
婚
姻
の
数
力
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
。

第
二
款
　
婚
姻
の
敷
力

第
一
項

「
婚
姻
」

婚
姻
締
結
の
数
力

と
い
う
言
葉
は
或
い
は

「
婚
姻
締
結
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
或
い
は
婚
姻
締
結
の
数
果
と
し
て
焚
生
す
る
「
婚
姻
關
係

’マ』

勺レ・
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（
夫
婦
關
係
）
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
從
っ
て
婚
姻
の
数
力
も
或
い
は
婚
姻
締
結
の
数
力
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
或
い
は
婚
姻
關
係
の

数
力
の
一
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
款
に
述
べ
た
婚
姻
が
前
者
印
ち
婚
姻
締
結
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
こ
に
は
簡
軍
に
前
者
を
述
べ
、
後
者
に
及
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
婚
姻
が
そ
の
實
質
的
要
件
及
び
形
式
的
要
件
（
方
式
）
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
準
撮
法
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
當
事

者
た
る
男
女
間
に
夫
婦
關
係
（
婚
姻
關
係
）
が
焚
生
す
る
こ
と
は
何
人
も
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
法
例
の
解
繹
上
、
そ

れ
は
い
か
な
る
國
の
法
律
に
依
っ
て
生
ず
る
か
。
或
い
は
法
例
第
二
二
條
第
一
項
本
文
に
從
い
婚
姻
の
實
質
的
要
件
の
準
撮
法
た
る
甲
男

の
本
國
法
と
乙
女
の
本
國
法
の
結
合
的
適
用
に
よ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
が
、
婚
姻
關
係
は
相
互
關
係
で
あ
る
か
ら
双
方
の
法
律
の
累
積
的

適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
法
例
が
身
分
行
爲
の
準
接
法
に
つ
い
て
は
成
立
の
準
撮
法
と
数
力
の
準
撫
法
と

を
圃
別
し
て
取
扱
っ
て
い
る
精
神
（
融
捌
廉
訊
獺
ト
顕
雅
狂
顯
、
）
と
は
調
和
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
或
い
は
法
例
の
規
定
に
漏
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
法
例
第
二
二
條
に
よ
っ
て
婚
姻
當
事
者
双
方
の
本
國
法
の
累
積
的
な
適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
理
論
的
に
は

こ
の
見
解
が
正
當
で
あ
る
と
信
ず
る
（
甑
灘
脚
綱
麟
鄭
詳
賜
ゆ
罫
鉦
に
額
辮
國
）
。
從
っ
て
日
米
人
間
の
婚
姻
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
理
論
上
、
日
本

民
法
と
米
國
人
の
所
厨
州
の
法
律
と
の
累
積
的
適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
婚
姻
締
結
の
数
力
と
し

て
そ
の
締
結
の
時
に
爾
當
事
者
間
に
婚
姻
關
係
（
夫
婦
關
係
）
を
襲
生
せ
し
め
る
こ
と
は
、
日
米
爾
國
法
と
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

こ
と
は
恐
ら
く
世
界
共
通
の
事
實
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
實
に
は
準
撮
法
を
云
々
す
る
實
釜
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
米
人
又
は
米
國
人
相
互
が
日
本
で
婚
姻
す
る
揚
合
に
は
、
市
町
村
長
が
婚
姻
屈
を
受
理
し
た
時
に
婚
姻
關
係
（
夫
婦
關
係
）
が
稜
生

し
、
日
米
人
又
は
日
本
人
相
互
が
米
國
の
學
行
地
州
の
婚
姻
の
方
式
を
履
跳
し
た
と
き
は
そ
の
時
に
婚
姻
關
係
が
焚
生
し
、
ま
た
日
本
人

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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相
互
が
在
米
日
本
公
館
で
婚
姻
す
る
と
き
は
婚
姻
届
の
受
理
さ
れ
た
時
に
婚
姻
關
係
が
襲
生
す
る
。
そ
こ
で
、
い
ず
れ
の
揚
合
に
も
、
・
日

本
人
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
の
事
實
を
公
簿
た
る
戸
籍
簿
に
登
載
し
て
そ
の
身
分
關
係
を
公
讃
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
戸
籍
に
つ
い
て
は
、

氏
（
姓
）
の
問
題
と
關
連
し
て
現
實
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
第
二
項
　
婚
姻
關
係
の
数
力

　
婚
姻
關
係
の
数
力
に
つ
き
、
法
例
は
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
、
先
ず
、
そ
の
身
分
的
敷
力
に
つ
い
て
は
、
第
一
四
條
に
お
い
て
、
「
婚
姻
ノ

数
カ
ハ
夫
ノ
本
國
法
二
依
ル
」
と
定
め
、
次
に
、
財
産
的
数
力
に
つ
い
て
は
、
第
一
五
條
に
お
い
て
、
「
夫
婦
財
産
制
ハ
婚
姻
ノ
當
時
二
於

ケ
ル
夫
ノ
本
國
法
二
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
る
。
右
の
婚
姻
の
数
力
（
身
分
的
数
力
）
が
何
を
意
味
し
、
ま
た
夫
婦
財
産
制
が
何
を
意
味

す
る
か
の
正
確
且
つ
詳
細
な
研
究
は
別
稿
に
譲
る
（
畝
瑚
か
鋼
講
綿
燃
騨
鋤
顯
二
）
。

　
右
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
一
感
、
次
の
如
く
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
先
ず
、
婚
姻
の
身
分
的
数
力
は
夫
の
本
國
法

に
依
る
か
ら
、
夫
が
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
日
本
の
民
法
に
依
り
、
米
國
人
な
る
と
き
は
そ
の
米
國
人
の
所
属
州
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
も
し
、
そ
の
夫
た
る
日
本
人
が
後
に
米
國
の
國
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
、
爾
後
そ
の
夫
が
所
旙
す
る
こ
と
と
な
っ
た

米
國
の
州
の
法
律
に
依
り
、
米
國
人
が
後
に
日
本
の
國
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
爾
後
日
本
の
民
法
に
依
り
、
ま
た
米
國
人
の
所
属
州
が
攣

更
し
た
と
き
は
後
の
所
驕
州
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
の
當
時
、
夫
が
日
本
人
な
る
と
き
は
日
本
の
民
法
に
依
り
、
米
國
人
な
る
と
黛
は
そ
の
米
國
人

の
所
騒
州
の
法
律
に
依
る
。
そ
の
夫
の
國
籍
叉
は
所
厩
州
の
攣
更
が
あ
っ
て
も
準
撮
法
に
は
影
響
な
く
、
依
然
と
し
て
婚
姻
當
時
の
夫
の

本
國
法
に
依
る
わ
け
で
あ
る
。

嵐

墜
■
『
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と
こ
ろ
が
、
米
國
の
國
際
私
法
上
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
身
分
的
数
力
は
こ
れ
を
行
使
せ
ん
と
す
る
所
の
法
律
に
依
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
（
蟹
即
眠
。
・
臨
。
の
け
卿
覧
）
、
現
在
の
居
佳
地
法
に
依
る
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
從
っ
て
米
國
人
が
日
本
に
居
住
す
る

揚
合
に
は
日
本
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
法
例
第
二
九
條
は
、
「
當
事
者
ノ
本
國
法
二
依
ル
ベ
キ
揚
合
二
於

テ
其
國
ノ
法
律
二
從
ヒ
日
本
ノ
法
律
二
依
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
日
本
ノ
法
律
二
依
ル
」
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
米
國
人
が
夫
な
る
夫
婦
が
日
本

に
居
佳
す
る
揚
合
に
は
右
の
規
定
に
從
い
反
致
が
認
め
ら
れ
、
わ
が
國
に
お
い
て
も
夫
の
米
國
の
所
属
州
の
法
律
に
依
ら
ず
し
て
、
日
本

民
法
が
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
米
國
に
居
佳
す
る
夫
が
日
本
人
な
る
夫
婦
の
揚
合
に
は
、
た
と
い
米
國
の
國
際
私
法
が

夫
婦
の
身
分
的
關
係
は
行
使
地
法
に
依
る
と
し
て
い
て
も
、
わ
が
國
際
私
法
上
は
米
國
の
國
際
私
法
上
の
立
揚
に
拘
泥
し
な
い
か
ら
、
米

國
の
行
使
地
た
る
州
の
法
律
に
依
る
の
で
は
な
く
、
日
本
民
法
に
依
っ
て
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
夫
婦
財
産
關
係
は
米
國
で
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
そ
の
所
在
地
法
に
依
り
（
顯
峠
鱒
麗
．
襲
脂
彦
、
夫
婦
が
婚
姻
當
時
既
に
有
し
て

い
た
動
産
に
つ
い
て
は
婚
姻
當
時
の
夫
の
佳
所
地
法
に
依
り
、
婚
姻
中
取
得
し
た
動
産
に
つ
い
て
は
そ
の
取
得
當
時
の
爾
當
事
者
の
佳
所

地
法
に
依
り
、
住
所
地
法
が
異
な
る
と
き
は
取
得
者
の
住
所
地
法
に
依
る
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
霧
陣
鴎
印
奏
鮨
3
。
そ
こ
で
、
米

國
人
た
る
夫
が
日
本
に
お
い
て
有
す
る
不
動
産
（
こ
こ
に
動
産
・
不
動
産
の
性
質
決
定
の
問
題
が
あ
る
が
、
暫
く
こ
の
問
題
に
は
鰯
れ
な

い
こ
と
に
す
る
、
以
下
亦
同
じ
。
）
は
法
例
第
二
九
條
に
よ
っ
て
、
夫
の
米
國
の
所
薦
州
の
法
律
に
依
ら
な
い
で
、
却
っ
て
日
本
の
法
律
に

依
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
人
た
る
夫
が
米
國
に
お
い
て
有
す
る
不
動
産
は
、
濁
逸
民
法
施
行
法
第
二
八
條
の
如
き
規
定
を
も
た
な
い
日
本

國
際
私
法
上
に
お
い
て
は
、
・
米
國
の
所
在
地
州
の
法
律
に
依
ら
な
い
で
、
依
然
と
し
て
日
本
の
法
律
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
尤
も
、
日
本
に
あ
る
土
地
を
米
國
人
が
持
ち
得
る
か
は
、
外
國
人
土
地
法
第
一
條
と
の
關
係
で
一
悪
問
題
と
な
る

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三

”
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が
、
こ
れ
を
禁
止
し
た
法
令
は
見
當
ら
な
い
。
米
國
に
あ
る
土
地
を
日
本
人
が
持
ち
得
る
か
は
そ
の
所
在
地
州
の
法
律
に
依
る
。
）

　
右
は
、
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
な
抽
象
論
を
試
み
た
に
止
ま
る
。
い
ま
私
の
具
榿
的
關
心
事
は
、
右
の
問
題
の
一
角
た
る
氏
（
姓
）
並
に
こ

れ
と
關
連
す
る
戸
籍
の
問
題
で
あ
る
。
（
姓
の
問
題
が
婚
姻
の
身
分
的
数
力
の
問
題
に
厨
す
る
か
、
人
格
橿
の
一
種
に
属
す
る
か
に
つ
い
て

は
問
題
が
あ
る
が
（
搬
墾
樋
珊
雌
鰍
構
購
朧
鉱
銑
紘
列
鴎
巫
圧
顯
郷
顯
躇
羅
煙
艶
矯
る
髄
の
鍛
諺
虫
轄
罐
鯉
譲
一
）
、
暫
く
通
設
に
從
っ
て
婚
姻
の
身
分

酌
数
力
に
島
す
る
も
の
と
し
て
、
論
を
進
め
る
。
）

　
從
來
、
日
本
人
女
が
米
國
人
男
と
婚
姻
し
た
揚
合
に
は
、
米
國
の
國
籍
を
取
得
し
な
か
っ
た
か
ら
、
日
本
の
國
籍
を
失
わ
な
か
っ
た
し

（囎

舗
燵
）
、
ま
た
奮
戸
籍
法
上
で
は
婚
姻
に
よ
っ
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
と
い
う
原
則
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
人
家
族
た
る
女
が
米

國
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
人
男
と
婚
姻
し
た
揚
合
に
關
す
る
昭
和
四
年
二
月
二
八
日
民
事
第
三
七
八
號
民
事
局
長
同
答
の
示
す
如
く
、
そ
の

身
分
事
項
欄
に
婚
姻
の
事
實
の
記
載
す
る
に
止
め
て
お
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　
新
國
籍
法
の
下
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
婚
姻
は
妻
の
國
籍
に
影
響
を
與
え
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
從
っ
て
日
本
人
女
が
米
國
人
男

と
婚
姻
し
て
も
日
本
の
國
籍
を
失
わ
な
い
こ
と
は
蕾
國
籍
法
下
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
が
、
新
戸
籍
法
は
例
外
の
揚
合
を
除
き
婚
姻
に

よ
っ
て
夫
婦
に
つ
き
新
戸
籍
を
編
製
す
る
と
い
う
新
原
則
を
探
用
し
た
（
ヂ
篇
鰍
）
。
し
か
る
に
、
昭
和
二
六
年
一
二
月
二
八
日
民
事
甲
第
二

四
二
四
號
民
事
局
長
同
答
は
、
米
國
の
國
籍
を
取
得
し
日
本
の
國
籍
を
離
睨
し
た
男
〔
印
ち
米
國
人
男
〕
と
日
本
人
女
が
婚
姻
し
た
揚
合

の
戸
籍
の
取
扱
に
關
す
る
下
關
市
長
の
照
會
に
封
し
て
、
「
外
國
人
男
と
婚
姻
し
た
日
本
人
女
は
婚
姻
に
よ
っ
て
日
本
國
籍
を
喪
失
し
な

い
の
で
、
同
女
に
關
す
る
戸
籍
の
取
扱
と
し
て
は
、
外
國
法
（
又
は
慣
習
等
）
に
よ
る
呼
構
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
引
績
き
同
女
は
民

法
の
規
定
に
よ
る
氏
を
保
有
す
る
も
の
と
し
て
庭
理
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
、
印
ち
同
女
を
從
前
の
戸
籍
か
ら
除
か
ず
、
箪
に
そ
の
身
分

点

？



斧

・
蔓

事
項
欄
に
婚
姻
の
記
載
を
す
る
に
止
め
る
の
が
相
當
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
先
例
に
な
っ
て
い
る
（
螺
鞠
鑓
輩
四
野
匙
嶽
服
）
。

こ
の
鮎
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
醤
民
法
に
お
い
て
は
、
妻
は
婚
姻
に
よ
っ
て
夫
の
家
に
入
っ
て
夫
の
氏
を
稔
し
、
入
夫
及
び
婿
養
子
は
妻
の
家
に
入
っ
て
妻
の
氏
を
稽

し
た
が
（
鍵
）
、
新
民
法
に
お
い
て
は
、
夫
婦
は
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
逢
從
い
委
箋
罠
蕎
す
る
こ
と
と
奪
た
（
麗
五
）
．

夫
婦
同
氏
の
原
則
を
探
る
貼
に
攣
り
は
な
い
。
こ
の
揚
合
に
戸
籍
に
關
し
て
は
、
醤
戸
籍
法
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
の
戸
籍
の
移
動
が
あ

る
に
止
ま
り
、
新
戸
籍
の
編
製
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
新
戸
籍
法
に
お
い
て
は
、
夫
婦
が
夫
の
氏
を
構
す
る
揚
合
に
夫

が
戸
籍
筆
頭
者
で
あ
る
と
き
は
妻
は
夫
の
戸
籍
に
入
り
、
妻
の
氏
を
稽
す
る
揚
合
に
妻
が
戸
籍
筆
頭
者
で
あ
る
と
き
は
夫
は
妻
の
戸
籍
に

入
り
新
戸
籍
の
編
製
し
な
い
と
い
う
例
外
を
除
い
て
は
、
婚
姻
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
夫
婦
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
と
い
う

大
原
則
を
樹
て
た
（
炉
衡
）
。

　
前
述
の
如
く
、
氏
（
姓
）
の
問
題
が
婚
姻
の
身
分
的
数
力
に
囑
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
法
例
第
一
四
條
に
よ
り
、
米
國
人
男
と
婚
姻
し

た
日
本
人
女
た
る
妻
の
姓
は
米
國
人
た
る
夫
の
所
厨
州
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
夫
の
所
厨
州
法
（
成
文
法
又
は
慣
習
法
）
で

は
妻
は
夫
の
姓
を
稻
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
假
定
す
れ
ぱ
（
恐
ら
く
は
こ
れ
が
現
實
で
あ
ろ
う
）
、
妻
は
夫
の
姓
を
構
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
前
掲
の
先
例
は
外
國
法
（
叉
は
慣
習
等
）
に
よ
る
呼
構
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
・
引
績
き
民
法

の
規
定
に
よ
る
氏
を
保
有
す
る
も
の
と
し
て
塵
理
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
薔
戸
籍
法
の
如
く
婚
姻
に
よ
る
新
戸
籍
の
編
製
を
認

め
て
い
な
い
と
き
に
お
い
て
は
、
或
い
は
己
む
を
え
な
か
っ
た
措
置
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
婚
姻
に
よ
っ
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る

と
い
う
大
原
則
を
探
用
し
た
新
戸
籍
法
の
下
に
お
い
て
は
到
底
い
い
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
思
う
。
或
い
は
戸
籍
は
市
町
村
の
匠
域
内

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
黙
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



　
　
　
　
　
蕎
大
學
研
甕
報
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六

に
本
籍
を
定
め
る
一
づ
の
夫
婦
及
び
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
ご
と
に
こ
れ
を
編
製
す
る
の
で
あ
り
（
噸
ハ
）
、
米
國
人
男
と
日
本
人
女
と

が
婚
姻
し
た
揚
合
の
如
く
、
婚
姻
當
事
者
の
一
方
の
み
が
日
本
人
な
る
婚
姻
に
つ
い
て
戸
籍
法
第
一
六
條
を
適
用
し
て
新
戸
籍
を
編
製
す

ぺ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
鮮
噴
舐
翻
灘
諏
細
議
談
伍
須
嘉
難
慨
渇
噺
顛
嚥
罐
膿
観
焼
級
蜘
琳
騰
勘
取
）
。
惟
う
に
、
戸
籍
法
は
夫
婦
の
双
方
が
日

本
人
で
あ
る
普
通
の
揚
合
を
念
頭
に
お
い
て
規
定
し
、
そ
の
一
方
の
み
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
に
思
い
及
ば
ず
、
こ
の
貼
に
法
の
欠
敏
が

あ
る
も
の
と
い
う
ぺ
き
で
あ
り
、
反
封
の
主
義
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
さ
れ
ば
、
婚
姻
が
あ
れ
ば
新
戸
籍
を
編
製
し

ま
た
戸
籍
筆
頭
者
で
な
い
者
に
子
が
で
き
れ
ば
、
新
戸
籍
を
編
製
す
る
と
す
る
新
戸
籍
法
の
大
原
則
に
從
い
、
婚
姻
當
事
者
の
一
方
（
例

え
ば
妻
）
の
み
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
に
も
、
そ
の
者
（
妻
）
に
つ
き
新
戸
籍
を
編
製
す
べ
き
も
の
と
信
ず
る
（
玖
服
甑
叢
魔
奮
身
齢
臓

㎝舳

藝
畝
、
涯
航
獺
f
調
撒
認
舩
曝
甦
獅
彫
）
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
夫
の
氏
（
姓
）
を
も
っ
て
新
戸
籍
を
編
製
し
、
夫
を
戸
籍
筆
頭
者
と
す
べ
き

と
こ
ろ
、
夫
は
米
國
人
で
戸
籍
は
な
い
か
ら
、
妻
を
戸
籍
筆
頭
者
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
民
は
わ
が
戸
籍
法
上
切
特
殊
の
制
度
で

あ
り
、
個
人
の
呼
稻
と
し
て
の
外
國
人
の
姓
若
し
く
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
等
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
學
読
も
あ
る
が
（
餅

舐蝋

恥
九
）
、
　
こ
れ
は
國
際
私
法
上
の
概
念
の
特
殊
性
か
ら
考
え
て
適
當
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
、
稀
な
揚
合
で
あ
る
が
、
日
本
人
男
と

米
國
人
女
と
が
婚
姻
し
た
揚
合
に
も
、
原
則
と
し
て
、
婚
姻
の
際
に
協
議
で
夫
婦
の
稽
す
べ
き
氏
と
定
め
、
婚
姻
届
に
記
載
し
て
出
し
た

氏
に
よ
っ
て
夫
た
る
日
本
人
の
み
に
つ
き
新
戸
籍
を
編
製
す
べ
き
こ
と
は
前
掲
の
妻
の
揚
合
と
同
檬
で
あ
る
。

　
私
見
の
如
き
取
扱
は
前
述
の
如
く
理
論
上
正
當
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
實
際
上
に
お
い
て
も
、
國
際
私
法
上
、
夫
の
本
國
法
た
る
米
國

の
夫
の
所
島
州
法
に
よ
り
夫
の
氏
（
姓
）
を
稽
す
る
こ
と
に
な
っ
た
日
本
人
妻
が
わ
が
戸
籍
法
上
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
夫
の
氏
を
稗
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
眞
の
椹
利
状
態
（
氏
・
姓
）
と
こ
れ
を
公
鐙
す
る
戸
籍
法
上
の
取
扱
と
を
一
致
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
、

“

黛
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極
め
て
自
然
且
つ
合
理
的
結
果
を
實
現
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
婚
し
な
が
ら
夫
の
氏
を
稻
し
え
な
い
妻
が
（
ー
そ
の
夫
婦
た
る
の
感
情

又
は
實
際
生
活
の
不
便
等
か
ら
ー
）
そ
の
氏
を
夫
の
氏
に
憂
更
す
る
た
め
に
、
分
籍
の
上
、
更
に
家
庭
裁
剣
所
に
氏
攣
更
の
許
可
の
審
剣

を
求
め
る
よ
う
な
籐
計
な
手
績
（
炉
壁
酌
）
を
不
要
に
す
る
。
ま
た
妻
の
渡
米
に
際
し
、
放
券
面
に
日
本
字
名
は
戸
籍
簿
通
り
に
し
て
お
き

な
が
ら
、
ロ
ー
マ
字
名
の
所
で
殊
更
夫
の
姓
を
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
姑
息
な
憂
通
の
道
を
設
け
る
な
ど
の
餓
計
の
配

慮
も
無
用
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
日
米
國
際
離
婚
の
先
例
黙
描

第
一
款
離
婚
の
成
立

　
わ
が
法
例
第
一
六
條
は
、
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
離
婚
ハ
其
原
因
タ
ル
事
實
ノ
焚
生
シ
タ
ル
時
二
於
ケ
ル
夫
ノ
本
國
法
二
依
ル
但
裁
剣
所
ハ
其
鳳
因
タ
ル
事
實
力
日
本
ノ
法
律
二
依
ル
モ

　
離
婚
ノ
原
因
タ
ル
ト
キ
ニ
非
ザ
レ
バ
離
婚
ノ
宣
告
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

　
以
下
、
こ
の
離
婚
問
題
は
、
こ
れ
を
日
本
に
お
け
る
離
婚
と
米
國
に
お
け
る
離
婚
と
に
分
っ
て
考
察
し
よ
う
。

　
第
、
一
項
　
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
成
立

　
前
掲
の
規
定
に
お
け
る
離
婚
は
生
前
に
お
け
る
婚
姻
關
係
の
解
清
の
総
膿
を
意
味
す
る
。
從
っ
て
、
私
法
行
爲
に
よ
る
婚
姻
關
係
の
解

消
（
例
え
ば
當
事
者
の
合
意
に
よ
る
協
議
離
婚
及
び
當
事
者
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
る
軍
意
離
婚
）
及
び
裁
剣
に
よ
る
離
婚
（
例
え
ぱ
剣

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
二
〇
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
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報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

決
離
婚
・
審
剣
離
婚
及
び
調
停
離
婚
）
並
ぴ
に
議
會
の
法
律
そ
の
他
に
よ
る
離
婚
等
を
包
含
す
る
。
右
の
中
、
現
實
の
ヨ
米
間
の
問
題
と

し
て
は
、
協
議
離
婚
及
び
裁
剣
離
婚
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
第
一
目
　
協
議
離
婚

　
法
例
第
一
六
條
に
よ
り
、
離
婚
の
要
件
は
離
婚
原
因
稜
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
に
依
る
の
で
あ
り
、
協
議
離
婚
に
お
い
て
は
離
婚
の
要

件
中
そ
の
中
核
を
な
す
離
婚
原
因
と
は
離
婚
の
合
意
自
髄
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
合
意
は
通
常
一
定
の
方
式
に
從
っ
て
表
示
せ
ら

れ
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
こ
の
合
意
の
表
示
さ
れ
た
時
の
夫
の
本
國
法
が
離
婚
の
準
接
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
先
ず
、
夫
が
日
本
人
で
妻
が
米
國
人
で
あ
る
揚
合
　
　
こ
の
揚
合
に
は
、
離
婚
の
準
擦
法
は
日
本
の
法
律
で
あ
り
、
わ
が
民
法
は
協
議

離
婚
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
わ
が
民
法
（
縣
此
称
三
）
に
よ
っ
て
協
議
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
揚
合
に
妻
の
米
國
所
蕊
州
の
怯
律

が
協
議
離
婚
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
離
婚
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
米
國
の
法
律
が
か
か
る
離
婚
を
認
め
な
い
と
き
は
蹟
行
離
婚

と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
先
例
は
こ
の
道
理
を
前
提
と
し
て
、
外
國
に
居
住
す
る
夫
は
日
本
人
で
、
妻
が
外
國
人
で
あ
る
夫
婦
に
つ
き
、
外

國
か
ら
直
接
に
夫
の
本
籍
地
市
町
村
長
に
協
議
離
婚
届
を
途
付
し
て
來
た
と
き
は
こ
れ
を
受
理
す
べ
く
、
そ
の
受
理
に
よ
っ
て
離
婚
の
数

力
が
襲
生
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
獺
脚
篤
客
勢
弼
彫
駅
）
。

　
右
の
揚
合
に
協
議
離
婚
の
方
式
の
問
題
も
一
感
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
揚
合
は
そ
の
方
式
は
離
婚
の
数
力
の
準
援
法
で
あ

り
、
且
つ
離
婚
の
行
爲
地
法
で
あ
る
日
本
の
法
律
に
依
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
舐
徽
光
鰍
禦
課
砒
能
軌
燦
靴
鰍
）
。

　
次
に
、
夫
が
米
國
人
で
妻
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
　
　
こ
の
揚
合
に
は
離
婚
の
準
接
法
は
夫
の
米
國
所
燭
州
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

當
事
者
の
本
國
法
が
準
撮
法
と
な
る
揚
合
で
あ
る
か
ら
、
法
例
第
二
九
條
に
定
め
て
い
る
反
致
の
問
題
が
生
ず
る
。
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
、

織

勺レ
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米
國
で
は
離
婚
を
當
事
者
の
双
方
又
は
一
方
の
佳
所
地
法
と
し
て
の
法
廷
地
法
に
依
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
（
躍
誠
雌
掩
霧
）
、
米

國
人
た
る
夫
及
び
日
本
人
た
る
妻
が
共
に
、
叉
は
何
れ
か
一
方
が
、
夫
の
米
國
所
島
州
法
上
に
い
う
佳
所
を
わ
が
國
に
有
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
揚
合
に
は
、
米
國
か
ら
の
反
致
が
あ
り
、
法
例
第
二
九
條
に
ょ
っ
て
そ
の
反
致
が
認
め
ら
れ
て
日
本
の
法
律
が
準
撮
法
と
な
る

も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
米
國
で
は
實
質
法
上
で
は
協
議
離
婚
の
制
度
は
な
い
が
、
衝
突
法
上
で
は

狗
り
裁
判
離
婚
の
み
で
な
く
、
協
議
離
婚
を
も
含
め
て
（
衝
突
法
上
の
法
律
概
念
の
獅
自
性
）
當
事
者
双
方
叉
は
一
方
の
佳
所
た
る
日
本

に
邊
致
し
て
い
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
ま
た
、
米
國
人
に
協
議
離
婚
を
認
め
る
こ
と
が
所
騙
州
の
衝
突
法
上
の

公
序
違
反
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
揚
合
に
は
法
例
第
二
九
條
の
反
致
は
認
め
ら
れ
ず
、
從
っ
て
協
議
離
婚
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
眺
暴
働
獺
懸
郵
購
騰
鍵
醐
謝
鮪
咽
獺
鳩
眩
辻
二
の
沈
翻
陛
の
）
。
右
の
協
議
離
婚
を
な
し
う
る
揚
合
に
お
い
て
、
協
議
離
婚
の
方
式
は
行

爲
地
法
と
し
て
の
日
本
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
（
徽
調
獄
）
。

　
先
例
は
、
右
と
は
異
な
り
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
昭
和
二
六
・
六
・
二
四
民
事
甲
第
一
二
三
〇
號
通
達

　
二
　
外
國
人
男
（
殊
に
米
國
人
男
）
と
日
本
人
女
間
の
離
婚
に
つ
い
て
は
、
法
例
第
一
六
條
に
よ
り
離
婚
の
原
因
た
る
事
實
の
登
生
し
た
時
に
お
け
る

　
夫
の
本
國
法
に
よ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
夫
た
る
外
國
人
男
の
本
國
法
に
よ
り
協
議
離
婚
を
日
本
の
法
律
に
よ
っ
て
で
き
る
旨
の
讃
明
書

　
（
か
か
る
鐙
明
書
を
獲
行
す
る
権
限
あ
る
者
の
署
名
あ
る
も
の
）
を
提
出
さ
せ
た
上
、
こ
れ
を
受
理
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
目
下
の
と
こ
ろ
、
米
國

　
に
お
い
て
は
協
議
離
婚
の
制
度
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
米
國
人
男
と
の
協
議
離
婚
の
届
出
は
受
理
し
な
い
の
が
相
當
で
あ
る
。

　
昭
和
二
九
．
四
・
一
二
民
事
甲
第
七
三
八
號
同
答
、
並
ぴ
に
同
日
民
事
甲
第
七
三
八
號
紳
戸
地
方
法
務
局
長
宛
指
示

　
　
　
　
　
日
米
園
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
黙
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九

、

、



　
　
　
　
　
一
橋
大
畢
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

　
　
同
答
　
標
記
の
件
に
つ
き
、
本
月
〔
四
月
〕
二
五
日
付
條
三
第
三
〇
三
號
で
照
會
が
あ
っ
た
が
、
本
件
協
議
離
婚
の
記
載
は
、
山
口
同
田
村
長
の
取
扱
の

　
過
誤
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
別
紙
の
通
り
神
戸
地
方
法
務
局
長
に
指
示
し
た
か
ら
、
御
了
知
あ
り
た
い
。

　
　
別
紙
〔
指
示
〕
　
ア
メ
リ
カ
人
た
る
夫
と
協
議
離
婚
を
し
た
旨
記
載
の
あ
る
日
本
人
妻
の
戸
籍
に
つ
い
て

　
　
貴
局
龍
野
支
局
管
内
赤
穂
郡
高
田
村
…
高
倉
利
一
同
籍
（
利
一
の
長
女
）
高
倉
和
子
は
、
國
籍
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
チ
ェ
ス
タ
i
．
ア
ー
サ
」
・
メ
リ

　
ッ
ク
と
婚
姻
中
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
〇
日
同
人
等
の
協
議
離
婚
の
屈
出
が
同
村
長
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
、
戸
籍
に
そ
の
旨
記
載
あ
る

　
こ
と
が
、
今
同
外
務
省
廉
約
局
か
ら
の
照
會
文
書
に
添
附
し
あ
る
同
人
の
戸
籍
謄
本
に
よ
っ
て
剣
明
し
た
。
離
婚
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
六
年
六
月
二

　
四
日
民
事
甲
第
一
二
三
〇
號
本
官
通
達
後
段
の
趣
旨
に
ょ
っ
て
取
扱
う
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
村
長
が
當
時
、
夫
婦
の
協
議
離
婚
が
可
能
で
あ

　
る
こ
と
に
つ
き
、
當
事
者
に
い
か
な
る
誼
明
書
を
提
出
さ
せ
て
こ
れ
を
受
理
し
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
お
い
て
は
現
に
協
議
離

　
婚
の
制
度
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
同
村
長
が
前
記
通
達
の
趣
旨
を
誤
解
し
て
夫
婦
が
と
も
に
目
本
人
で
あ
る
揚
合
と
同
様
な
取
扱
を
し
た

　
の
で
あ
れ
ば
、
す
み
や
か
に
戸
籍
訂
正
の
手
績
に
ょ
り
當
該
離
婚
の
記
載
を
滑
抹
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
右
至
急
調
査
の
上
慮
置
し
、
そ
の
結
果
を
報

　
告
さ
れ
た
い
。
…
…

　
右
の
先
例
に
お
い
て
は
、
國
際
私
法
上
の
離
婚
概
念
が
必
ず
し
も
實
質
法
上
の
離
婚
概
念
と
同
一
で
は
な
い
ア
〕
と
及
ぴ
反
致
の
問
題
に

つ
い
て
の
考
慮
が
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
第
二
目
裁
到
離
婚

甲
裁
判
櫃
　
從
來
、
普
通
裁
剣
所
に
よ
る
判
決
離
婚
の
み
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
三
年
か
ら
家
庭
裁
剣
所
に
よ
る
調
停
離
婚

及
び
審
到
離
婚
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ω
到
決
離
婚
　
　
學
読
と
し
て
は
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
、
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
日
本
裁
到
所
に
裁
剣
櫨
が
あ
る
と
す
る
の
が
多

画

「レ



、
蒼

・
ヤ

敷
読
で
あ
る
（
鑑
鍛
「
蕪
難
簿
触
艦
臨
黙
靴
辮
繍
醸
鍵
響
離
鞭
諜
雛
・
閏
）
．
尤
も
・
惑
箋
が
日
本

人
な
る
場
合
に
の
み
日
本
に
裁
到
椹
が
認
め
ら
れ
る
と
し
（
M
釧
轍
議
咽
燃
瓢
鋭
陀
）
、
或
い
は
被
告
が
日
本
人
な
る
揚
合
に
の
み
日
本
に
裁
剣
構

が
あ
る
と
す
る
も
の
（
翻
醗
鋤
徽
磯
脳
猟
鰍
法
）
も
あ
る
。

　
夫
婦
の
い
ず
れ
も
が
、
外
國
人
で
あ
る
揚
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
共
通
の
佳
所
が
日
本
に
あ
る
揚
合
に
は
日
本
に
裁
剣
櫨
が
あ
る
と
す

る
鮎
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
夫
婦
の
一
方
の
み
が
日
本
に
佳
所
を
有
す
る
揚
合
に
つ
い
て
は
、
被
告
（
夫
た
る
と
妻
た
る

と
を
問
わ
な
い
）
の
佳
所
が
日
本
に
あ
る
と
き
は
わ
が
國
に
藷
禦
あ
る
と
す
言
の
（
雛
鞭
箋
鉱
雛
蟹
例
箋
撫
讃
）
・

原
則
曽
は
馨
の
佳
票
日
査
あ
る
と
違
わ
が
國
に
藷
禁
あ
る
と
し
、
た
だ
遺
奪
の
例
酷
窮
合
髭
馨
の
佳
票

日
本
に
な
く
て
も
、
原
告
の
佳
所
が
日
本
に
あ
れ
ば
わ
が
國
に
裁
製
が
あ
る
と
す
る
も
の
（
濡
難
欝
就
羅
）
及
莫
窪
要

箋
の
佳
所
の
い
ず
紮
が
日
査
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
が
原
告
の
佳
所
で
あ
る
か
馨
の
佳
所
で
あ
る
か
晶
わ
ず
石
が
磐
薪

穂
が
あ
る
と
す
る
も
の
（
繋
魏
犯
、
・
欝
狸
鶉
叢
離
難
還
藷
い
辮
轍
艦
葡
誰
畿
、
）
漿
あ
る
・

劃
と
し
て
は
、
入
手
し
え
た
東
京
地
方
薪
所
の
密
恕
も
の
が
あ
る
．
し
か
し
右
の
中
、
薪
捲
つ
い
て
明
言
し
て
い
る
も

の
は
稀
れ
で
あ
る
。

③
①
東
京
地
藷
和
二
七
年
蜜
三
八
離
婚
請
求
葎
（
二
八
・
四
・
三
製
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
た
る
嚢
蛋
に
狸

し
て
い
る
米
國
イ
リ
ノ
イ
州
人
夫
籔
す
る
離
婚
請
輩
件
に
お
い
て
、
「
被
婁
馨
と
婚
姻
後
永
佳
の
慧
竃
っ
て
東
京
都
内
楚
佳
し
・
今
日

畠
賢
と
し
て
霧
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
馨
の
鋳
は
呆
に
あ
る
あ
と
認
め
て
呆
に
裁
躍
が
あ
る
こ
と
を
禦
し
て
い
る
・

こ
の
剣
決
は
原
告
の
呆
國
撃
殿
と
芋
、
馨
の
日
本
髪
け
荏
屡
馨
と
し
て
わ
歳
の
裁
裂
を
肯
定
し
唇
轄
は
人
訴
笙
條

　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究

第
蚕
壬
り
東
京
地
方
舞
質
ぞ
、
し
か
も
わ
が
國
の
裁
剣
鞍
議
替
お
い
て
も
認
め
島
る
旨
壷
、
、
、
し
て
い
る
．

②
東
京
地
藷
和
二
八
茜
第
四
二
號
鷲
弛
峯
件
（
二
八
‡
二
為
決
）
寮
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
東
京
窟
佳
す
る

米
國
加
州
人
夫
鋳
す
る
離
婚
菜
事
廷
お
い
て
、
被
告
は
現
在
永
住
の
慧
を
以
て
東
京
に
居
佳
せ
る
．
｝
と
を
理
由
と
し
て
無
、
一
、
、
．
の
中
に
わ
が
國

に
郵
繁
あ
る
も
の
と
し
・
籍
笑
訴
第
一
蟻
一
警
も
甕
勢
薔
所
に
孕
る
も
の
と
し
て
い
る
．
な
お
、
．
｝
の
裁
羅
粟
國
階

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
附
言
し
て
い
る
こ
と
は
前
掲
の
到
例
と
同
様
で
あ
る
。

◎
①
寮
地
藷
和
二
八
あ
第
三
號
離
婚
弛
誰
件
（
一
不
五
・
二
動
決
）
東
京
に
住
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
米
國
加
州

径
所
暑
し
同
州
塩
す
る
米
契
夫
量
す
る
離
纂
輩
佳
お
い
て
、
夫
た
粟
國
人
に
遺
棄
さ
れ
た
妻
と
し
て
翌
に
日
本
に
佳
所
を
持

ち
得
翌
彗
て
い
る
か
ら
・
わ
歳
議
製
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
奎
、
無
言
の
建
、
被
告
の
最
後
の
餅
は
東
京
器
る
か
ら
、
東
京

地
方
裁
剣
所
の
管
轄
に
扇
す
る
と
し
て
い
る
（
人
訴
一
條
二
項
）
）
。

②
東
京
地
藷
和
二
九
年
留
三
八
號
離
籍
輩
件
（
三
9
四
二
剣
決
）
鷲
縣
．
』
本
籍
及
雀
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
米
國

建
径
所
著
し
同
州
儘
す
粟
國
糞
嬉
す
る
こ
の
籍
菓
舞
は
、
被
告
が
故
國
観
光
の
際
原
告
棄
京
に
お
い
て
婚
姻
し
、
原
告
を

磐
て
漣
し
・
そ
の
後
番
を
墾
し
た
毒
で
あ
る
．
郵
讐
つ
置
縮
言
す
る
と
．
）
ろ
は
な
い
が
、
前
幽
の
事
件
と
同
様
、
妻
に
翌

の
佳
所
が
馨
匙
そ
墾
鷲
懸
あ
る
か
ら
、
わ
が
國
に
裁
鯉
が
奮
、
被
告
は
呆
に
最
後
の
佳
所
も
居
所
も
な
い
か
ら
、
東
京
地
方
裁

判
所
に
管
犠
が
あ
る
と
し
て
い
る
よ
、
ぞ
あ
る
（
人
訴
礁
二
項
）
．

◎
①
東
京
地
藷
和
二
九
調
第
三
五
號
離
婚
嚢
葎
（
二
九
・
四
二
・
製
米
國
で
鑛
し
た
米
國
加
州
に
野
る
米
國
人
夫
掃
の

中
芙
先
ず
漿
し
東
京
に
崔
の
意
婁
以
て
塁
し
、
後
妻
が
子
女
藩
同
し
て
渡
日
し
同
棲
し
た
と
．
）
ろ
、
後
に
夫
が
日
本
会
と
羅
し
妻

を
顧
餐
い
よ
う
髪
っ
を
と
を
雷
と
し
て
、
妻
か
ら
離
箏
黎
し
を
の
毒
に
お
い
て
は
、
裁
剣
槽
に
一
一
一
、
口
及
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
佳

所
を
根
捻
と
し
て
わ
が
國
の
裁
剣
灌
を
肯
定
し
東
京
地
方
裁
剣
所
が
受
理
し
剣
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
鳶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
，



、
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②
　
東
京
地
裁
昭
和
三
〇
年
像
第
二
三
號
離
婚
請
求
事
件
（
三
〇
・
四
・
一
五
制
決
）
　
東
京
に
米
國
陸
軍
軍
曹
と
し
て
螢
外
に
居
住
し
、
除
隊
後
は

日
本
に
永
佳
の
意
思
を
有
す
る
米
國
テ
キ
サ
ス
州
人
夫
か
ら
、
無
断
家
出
し
五
ヶ
年
間
も
消
息
不
明
で
あ
り
現
に
姦
通
罪
で
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
で
服

役
中
の
妻
に
封
す
る
悪
意
の
遺
棄
及
び
不
貞
行
爲
を
理
由
と
す
る
こ
の
離
婚
請
求
事
件
に
お
い
て
、
裁
剣
椛
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
原
告
の

わ
が
國
に
お
け
る
住
所
を
理
由
と
し
て
わ
が
國
の
裁
剣
搬
を
認
め
、
東
京
地
方
裁
剣
所
に
管
轄
櫃
が
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
右
に
掲
げ
た
㈲
⑥
及
び
＠
の
す
べ
て
を
通
じ
て
感
ず
る
こ
と
は
、
米
國
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
日
本
の
裁
剣
橿
が
、
日
本
に
認
め
ら
れ

る
要
件
（
從
っ
て
永
住
の
意
思
）
と
し
て
の
住
所
を
想
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
わ
が
國
の
裁
判
櫃
の
有
無
の
決
定
の
一
要
件
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
鯨
計
の
配
慮
で
あ
り
、
わ
が
國
と
し
て
は
、
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
わ
が
國
自
身
の
立
揚
か
ら

わ
が
國
の
裁
到
構
の
有
無
を
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
わ
が
裁
剣
椹
が
米
國
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
と

思
う
。
わ
が
國
の
裁
剣
所
の
離
婚
判
決
の
承
認
問
題
が
米
國
で
問
題
と
な
っ
た
揚
合
に
、
た
と
い
、
前
掲
の
配
慮
が
離
婚
當
事
者
の
た
め

に
好
都
合
で
あ
り
、
ま
た
國
際
協
調
の
立
揚
か
ら
望
ま
し
い
と
し
て
も
。

　
③
　
調
停
離
婚
及
び
審
剣
離
婚
　
　
昭
和
二
三
年
よ
り
、
家
庭
裁
剣
所
に
よ
る
調
停
離
婚
及
ぴ
審
判
離
婚
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

し
か
も
、
調
停
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
た
か
ら
（
塚
熔
廉
跳
縣
1
）
、
離
婚
事
件
に
つ
い
て
は
、
先
ず
調
停
に
附
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
「
調
停
に
お
い
て
當
事
者
間
に
合
意
が
威
立
し
、
こ
れ
を
調
書
に
記
載
し
た
と
き
は
、
調
停
が
成
立
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
記
載
は
確
．

定
剣
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
塚
賠
二
）
、
更
に
、
「
家
庭
裁
剣
所
は
、
調
停
委
員
會
の
調
停
が
成
立
し
な
い
揚
合

に
お
い
て
相
當
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
委
員
の
意
見
を
聴
き
、
當
事
者
双
方
の
た
め
に
衡
李
に
考
慮
し
、
一
切
の
事
情
を
観
て
、
職
権

で
、
當
事
者
双
方
の
申
立
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
で
、
事
件
の
解
決
の
た
め
に
離
婚
の
審
剣
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
審
剣
に
お

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＝
二
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二
戸
四

い
て
は
・
金
鐘
の
支
彿
そ
の
他
財
産
上
の
給
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
．
（
憾
藩
兜
四
）
，
尤
も
、
右
の
離
婚
の
審
剣
に
封
し
て

は
二
週
間
内
に
、
最
高
裁
剣
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
家
庭
裁
到
所
に
封
し
異
議
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
期
問
内
に

異
議
の
申
立
が
あ
っ
た
と
き
は
右
の
審
剣
は
そ
の
敷
力
を
失
う
が
、
申
立
が
な
い
と
き
は
、
確
定
判
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
こ
と
と

な
る
（
藩
一
）
．

　
右
の
調
停
離
婚
及
び
審
剣
離
婚
が
裁
剣
離
婚
か
協
議
離
婚
か
に
つ
い
て
は
孚
が
あ
り
、
調
停
離
婚
は
も
と
よ
り
審
剣
離
婚
も
結
局
當
事

者
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
乃
至
数
力
が
左
冶
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
協
議
離
婚
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
調
停
離
婚
は
協
議
離

婚
の
一
種
で
審
剣
離
婚
は
裁
剣
離
婚
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
審
剣
離
婚
は
も
と
よ
り
調
停
離
婚
で
も
全
然
當
事
者
の
自
由
に
放
任

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
裁
到
所
の
剣
断
が
加
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
裁
剣
離
婚
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
も
の
等
が
あ
る
。
私
は
調
停

の
方
法
を
通
し
裁
釧
所
（
調
停
委
員
會
）
の
判
断
を
侯
っ
て
行
わ
れ
る
簡
易
裁
剣
で
あ
る
と
解
す
る
か
ら
、
最
後
の
裁
判
離
婚
の
一
種
と

　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

す
る
読
に
驕
す
る
　
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
調
停
離
婚
及
び
審
到
離
婚
に
つ
い
て
の
裁
剣
椹
が
問
題
と
な
る
。
理
論
上
は
剣
決
離
婚
の
揚
合
と
同
様
で
あ
る
べ
き
も

の
か
と
思
う
。
し
か
し
現
實
に
お
い
て
は
、
私
の
憶
測
に
よ
れ
ば
、
剣
決
離
婚
の
揚
合
よ
り
は
裁
剣
権
が
廣
く
認
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
註
　
い
ず
れ
の
詮
を
採
っ
て
い
る
か
剣
断
に
苦
し
む
も
の
が
、
多
い
の
で
、
こ
こ
に
は
輝
別
を
し
な
い
で
、
關
係
個
所
を
か
か
げ
る
．
】
と
に
す
る
。
中

　
　
川
善
之
助
敏
授
全
訂
民
法
大
要
下
巻
六
三
・
六
四
頁
、
七
一
頁
、
末
川
博
博
士
新
版
民
法
（
下
ノ
一
）
九
八
頁
、
一
〇
七
ー
一
一
一
頁
、
我
妻
教
授

　
　
改
訂
民
法
大
意
下
巻
四
八
六
頁
、
四
九
二
・
四
九
三
頁
、
市
川
四
郎
剣
事
家
事
審
剣
法
概
論
一
四
四
．
一
四
五
頁
。

“

つ一



β
。

Ψ

乙
　
準
擦
法
　
　
ω
　
剣
決
離
婚
　
　
法
例
第
一
六
條
本
文
に
よ
り
、
剣
決
離
婚
の
準
擦
法
は
原
則
と
し
て
離
婚
原
因
た
る
事
實
の
螢
生

當
時
の
夫
の
本
國
法
で
あ
る
か
ら
、
夫
が
米
國
人
で
あ
る
揚
合
に
は
、
夫
が
原
告
で
あ
る
か
被
告
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
米
國

内
の
所
属
州
の
法
律
が
準
櫨
法
と
な
る
。
そ
し
て
若
し
、
そ
の
夫
の
所
厨
州
の
法
律
（
通
常
到
例
に
ょ
る
國
際
私
法
）
が
離
婚
間
題
を
佳

所
地
（
夫
婦
共
同
の
、
又
は
夫
婦
何
れ
か
の
住
所
地
）
と
し
て
の
法
廷
地
の
法
律
に
途
致
し
て
い
る
と
き
は
、
夫
の
所
騒
州
の
法
律
（
國

際
私
法
）
に
い
う
佳
所
が
日
本
に
あ
る
揚
合
に
は
、
法
例
第
二
九
條
の
適
用
の
結
果
と
し
て
日
本
の
民
法
が
準
接
法
と
な
る
道
理
で
あ
る
。

　
東
京
地
方
裁
剣
所
の
諸
判
決
は
こ
の
立
揚
を
採
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
⑥
　
①
　
東
京
地
裁
昭
和
二
七
年
タ
第
二
二
八
號
離
婚
請
求
事
件
（
二
八
・
四
・
三
判
決
）
　
「
法
例
第
一
六
條
に
よ
り
本
件
〔
1
日
本
に
住
所
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
す
る
日
本
人
妻
か
ら
日
本
に
佳
所
を
有
す
る
米
國
イ
リ
ノ
イ
州
人
夫
に
封
す
る
ー
〕
離
婚
の
講
求
κ
っ
い
て
は
同
州
法
を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
同

　
州
に
お
い
て
は
離
婚
に
つ
き
住
所
地
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
、
法
例
第
二
九
條
に
よ
り
本
件
離
婚
の
請
求
は
わ
が
民
法
を
以
て
律
す

　
ぺ
き
で
あ
る
。
…
」
と
到
示
し
て
い
る
、
更
に
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
に
お
け
る
認
定
事
實
は
夫
所
旙
の
イ
リ
ノ
イ
州
法
に
ょ
る
も
離
婚
原
因
に
該
る

　
旨
を
附
言
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
②
　
東
京
地
裁
昭
和
二
八
年
タ
第
四
二
號
離
婚
請
求
事
件
（
二
八
・
五
・
二
九
剣
決
）
　
「
被
告
は
米
國
加
州
の
市
民
で
あ
る
か
ら
、
法
例
第
一
六
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
よ
り
本
件
〔
1
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
米
國
加
州
市
民
夫
に
封
す
る
離
婚
請
求
事
件
1
〕
に
つ
い
て
は

　
同
州
法
を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
北
米
合
衆
國
の
國
際
私
法
は
離
婚
に
つ
き
住
所
地
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
、
法
例
第
二
九
條
に
よ

　
り
本
件
は
民
法
を
以
て
律
す
べ
き
で
あ
る
。
　
」
と
剣
示
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
に
お
い
て
も
被
告
の
行
爲
は
加
州
法
の
離
婚
原
因
の
一
た
る
極
端

　
な
惨
忍
行
爲
に
も
該
當
す
る
で
あ
ろ
う
と
附
言
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
⑥
　
①
　
棄
京
地
裁
昭
和
二
八
年
依
第
一
二
五
號
離
婚
請
求
事
件
（
二
八
．
五
．
二
剣
決
）
　
「
法
例
第
一
六
條
に
よ
れ
ば
離
婚
は
そ
の
原
因
稜
生
當
時

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
蹴
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五



　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ハ

の
夫
の
本
國
法
に
撮
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
米
國
法
に
よ
れ
ば
、
離
婚
に
つ
い
て
は
一
般
に
佳
所
地
法
、
換
言
す
れ
ば
裁
剣
権
を
有
す
る
裁

到
所
の
屈
す
る
國
の
法
律
を
適
用
す
ぺ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
件
〔
1
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
悪
意
を
以
て
遣
棄
さ
れ

た
米
國
加
州
に
住
所
を
有
す
る
加
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
請
求
事
件
ー
〕
に
お
い
て
は
結
局
日
本
民
法
を
適
用
す
ぺ
き
で
あ
る
」
と
剣
示
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

②
　
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
タ
第
二
三
八
號
離
婚
講
求
事
件
（
三
〇
・
四
二
剣
決
）
　
「
離
婚
の
準
櫨
法
は
法
例
一
六
條
の
規
定
に
よ
っ
て
、
離
婚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

原
因
た
る
事
實
の
嚢
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
夫
た
る
被
告
の
本
國
法
た
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
法
律
に
よ
れ
ぱ
、
右
の
よ
う
な

事
情
に
よ
っ
て
妻
た
る
原
告
が
夫
と
離
れ
て
別
個
に
日
本
國
内
に
佳
所
を
有
し
て
い
る
揚
合
に
は
、
妻
の
佳
所
地
法
た
る
日
本
國
の
法
律
（
そ
の
適
用

の
結
果
か
ら
見
る
と
、
現
に
そ
の
離
婚
事
件
を
管
轄
す
る
法
廷
地
の
法
律
と
一
致
す
る
に
過
ぎ
な
い
）
に
よ
る
ぺ
き
も
の
な
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
か

ら
、
法
例
第
二
九
條
の
規
定
に
基
き
、
そ
の
準
擦
法
は
日
本
國
の
民
法
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
到
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
①
東
京
地
裁
昭
和
二
九
年
タ
第
三
五
號
離
婚
請
求
事
件
（
二
九
・
四
・
一
〇
剣
決
）
　
「
離
婚
の
準
撒
法
は
、
法
例
第
｝
六
條
に
ょ
っ
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

原
因
事
實
の
震
生
し
た
當
時
に
お
け
る
夫
の
本
國
法
と
定
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
國
際
私
法
に
よ
る
と
、
婚
姻
當
事
者

の
住
所
地
法
が
そ
の
準
挨
法
と
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
前
記
認
定
の
事
實
に
ょ
っ
て
、
本
件
〔
1
日
本
に
佳
所
を
有
す
る
米
國
加
州
人
夫
婦
中
、
妻
か

ら
不
貞
及
び
遺
棄
を
理
由
と
す
る
離
婚
請
求
事
件
　
　
〕
當
事
者
の
佳
所
が
日
本
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
離
婚
の
準
族
法
は
、
法
例

第
二
九
條
に
よ
っ
て
、
佳
所
地
法
た
る
日
本
國
法
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

②
　
東
京
地
裁
昭
和
三
〇
年
タ
第
二
三
號
離
婚
請
求
事
件
（
三
〇
・
四
・
｝
五
剣
決
）
　
「
離
婚
の
準
擦
法
は
法
例
第
一
六
條
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

原
因
の
毅
生
當
時
に
お
け
る
夫
の
本
國
法
に
よ
る
ぺ
き
と
こ
ろ
、
夫
た
る
原
告
の
本
國
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
法
律
に
よ
る
と
離
婚
に
つ
い
て

は
夫
の
佳
所
地
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
で
あ
る
の
で
、
法
例
第
二
九
條
の
規
定
に
基
き
、
本
件
〔
1
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
米
國
テ
キ
サ

ス
州
人
夫
か
ら
、
米
國
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
に
服
役
中
の
妻
に
封
し
悪
意
の
遺
棄
及
び
不
貞
を
理
由
と
し
て
離
婚
請
求
し
た
事
件
ー
〕
の
離
婚
に
つ

い
て
は
結
局
夫
た
る
原
告
の
佳
所
地
で
あ
る
こ
と
前
に
認
定
し
た
と
お
り
で
あ
る
日
本
國
の
法
律
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
剣
示
し
て
い
る
。

4

，
、



．
か

Ψ

　
以
上
を
通
覧
す
る
に
、
す
ぺ
て
、
米
國
か
ら
の
反
致
を
認
め
て
わ
が
國
の
法
律
が
準
捜
法
と
な
る
も
の
と
し
て
い
る
鮎
に
お
い
て
一
致

し
て
い
る
。
し
か
も
、
㈲
ω
の
揚
合
が
イ
リ
ノ
イ
州
か
ら
日
本
に
反
致
し
て
い
る
と
し
て
い
る
の
を
除
い
て
は
、
悉
く
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
國

か
ら
日
本
に
反
致
し
て
い
る
と
な
す
こ
と
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
共
通
の
衝
突
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者

の
表
現
が
正
當
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
共
通
の
衝
突
法
が
あ
る
と
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
州
々
に
お
い
て
多
少
の
特
異
性
が
認
め

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
の
表
現
が
正
當
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
調
停
離
婚
及
び
審
剣
離
婚
　
　
ω
　
調
停
離
婚
　
東
京
家
庭
裁
剣
所
で
成
立
し
た
次
の
調
停
離
婚
が
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
。

　
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
の
、
同
じ
く
東
京
に
佳
所
を
有
す
る
米
國
人
夫
に
封
す
る
離
婚
等
調
停
事
件
（
昭
和
二
五
年

（
家
イ
）
第
二
九
二
五
號
）
に
つ
き
、
昭
和
二
六
年
五
月
一
八
日
家
事
審
剣
官
・
調
停
委
員
が
調
停
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
左
記
條
項
の
調

停
が
成
立
し
た
。
印
ち
調
停
條
項
、
一
、
當
事
者
双
方
は
本
日
限
り
離
婚
す
る
こ
と
。
二
、
當
事
者
間
の
長
女
早
苗
（
昭
和
二
二
年
三
月

四
日
生
）
の
親
権
者
を
相
手
方
、
次
女
美
恵
（
昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
四
日
生
）
の
親
機
者
を
申
立
人
と
定
め
、
各
親
構
者
に
お
い
て
監

護
養
育
す
る
こ
と
。
三
、
相
手
方
は
申
立
人
に
封
し
慰
籍
料
と
し
て
金
拾
萬
圓
を
次
の
通
り
支
彿
う
こ
と
（
詳
細
省
界
）
。
四
、
當
事
者

双
方
は
右
條
項
以
外
將
來
な
ん
ら
身
分
上
財
産
上
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
。
五
、
調
停
費
用
は
各
自
辮
の
こ
と
。

　
そ
こ
で
、
右
の
調
停
調
書
を
添
附
し
た
離
婚
屈
が
な
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
受
理
す
ぺ
き
か
否
か
に
つ
き
、
疑
義
を
懐
く
東
京
法
務
局

長
か
ら
の
照
會
が
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
法
務
府
民
事
局
長
は
、
「
照
會
に
か
か
る
離
婚
に
つ
い
て
は
、
法
例
第
一
六
條
の
規
定
に
ょ
り
、

離
婚
の
原
因
た
る
事
實
の
螢
生
し
た
時
に
お
け
る
夫
の
本
國
法
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
米
國
に
は
調
停
離
婚
の
制
度
が
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
所
間
の
調
停
調
書
に
基
づ
く
離
婚
届
は
受
理
し
な
い
の
が
相
當
で
あ
る
」
と
の
同
答
を
し
て
い
る
（
糊
獅
一
蒜
ル
瓢
脇
彫
欲
耶
）
、

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
一
二
七

、
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右
の
見
解
に
封
し
て
は
、
米
國
に
は
家
事
調
停
と
い
う
制
度
は
な
い
が
、
「
米
國
の
國
際
私
法
は
佳
所
地
主
義
で
あ
る
か
ら
、
當
事
者
の

住
所
が
日
本
に
あ
る
な
ら
ぱ
日
本
の
裁
剣
所
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
り
（
徽
鶴
瀟
賜
賑
繍
臓
福
桝
咽
凱
諦
瀦
締
ユ
雛
輔
せ
胱
胴
吻
個
懲
㎝
融
鳶
、
ま
た

「
家
庭
裁
到
所
の
家
事
調
停
は
當
事
者
の
合
意
に
つ
い
て
裁
剣
官
が
そ
れ
は
正
し
い
合
意
で
あ
る
と
剣
断
を
加
え
た
上
で
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
裁
剣
所
の
シ
ャ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
調
停
で
あ
っ
て
野
放
し
に
當
事
者
の
合
意
だ
け
に
任
し
た
協
議
離
婚
と
は
そ
の
趣
を
異

に
す
る
」
、
そ
し
て
そ
の
裁
剣
官
の
ジ
ャ
ジ
メ
ン
ト
の
根
擦
に
は
少
く
と
も
家
事
審
剣
法
第
一
條
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
の
批
剣
が
な
さ

れ
て
い
る
（
撫
鴫
額
揃
瀧
飾
紅
り
噸
邸
竣
貯
茄
酬
瑚
階
）
。
本
読
の
要
旨
は
米
國
の
國
際
私
法
の
反
致
が
あ
る
と
き
は
日
本
で
調
停
離
婚
が
で
き
、
ま
た

そ
の
調
停
離
婚
は
協
議
離
婚
で
は
な
く
、
一
種
の
裁
剣
離
婚
で
あ
る
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
夫
が
米
國
人
で
あ
り
、
夫
婦
の
何
れ
か

が
日
本
に
住
所
を
有
す
る
限
り
、
日
本
に
お
い
て
日
本
法
（
家
事
審
到
法
）
に
よ
る
調
停
離
婚
も
わ
が
國
際
私
法
（
法
例
一
六
條
、
二
九

條
）
上
許
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
調
停
離
婚
は
國
家
機
關
の
介
入
に
ょ
っ
て
手
績
が
愼
重
な
も
の
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
本
國
の
公
序
に
よ
る
排
斥
の
耀
は
〔
協
議
離
婚
の
揚
合
よ
り
は
〕
更
に
少
い
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
が
獲
表
さ
れ
た
（
蹴
源
鋤
緻

顯
慰
課
難
駝
二
b
篶
認
鋲
議
期
）
。

　
そ
こ
で
、
翌
二
八
年
の
通
達
で
は
、
「
夫
が
米
國
そ
の
他
調
停
に
よ
る
離
婚
の
制
度
の
な
い
國
の
國
民
で
あ
る
夫
婦
に
つ
き
日
本
の
裁

剣
所
に
お
い
て
離
婚
の
調
停
が
成
立
し
て
も
、
こ
の
調
停
は
一
般
に
は
法
例
第
一
六
條
の
規
定
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
右

調
停
に
基
く
離
婚
の
届
出
は
受
理
し
な
い
取
扱
で
あ
る
が
（
剛
蜘
打
砿
感
靴
鑑
一
禰
距
騨
鴨
舞
咽
£
蹴
規
搬
職
酪
鵬
搬
騨
附
）
、
夫
の
本
國
の
法
律
（
國
際
私

法
）
に
從
え
ぱ
、
結
局
日
本
の
法
律
に
よ
る
こ
と
と
な
る
揚
合
（
融
訓
棚
に
蹴
鎌
に
）
に
は
、
届
出
を
受
理
す
べ
き
こ
と
億
い
う
ま
で
も
な
い
。
裁

剣
所
は
、
離
婚
の
調
停
を
成
立
さ
せ
る
に
つ
い
て
は
、
法
例
第
二
九
條
に
該
當
す
る
揚
合
で
あ
る
か
ど
う
か
、
夫
の
本
國
の
法
律
を
も
調

4

マ



ル

マ

査
す
る
職
責
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
、
特
に
法
例
第
二
九
條
に
該
當
し
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
揚
合
を
除
く
外
、
同
條
に

よ
り
離
婚
の
調
停
が
可
能
な
事
案
で
あ
る
と
認
め
、
調
停
に
基
く
離
婚
屈
を
受
理
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
取
扱
と
す
る
」
（
胴
鞠
に
鋤
釦
姻
卸
野
叡

灘灘

勘馳

）
と
し
て
い
る
。

　
惟
う
に
、
右
の
通
達
の
前
牟
に
お
い
て
、
夫
の
本
國
の
法
律
（
國
際
私
法
）
に
よ
っ
て
わ
が
國
の
法
律
に
反
致
さ
れ
る
揚
合
に
お
け
る

調
停
は
有
数
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
く
離
婚
届
を
受
理
す
ぺ
き
旨
を
追
加
し
た
こ
と
は
正
當
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
牛
に
お
い
て
、

「
特
に
法
例
第
二
九
條
に
該
當
し
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
揚
合
を
除
く
外
、
同
條
（
第
二
九
條
）
に
よ
り
離
婚
の
調
停
が
可
能
な
事
案

で
あ
る
と
認
め
、
調
停
に
基
く
離
婚
届
を
受
理
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
」
と
し
て
い
る
鮎
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
が
、
「
夫
の

本
國
法
〔
夫
の
本
國
の
國
際
私
法
〕
が
日
本
の
法
律
に
よ
っ
て
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
お
れ
ば
、
法
例
第
二
九
條
に
よ

っ
て
日
本
の
法
律
で
離
婚
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
が
離
婚
の
調
停
を
成
立
さ
せ
確
定
剣
決
と
同
じ
数
果
を
も
た
せ
る
に
は
右

の
鮎
を
調
査
す
べ
き
職
責
が
あ
る
か
ら
、
裁
到
所
が
離
婚
の
調
停
を
威
立
さ
せ
た
限
り
は
、
〔
家
庭
裁
判
所
が
夫
の
本
國
の
國
際
私
法
を
詳

に
調
査
し
わ
が
國
に
反
致
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
確
め
た
上
、
そ
の
反
致
を
認
め
て
わ
が
國
の
法
律
（
實
質
法
）
を
適
用
し
て
い
る
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
〕
特
に
反
致
に
該
當
し
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
揚
合
を
除
き
、
調
停
離
婚
の
屈
出
は
受
理
し
て
差
支
え
な

い
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
勤
伽
蝋
薙
廊
職
焦
磯
咽
瞭
雛
埜
邪
購
韻
蠣
舗
淋
）
、
二
つ
貼
に
お
い
て
賛
同
し
え
な
い
。
そ
の
一
つ
は
離
婚
の
調

停
は
獺
り
離
婚
の
準
接
法
が
日
本
法
で
あ
る
揚
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
調
停
を
認
め
な
い
外
國
法
で
あ
る
揚
合
に
も
な
し
う
る
も
の
と
信
ず
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
家
庭
裁
判
所
が
現
實
に
夫
の
本
國
の
國
際
私
法
規
定
を
調
査
し
わ
が
國
に
反
致
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
確
め

た
上
で
そ
の
反
致
を
認
め
て
日
本
法
に
依
っ
て
調
停
し
て
い
る
か
否
か
の
貼
に
大
き
な
疑
義
が
あ
る
、
否
な
寧
ろ
家
庭
裁
剣
所
は
夫
の
本

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
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一
＝
一
〇

國
た
る
外
國
の
國
際
私
法
規
定
に
考
慮
を
挑
う
こ
と
な
く
、
夫
の
本
國
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
（
實
質
法
）
に
よ
っ
て
調
停
を
な
し
て
い

る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
眞
實
に
合
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ま
、
わ
が
家
庭
裁
剣
所
の
取
扱
っ
た
調
停
離
婚
の
實
例
を
見
よ
う
。
私
の
手
に
し
た
調
停
離
婚
の
實
例
の
殆
ん
ど
す
ぺ
て
は
、
果
し

て
、
米
國
の
國
際
私
法
か
ら
反
致
が
あ
る
揚
合
の
み
に
調
停
し
て
い
る
の
か
、
反
致
が
な
い
揚
合
に
も
調
停
し
て
い
る
の
か
、
更
に
そ
の

調
停
に
當
っ
て
日
本
法
を
離
婚
原
因
の
準
撮
法
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
米
國
法
を
離
婚
原
因
の
準
擦
法
と
し
て
い
る
の
か
の
剣
断
は

殆
ん
ど
不
能
に
近
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
調
停
離
婚
に
お
い
て
は
準
撮
法
を
畢
示
し
な
い
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、

稀
に
畢
示
す
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
翠
示
し
た
準
櫨
法
中
に
矛
盾
が
あ
る
か
ら
で
あ
乃
。
即
ち
、

　
當
事
者
た
る
夫
婦
が
と
も
に
日
本
に
居
住
し
て
い
る
と
き
は
、
其
れ
が
日
本
人
た
る
妻
か
ら
、
米
國
人
た
る
夫
に
封
す
る
離
婚
調
停
の

申
立
で
あ
る
と
ー
例
え
ば
、
横
濱
家
裁
昭
和
二
九
年
（
家
イ
）
第
二
五
九
號
離
婚
調
停
申
立
事
件
（
昭
和
二
九
．
六
．
二
六
調
停
成
立
）
（
米

國
ワ
シ
ン
ト
ン
州
人
夫
に
封
す
る
も
の
）
、
東
京
家
裁
昭
和
三
〇
年
（
家
）
イ
第
一
六
九
四
號
夫
婦
關
係
調
整
事
件
（
昭
和
三
〇
．
八
．
一
八

調
停
成
立
）
（
米
國
イ
ン
ヂ
ア
ナ
州
人
夫
に
封
す
る
も
の
）
1
、
米
國
人
た
る
夫
か
ら
、
日
本
人
た
る
妻
に
封
す
る
離
婚
調
停
の
申
立
で

あ
る
と
ー
例
え
ば
、
大
分
家
裁
昭
和
二
九
年
（
家
イ
）
第
二
二
三
號
離
婚
請
求
調
停
事
件
（
昭
和
二
九
．
五
．
ご
調
停
成
立
）
（
米
國
カ

ォ
リ
フ
ル
ニ
ア
州
人
夫
か
ら
の
申
立
）
、
横
濱
家
裁
昭
和
三
〇
年
（
家
）
イ
第
六
〇
號
離
婚
調
停
事
件
（
昭
和
三
〇
．
二
．
二
二
調
停
成
立
）

（
米
國
ワ
シ
ン
ト
ン
州
人
夫
か
ら
の
申
立
）
、
東
京
家
裁
昭
和
三
〇
年
（
家
イ
）
第
三
二
一
號
夫
婦
關
係
調
整
事
件
（
昭
和
三
〇
．
九
．
二
八

調
停
成
立
）
（
米
國
ハ
ワ
イ
準
州
人
夫
か
ら
の
申
立
）
i
、
米
國
人
夫
婦
間
の
離
婚
調
停
の
申
立
で
あ
る
と
－
例
え
ぱ
、
横
濱
家
裁
昭

和
三
〇
年
（
家
イ
）
第
一
〇
九
一
號
離
婚
事
件
（
昭
和
三
〇
・
一
二
二
三
調
停
成
立
）
（
米
國
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
人
妻
か
ら
米
國
カ
リ
フ
ォ

・｛

マ



ル

亨

ル
ニ
ア
州
人
夫
に
勤
す
る
も
の
）
ー
を
問
わ
ず
、
す
ぺ
て
調
停
し
て
い
る
。
し
か
も
い
ず
れ
も
、
準
櫨
法
を
畢
示
し
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
は
、
一
感
米
國
か
ら
の
反
致
が
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
て
（
舷
醐
二
）
不
言
の
う
ち
に
日
本
法
を
準
撮
法
と
し
て
調
停
離
婚
を
成
立

せ
し
め
て
い
る
と
も
解
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
解
繹
が
果
し
て
眞
實
に
一
致
す
る
か
否
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

　
夫
婦
の
一
方
殊
に
夫
た
る
米
國
人
が
日
本
に
居
佳
し
て
い
な
い
揚
合
に
お
い
て
、
日
本
人
た
る
妻
か
ら
の
離
婚
調
停
の
申
立
を
受
理
し

調
停
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
人
た
る
妻
か
ら
、
ホ
ノ
ル
ル
に
居
住
す
る
米
國
ハ
ワ
イ
準
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
調
停
の

申
立
を
受
理
し
相
手
劣
の
代
理
人
の
出
頭
に
よ
っ
て
調
停
離
婚
を
成
立
せ
し
め
た
も
の
が
あ
る
（
甑
鯨
鞍
職
儒
講
鷹
和
○
鉾
鉱
啄
ゴ
遂
一
薙
鰍
細
鐡
蛛
鴨
關
）
。

ア｝

箏
件
に
お
い
て
は
、
或
い
は
當
事
者
の
一
方
た
る
申
立
人
妻
の
佳
所
が
日
本
に
あ
る
こ
と
に
基
き
、
或
い
は
申
立
が
日
本
で
受
理
さ

れ
日
本
が
法
廷
地
に
な
っ
た
こ
と
に
基
き
、
日
本
の
法
律
に
反
致
し
て
來
て
い
る
と
も
解
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
前
の
一
團
の
揚

合
よ
り
も
一
段
と
日
本
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
根
捺
が
薄
弱
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
輻
岡
家
庭
裁
剣
所
小
倉
支
部
の
調
停
離
婚
に
お
い
て
は
、
珍
ら
し
く
、
準
擦
法
を
學
示
し
て
い
る
。
印
ち
、
例
え
ば
、
日
本
に
住
所
を

有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
ミ
ネ
ソ
タ
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
調
停
の
申
立
に
つ
い
て
、
「
調
停
委
員
會
は
、
評
議
の

上
、
申
立
書
並
び
に
當
事
者
双
方
の
陳
述
に
基
い
て
、
日
本
國
法
例
と
夫
の
本
國
法
で
あ
る
米
國
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並

び
に
日
本
國
民
法
と
家
事
審
釧
法
を
適
用
し
て
、
左
の
通
り
調
停
を
成
立
せ
し
め
た
。
調
停
條
項
　
一
、
申
立
人
と
相
手
方
と
は
離
婚
す

る
。
二
、
當
事
者
間
に
出
生
せ
る
○
○
O
O
O
（
一
九
五
五
年
七
月
一
四
日
生
）
の
親
構
者
を
父
で
あ
る
相
手
方
と
定
め
る
。
三
、
調
停

費
用
は
各
自
辮
と
す
る
。
右
調
書
は
前
同
所
〔
輻
岡
家
裁
小
倉
支
部
〕
に
お
い
て
關
係
人
に
讃
み
聞
せ
た
と
こ
ろ
之
を
承
諾
し
た
。
昭
和

三
〇
年
一
一
月
九
旦
嘱
岡
家
庭
裁
剣
所
家
事
審
剣
官
氏
名
」
と
し
て
お
り
（
醐
婆
齋
欝
嬬
解
酬
聯
）
、
ま
た
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
ハ
ワ
イ
準
・

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
蹴
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
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二
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州
人
夫
か
ら
日
本
に
居
佳
す
る
同
準
州
人
妻
に
封
す
る
離
婚
調
停
の
申
立
に
つ
い
て
も
、
、
・
・
ネ
ソ
タ
州
を
ハ
ワ
イ
準
州
に
代
え
た
外
は
、

全
く
同
様
な
準
撮
法
を
畢
示
し
て
い
る
（
鵬
關
鞍
鰯
詔
幽
綻
却
鉾
、
港
噺
那
咽
翫
醐
鰍
灘
顎
）
。
し
か
る
に
、
日
本
に
佳
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か
ら
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
住
所
を
有
す
る
米
國
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
調
停
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
及
び
相
手
方
代
理
人

出
頭
し
、
「
調
停
委
員
會
は
、
日
本
法
例
と
米
國
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並
ぴ
に
日
本
國
家
事
審
剣
法
を
考
慮
の
上
、
左

の
通
り
調
停
を
成
立
せ
し
め
た
。
調
停
條
項
（
以
下
省
暑
）
」
と
し
て
い
る
。

　
雨
者
を
比
較
し
て
見
る
に
、
事
實
の
貼
で
、
前
者
は
當
事
者
双
方
が
日
本
に
居
佳
し
て
お
り
、
後
者
は
相
手
方
た
る
米
國
人
夫
が
米
國

の
所
厨
州
に
佳
所
を
有
し
、
日
本
に
居
佳
し
て
い
な
い
貼
に
相
違
が
あ
り
、
法
律
上
に
お
い
て
、
前
者
は
準
嫉
法
中
に
日
本
國
民
法
を
も

掲
げ
て
い
る
が
、
後
者
は
こ
れ
を
掲
げ
て
い
な
い
貼
が
異
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本
國
民
法
を
或
い
は
掲
げ
、
或
い
は
掲
げ
て
な
い
こ
と
が

果
し
て
意
識
的
に
な
さ
れ
た
の
か
否
か
は
問
わ
な
い
で
、
右
の
事
實
だ
け
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
前
者
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
假
り
に
、
先
ず
、
米
國
（
正
確
に
は
米
國
の
夫
の
所
驕
州
の
慣
習
國
際
私
法
（
剣
例
國
際
私
法
）
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
）
か
ら
、
住
所
地
法
と
し
て
の
法
廷
地
法
た
る
日
本
法
に
反
致
し
て
き
て
い
る
の
を
認
め
た
（
撤
襯
一
一
）
も
の
と
す
れ
ば
、
畢

示
さ
れ
る
べ
き
法
律
は
、
日
本
國
法
例
（
醐
ヒ
礁
齢
）
米
國
の
夫
の
所
厨
州
の
國
際
私
法
及
び
日
本
國
家
事
審
剣
法
（
塑
臥
報
）
と
な
る
べ
き
で

あ
り
、
夫
の
本
國
法
で
あ
る
ミ
ネ
ソ
タ
（
又
は
ハ
ワ
イ
）
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
は
勿
論
、
日
本
國
民
法
も
掲
げ
る
ぺ
き
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
反
致
が
認
め
ら
れ
る
揚
合
に
は
本
國
の
實
質
法
（
從
っ
て
離
婚
に
關
す
る
法
律
）
は
適
用
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
日

本
法
が
準
接
法
と
な
る
揚
合
に
お
い
て
も
調
停
は
直
接
民
法
に
よ
っ
て
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
米
國
か
ら
反
致
が
な

い
か
、
ま
た
は
反
致
が
あ
っ
て
も
認
め
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
撃
示
さ
れ
る
べ
き
法
律
は
、
日
本
國
法
例
（
禰
伽
）
夫
の
本
國
法
で
あ
る
ミ
ネ

4
，

や
，



が

章

ソ
タ
（
又
は
ハ
ワ
イ
）
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
及
ぴ
日
本
國
家
事
審
剣
法
（
塾
鰍
鎌
第
）
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
國
民
法
は
掲
げ
る
べ

き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
と
い
、
外
國
法
が
準
擦
法
と
な
る
揚
合
に
お
い
て
も
調
停
に
お
い
て
は
民
法
が
直
接
干
渉
す
る
（
鰍
鯛
翻
翻
黙
）
べ
き

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
後
者
の
揚
合
に
お
い
て
、
假
り
に
、
夫
の
佳
所
が
日
本
に
な
い
か
ら
米
國
か
ら
日
本
に
反
致
し
て
き
て
い
な
い
も
の
と
し
て
か
、
ま
た

は
法
廷
地
法
と
し
て
の
日
本
に
反
致
し
て
き
て
い
る
が
こ
れ
を
不
間
に
附
し
て
い
る
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
翠
示
す
る
法
律
を
「
日

本
國
法
例
と
米
國
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並
び
に
日
本
國
家
事
審
判
法
」
だ
け
に
限
り
、
日
本
國
民
法
を
撃
げ
な
か
っ

た
こ
と
は
正
當
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
調
停
は
、
間
接
に
は
民
法
の
根
本
原
則
（
例
え
ば
、
民
法
第
一
條
及
ぴ
第
一
條
ノ
ニ
、

殊
に
後
者
）
に
遡
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
に
は
家
事
審
剣
法
（
例
え
ば
、
第
一
條
第
一
八
條
第
一
二
條
、
な
お
家
事
審
到
規
則
）

に
よ
っ
て
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
調
停
に
當
っ
て
は
、
家
事
審
剣
法
が
實
艦
規
定
と
手
績
規
定
と
か
ら
成
る
自
足
的
な
法
律
で

あ
り
、
わ
が
民
法
の
助
力
を
倹
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
慧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
反
致
に
釣
す
る
家
庭
裁
剣
所
の
立
揚
は
、
次
の
審
剣
離
婚
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
定
の
鍵
が
與
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
回
　
審
剣
離
婚
　
審
剣
離
婚
は
鯨
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
、
仔
細
に
見
れ
ぱ
、
こ
の
中
に
は
、
眞
の
意
味
の
審
剣
離
婚

と
調
停
離
婚
の
憂
形
し
た
審
剣
離
婚
と
が
あ
る
。
先
ず
、
前
者
を
述
べ
、
後
者
に
及
ぼ
う
。

　
③
　
眞
の
意
味
の
審
到
離
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
仙
肇
家
裁
昭
和
三
〇
年
稼
イ
第
三
五
四
號
離
婚
等
調
停
申
立
事
件
（
昭
和
三
〇
・
九
二
二
審
剣
）
　
本
件
は
、
日
本
に
住
所
を
有
す
る
日
本
人
妻
か

　
ら
、
日
本
に
居
住
す
る
米
國
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
人
夫
に
封
す
る
調
停
申
立
事
件
で
あ
り
、
そ
の
審
剣
の
主
文
と
理
由
の
要
旨
を
示
せ
ぱ
、
次
の
通
り

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三



一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究

ニ
ニ
四

で
あ
る
。

主
文一

　
申
立
人
と
相
手
方
と
は
本
日
離
婚
す
る
。

二
　
當
事
者
間
に
出
生
し
た
長
女
O
O
O
（
昭
和
二
九
年
一
二
月
三
一
日
生
）
の
親
椹
者
を
相
手
方
と
す
る
こ
と
。

三
　
申
立
人
は
相
手
方
に
長
女
0
0
0
を
昭
和
三
〇
年
九
月
一
〇
日
引
渡
す
こ
と
。

四
　
相
手
方
は
申
立
人
が
昭
和
三
〇
年
八
月
九
月
分
の
妻
の
家
族
手
當
と
し
て
一
ケ
月
八
一
弗
九
〇
仙
を
米
軍
キ
ャ
ン
プ
苦
竹
財
務
課
よ
り
そ
の
所
得

と
す
る
こ
と
に
異
議
な
き
こ
と
。

五
　
相
手
方
は
蹄
米
の
日
に
肩
書
居
佳
家
屋
内
に
同
人
が
保
管
す
る
別
紙
目
録
の
日
本
製
動
産
を
同
人
宅
に
お
い
て
申
立
人
に
引
渡
す
ア
）
と
。

理
由
（
要
旨
）

　
調
停
期
日
（
昭
和
三
〇
・
八
・
二
〇
）
に
お
い
て
、
上
〔
の
申
立
の
趣
旨
及
ぴ
實
情
　
　
　
（
省
略
）
1
〕
に
封
し
、
相
手
方
は
、
申
立
入
は
彊
情

に
し
て
情
愛
が
な
く
、
妻
と
し
て
の
態
度
に
敏
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
も
相
手
方
の
蹄
米
に
際
し
米
國
に
同
道
す
べ
集
蹄
國
書
類
に
署
名
を
拒
絶

し
た
と
抗
辮
し
、
か
つ
生
活
費
を
與
え
ず
長
女
は
俘
れ
蹄
る
と
争
う
。
調
停
の
結
果
と
し
て
、
爾
人
は
離
婚
す
る
こ
と
、
長
女
○
0
0
の
親
槽
者
を
相

手
方
と
す
る
こ
と
、
長
女
を
相
手
方
に
引
渡
す
こ
と
、
若
干
の
動
産
を
與
え
る
こ
と
、
八
・
九
ニ
ケ
月
の
家
族
手
當
（
月
八
一
弗
九
〇
仙
）
は
申
立
人

の
所
得
と
す
る
こ
と
に
は
一
致
し
た
が
、
申
立
人
の
生
活
費
支
沸
の
黙
で
諒
解
が
成
立
せ
ず
、
調
停
は
不
成
立
と
な
る
。
尤
も
裁
剣
所
に
お
い
て
審
到

に
よ
り
決
定
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
爾
當
事
者
と
も
に
苦
情
な
き
旨
附
言
し
た
。

　
依
っ
て
當
裁
到
所
は
、
職
椹
を
以
て
、
審
案
す
る
に
、
不
一
致
の
鮎
は
た
だ
生
活
費
の
支
梯
の
鮎
の
み
で
あ
る
。
今
當
事
者
間
に
お
い
て
合
致
し
た

と
こ
ろ
を
見
る
に
、
相
手
方
の
常
習
泥
酔
に
し
て
暴
力
沙
汰
あ
り
、
申
立
人
が
蹄
米
手
績
に
署
名
を
拒
否
す
る
に
至
っ
た
如
き
は
、
日
本
民
法
第
七
七

〇
條
第
一
項
第
五
號
の
婚
姻
を
繊
績
し
難
き
重
大
な
事
由
に
該
當
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
相
手
方
の
所
厨
州
法
た
る
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法
の

噂

■



ρ

》

離
婚
原
因
に
も
蓄
す
る
冷
と
認
め
え
る
．
別
に
亟
動
奪
豊
ぞ
い
重
と
で
あ
る
奮
・
不
褻
の
生
藝
の
嘉
の
霧
義
を
除

い
て
も
、
こ
の
際
離
婚
し
當
事
者
の
關
係
を
清
算
す
る
こ
と
が
、
双
方
の
將
來
の
た
め
愛
當
と
推
認
で
き
る
。

　
よ
っ
て
法
例
第
一
六
條
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法
中
離
婚
に
關
す
る
法
規
日
本
民
法
第
七
七
〇
條
及
ぴ
日
本
家
事
審
剣
法
第
二
四
條
を
適
用
し
て
、
主

文
の
通
り
審
到
す
る
。

　
昭
和
三
〇
年
九
月
一
二
日
　
　
仙
壁
家
庭
裁
判
所
家
事
審
剣
官
　
氏
名

　
（
附
記
）
　
右
の
審
剣
に
封
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
九
月
二
三
日
附
第
一
六
六
五
號
を
以
て
、
異
議
の
申
立
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

仙
蒙
藷
和
三
〇
濠
イ
笙
雛
藷
停
申
立
事
件
（
昭
和
三
丁
τ
四
舞
）
本
件
は
、
呆
唐
佳
す
粟
響
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
州
人

妻
か
ら
呆
繕
佳
す
る
茜
。
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
州
人
夫
鋳
す
る
調
簾
立
舞
で
あ
り
、
そ
の
審
剣
の
妻
及
び
理
由
の
審
は
表
の
響

で
あ
る
。

主
文一

　
申
立
人
と
相
手
方
は
本
日
離
婚
す
る
。

二
相
手
方
は
申
立
人
嬉
し
、
躇
餐
と
し
て
、
昭
和
三
一
年
万
三
〇
晟
釜
天
薗
（
米
甚
o
O
弗
）
奮
び
籍
料
と
し
て
璽
一

『
年
二
月
末
日
よ
り
同
三
二
年
一
月
末
迄
（
一
二
同
）
毎
月
末
限
り
一
萬
八
O
O
O
圓
（
米
貨
五
〇
弗
）
を
各
支
沸
え
。

三
　
申
立
人
の
そ
の
鹸
の
請
求
は
棄
却
す
る
。
・

理
由
（
要
旨
）

突
は
死
四
九
年
秀
八
県
羅
育
で
婚
姻
、
相
手
方
は
充
五
五
隻
月
一
吾
軍
人
と
し
て
沓
し
・
申
山
芙
至
九
五
五
年
三
月
九

日
脊
し
同
棲
し
た
．
そ
の
後
申
立
人
縞
勇
窺
喬
轡
盃
行
爲
轟
績
中
で
あ
る
こ
と
逢
由
と
し
て
・
霧
藤
米
旅
簑
び
籍
料

の
轟
の
蘂
の
申
立
を
し
た
．
相
手
方
は
右
の
事
實
を
認
め
離
婚
に
同
意
し
奈
、
籍
窪
い
こ
と
を
雷
と
し
て
霧
料
の
轟
を
暮
し
た
・

　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究

夫
の
本
國
法
た
る
。
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
法
で
は
盃
行
婁
離
婚
原
因
と
し
て
ぢ
、
呆
民
奮
七
七
〇
矯
蓑
第
一
誓
亦
査
行
爲
を
離

　
婚
原
因
と
し
て
い
る
。
．
．

　
　
依
ぞ
莱
署
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
州
輩
難
に
關
す
る
法
簑
冒
本
國
民
奮
七
七
・
蟻
蚕
第
一
號
積
第
一
六
喬
家
馨
製
第

　
二
四
條
に
則
り
、
主
文
の
通
り
審
剣
す
る
。

　
　
昭
和
三
一
年
一
月
四
日
　
　
仙
壁
家
庭
裁
釧
所
家
事
審
到
官
　
氏
名

　
　
（
附
記
）
右
の
審
剣
に
鉗
し
て
も
、
昭
和
三
一
年
一
月
二
〇
日
附
を
以
て
、
異
議
の
申
立
が
あ
っ
た
。

右
爾
事
件
と
も
・
黍
米
國
軍
人
で
あ
っ
を
た
老
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
か
婁
い
が
、
と
も
に
、
反
致
の
問
題
を
不
問
に

附
し
て
い
る
・
も
し
・
そ
う
だ
と
す
隆
悪
げ
ら
慧
ぺ
き
法
律
は
、
日
本
國
法
例
第
一
六
條
夫
の
本
國
癸
る
米
國
の
篇
州
（
ウ
イ

ス
コ
ン
シ
ン
州
又
は
・
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ト
州
）
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
及
び
日
本
國
家
事
審
到
法
第
二
四
條
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本

國
民
法
第
七
七
〇
條
は
掲
げ
る
ぺ
き
荏
な
い
．
そ
れ
は
、
舞
霧
合
馨
、
た
と
い
、
外
國
法
が
準
撲
と
な
る
揚
合
に
お
い
て
も
、

調
停
の
と
き
と
同
様
に
直
接
簸
釜
舞
賛
讐
第
一
條
第
一
一
四
條
）
だ
け
に
則
る
の
で
脅
、
民
法
が
直
接
干
渉
す
る
（
爾
響

鰺）

き
も
の
で
な
い
奮
で
あ
る
．
民
法
第
七
七
・
條
を
掲
げ
た
の
緯
ら
く
、
舞
離
蓼
製
離
婚
と
混
同
し
窃
で
あ
ろ
う
．

　
⑥
　
調
停
離
婚
の
攣
形
し
た
審
剣
離
婚

　
東
京
家
裁
昭
和
二
九
年
菊
イ
第
二
一
6
號
離
婚
調
停
箏
件
（
昭
和
二
九
・
一
・
二
八
審
剣
）
　
本
件
は
、
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
シ
ー
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
人
夫
か
ら
、
日
本
に
居
住
す
る
同
州
人
妻
に
封
し
、
度
重
な
る
無
噺
外
泊
、
同
床
拒
否
更
に
離
婚
の
申
出
を
理
由
と
し
て
、
離
婚
の
調
停
を
申
立
た
も

　
　
の
で
あ
る
。
裁
剣
所
は
こ
れ
に
封
し
、

　
　
　
「
右
當
事
者
間
の
離
婚
等
調
停
事
件
に
つ
い
て
、
當
裁
判
所
は
申
立
書
及
び
當
事
者
双
方
の
陳
述
に
基
い
て
、
日
本
國
法
例
と
夫
の
本
國
法
で
あ
る

噂

，
，



が

ム
▼

米
國
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
シ
ー
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並
び
に
日
本
國
家
事
審
剣
法
を
適
用
し
て
、
次
の
通
り
審
到
す
る
。

主
文一

　
申
立
人
と
相
手
方
は
本
日
離
婚
す
る
。

二
　
申
立
人
は
毎
月
金
七
五
弗
宛
、
相
手
方
が
再
婚
に
至
る
ま
で
、
相
手
方
に
支
挑
う
も
の
と
す
る
。

　
昭
和
二
九
年
一
月
二
八
日
　
　
東
京
家
庭
裁
到
所
家
事
審
剣
官
　
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

東
京
家
裁
昭
和
二
九
年
嫁
イ
第
二
一
五
六
號
離
婚
等
調
停
事
件
（
昭
和
二
九
・
五
・
四
審
剣
）
本
件
は
、
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

人
妻
か
ら
、
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
そ
ア
州
人
夫
に
封
し
、
そ
の
酒
胤
虐
待
に
加
え
賭
博
し
て
家
計
を
窮
せ
し
め
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

離
婚
の
調
停
を
申
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
裁
剣
所
は
、

　
右
當
事
者
間
の
離
婚
等
調
停
事
件
に
つ
い
て
、
當
裁
剣
所
は
申
立
書
及
び
當
事
者
双
方
の
陳
述
に
基
い
て
、
日
本
國
法
例
と
夫
の
本
國
法
で
あ
る
米

合
衆
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並
ぴ
に
日
本
國
家
事
審
剣
法
を
適
用
し
て
、
次
の
通
り
審
剣
す
る
。

主
文

　
申
立
人
と
相
手
方
は
本
日
離
婚
す
る
。

　
昭
和
二
九
年
五
月
四
日
　
　
東
京
家
庭
裁
剣
所
家
事
審
判
官
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

東
京
家
裁
昭
和
三
〇
年
嫁
イ
第
一
〇
一
二
號
夫
婦
關
係
調
整
事
件
（
昭
和
三
〇
・
五
・
二
審
剣
）
本
件
は
、
日
本
に
居
佳
す
る
米
國
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ

ア
州
人
夫
か
ら
、
米
國
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
シ
i
州
に
居
住
す
る
米
國
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
人
妻
に
封
す
る
離
婚
調
停
の
申
立
事
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事

件
の
實
情
は
、
相
手
方
は
一
時
日
本
に
來
た
が
、
申
立
人
と
不
和
の
た
め
一
九
五
四
年
五
月
二
〇
日
蹄
米
し
た
。
申
立
人
も
『
度
蹄
米
し
相
手
方
に
會

い
辮
護
士
に
別
居
並
ぴ
に
財
産
分
與
の
契
約
書
を
作
ら
せ
た
。
こ
の
婚
姻
は
纏
績
不
能
の
事
態
に
あ
る
の
で
、
相
手
方
も
調
停
の
申
立
を
認
め
離
婚
の

調
停
に
感
ず
る
た
め
在
日
米
國
辮
護
士
を
代
理
人
に
選
任
し
、
日
本
の
裁
剣
に
服
す
る
旨
を
申
立
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
裁
剣
所
は
、

　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

　
　
右
當
事
者
の
夫
婦
關
係
調
整
事
件
に
つ
い
て
、
當
裁
判
所
は
調
停
委
員
の
意
見
を
求
め
た
上
、
申
立
書
及
ぴ
當
事
者
双
方
の
陳
述
に
基
い
て
、
日
本

　
國
法
例
と
夫
の
本
國
法
で
あ
る
米
合
衆
國
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
並
ぴ
に
日
本
國
家
事
審
到
法
を
適
用
し
て
、
次
の
通
り
審
到
す

　
る
。

　
主
文

　
一
　
申
立
人
と
相
手
方
を
離
婚
す
る
。

　
二
　
申
立
人
と
相
手
方
と
の
間
に
出
生
し
た
未
成
年
者
○
○
○
○
の
親
権
者
を
相
手
方
と
定
め
、
相
手
方
に
お
い
て
監
護
養
育
す
る
、
但
し
申
立
人
は

　
正
當
な
理
由
あ
る
揚
合
、
右
子
を
訪
問
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
三
　
申
立
人
は
相
手
方
と
子
に
封
し
、
毎
月
五
〇
〇
弗
を
本
審
剣
確
定
以
後
引
績
き
一
九
七
二
年
五
月
迄
、
相
手
方
の
住
所
に
邊
付
し
て
支
彿
う
も
の

　
と
す
る
。

　
　
こ
の
金
額
の
支
梯
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
が
現
在
の
外
國
勤
務
に
あ
る
間
と
し
、
申
立
人
が
海
外
よ
り
米
本
國
に
蹄
國
し
た
揚
合
は
、
毎
月
米
貨
四

　
〇
〇
弗
に
減
額
し
て
支
梯
う
も
の
と
す
る
。

　
　
昭
和
三
〇
年
五
月
一
一
日
　
　
東
京
家
庭
裁
剣
所
家
事
審
到
官
　
氏
名

　
以
上
、
三
件
を
通
覧
す
る
に
、
最
後
の
も
の
は
、
明
か
に
調
停
が
威
立
す
る
筈
の
も
の
で
あ
り
、
本
來
な
ら
ば
、
調
停
離
婚
と
す
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
楷
を
暗
黙
の
中
に
こ
と
さ
ら
否
定
に
解
し
、
こ
れ
を
飛
び
越
え
て
、
剣
決
離
婚
に
近
似
し
て
い
て
米
國
人
に
判

り
や
す
い
審
剣
離
婚
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
讃
み
と
ら
れ
る
。
前
の
二
件
に
お
い
て
も
、
さ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
じ
消
息
が
窺
わ

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
よ
う
な
、
審
判
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
、
便
宜
で
し
か
も
賢
明
な
一
方
法
で
あ
る
と
思
う
。
右
三
件
に
つ

き
異
議
の
申
立
の
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

縞

－
や
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三
件
と
も
適
用
す
べ
き
法
律
を
、
日
本
國
法
例
夫
の
本
國
法
で
あ
る
米
國
の
所
届
州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
及
び
日
本
國
家
事
審
到
法

に
限
っ
て
い
る
．
｝
と
も
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
正
當
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
尤
も
こ
れ
は
、
反
致
を
考
慮
し
た
上
、
反
致
が
な
い
こ
と

に
確
定
し
た
と
假
定
し
た
場
合
に
關
す
る
。
）

　
な
お
、
最
後
の
事
件
の
如
く
、
近
時
「
離
婚
調
停
申
立
事
件
」
を
、
當
事
者
の
微
妙
な
心
理
を
考
慮
し
て
、
「
夫
婦
關
係
調
整
巴
立
事

件
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
適
切
な
庭
理
で
あ
る
と
思
う
。

　
右
に
學
げ
た
審
剣
に
お
い
て
は
、
適
用
す
べ
き
法
律
と
し
て
は
、
い
ず
れ
略
皆
、
日
本
國
法
例
（
第
一
六
條
）
・
夫
の
本
國
法
た
る
何
某

州
の
離
婚
に
關
す
る
法
律
及
ぴ
日
本
國
家
事
審
剣
法
（
第
二
四
條
）
を
學
げ
て
い
る
が
、
一
つ
と
し
て
夫
の
本
國
法
た
る
何
某
州
の
離
婚

に
關
す
る
犠
鰯
法
（
國
際
私
法
）
を
畢
げ
て
い
な
い
。
若
し
假
り
に
米
國
の
夫
の
所
属
州
の
反
致
を
認
め
る
も
の
と
す
れ
ぱ
、
日
本
國
法

例
（
第
一
六
條
．
第
二
九
條
）
．
夫
の
所
薦
州
の
離
婚
に
關
す
る
抵
鰯
法
（
印
ち
剣
例
法
た
る
抵
鰯
法
）
及
び
日
本
國
家
事
審
剣
法
を
掲
げ

る
こ
と
に
な
る
道
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
掲
げ
て
い
な
い
の
は
、
問
題
と
し
て
い
な
い
一
つ
の
有
力
な
鐙
撮
で
あ
る
。
加
う
る

に
、
夫
の
本
國
法
た
る
米
國
法
の
讃
明
の
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
る
も
の
は
、
夫
の
所
薦
州
の
離
婚
原
因
に
關
す
る
法
規
（
實
質
法
）
だ

け
で
あ
り
、
未
だ
か
つ
て
夫
の
所
届
州
の
離
婚
に
關
す
る
抵
鰯
法
の
立
讃
資
料
を
提
出
し
て
い
る
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
ま
た
家
庭

裁
剣
所
が
自
ら
夫
の
所
騒
州
の
抵
鰯
法
を
調
査
し
た
と
思
わ
れ
る
形
跡
も
見
當
ら
な
い
。
こ
の
事
實
か
ら
推
し
て
、
審
剣
離
婚
に
お
い
て

は
勿
論
、
通
常
適
用
す
べ
き
法
律
を
掲
げ
て
い
な
い
調
停
離
婚
に
お
い
て
も
、
等
し
く
家
庭
裁
剣
所
に
お
い
て
は
反
致
を
間
題
に
し
て
い

な
い
も
の
と
言
っ
て
も
、
恐
ら
く
は
過
を
犯
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
地
方
裁
判
所
が
反
致
問
題
に
敏
感
で
あ
り
、
屡
、
こ
れ
を
援
用
し
て
い
る
の
に
劃
し
、
家
庭
裁
剣
所
が
反
致
問
題
を
不
問
に

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
黙
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九



　
　
　
　
　
蕎
車
箋
鐘
蒙
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

附
し
て
い
る
よ
う
に
思
乾
る
の
は
・
…
と
采
思
議
な
叢
義
し
て
い
る
．
そ
の
理
由
が
ど
匙
あ
る
か
は
、
は
っ
き
含
み
え

な
い
が
、
假
り
に
、
米
國
の
剣
例
法
か
ら
な
る
不
文
の
國
際
私
法
（
正
確
に
は
所
囑
州
の
到
例
國
際
私
法
）
ま
で
調
査
す
る
ご
と
（
從
’
っ

て
亦
立
讃
さ
せ
る
こ
と
）
は
、
簡
易
敏
速
に
事
件
を
慮
理
し
よ
う
と
す
る
家
庭
裁
剣
所
に
と
っ
て
は
到
底
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う

に
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
無
理
も
な
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
正
當
と
は
い
え
な
い
。
家
庭
裁
剣
所
に
お
い
て
も
、
法
例
第
二
九
條
が
あ
る
以
上
、

反
致
間
題
は
一
恋
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
離
婚
の
成
立

　
　
第
一
目
　
協
議
離
婚

　
既
に
、
腰
ー
述
べ
た
如
く
、
法
例
第
一
六
條
本
文
は
、
「
離
婚
ハ
其
原
因
タ
ル
事
實
ノ
登
生
シ
タ
ル
時
二
於
ケ
ル
夫
ノ
本
國
法
二
依
ル
」

と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
「
離
婚
」
中
に
「
協
議
離
婚
」
を
含
む
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
の
協
議
離
婚
は
一
つ
の
法
律
行
爲
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
方
式
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
協
議
離
婚
の
方
式
に
つ
い
て
は
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ら
、
法
律
行
爲
一
般
の
方
式
の
準
援
法
を

定
め
た
法
例
第
八
條
に
よ
り
、
協
議
離
婚
の
方
式
は
本
則
と
し
て
は
行
爲
の
敷
力
の
準
撒
法
た
る
離
婚
原
因
稜
生
當
時
即
ち
協
議
當
時
の

夫
の
本
國
法
に
依
り
（
験
）
、
補
則
と
し
て
は
行
爲
地
謄
警
う
歪
と
差
る
わ
け
で
あ
峯
棚
難
。
そ
．
）
で
、

　
先
ず
、
米
國
に
あ
る
日
本
人
夫
婦
は
、
居
住
國
た
る
米
國
に
は
協
議
離
婚
の
制
度
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
と
は
い
え
、
離
婚
の
實
質

的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
・
夫
の
本
國
法
（
從
っ
て
こ
の
揚
合
に
は
夫
婦
の
本
國
法
）
た
る
日
本
民
法
に
從
っ
て
協
議
離
婚
を
な
し
う
る

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
・
協
議
離
婚
の
方
式
が
一
慮
問
題
と
な
る
。
米
國
に
は
協
議
離
婚
の
制
度
が
な
い
か
ら
、
米
國
の
方
式
に

依
っ
て
協
議
離
婚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
方
式
の
本
則
と
し
て
の
協
議
離
婚
の
数
力
の
準
捺
法
で
あ
る
夫
の
本
國
法
た
る
日
本
法
の

魚

’◎



じ

壷

定
め
る
方
式
に
依
る
こ
と
が
で
き
る
（
磯
燗
鰍
畷
キ
項
、
）
。
そ
し
て
、
戸
籍
法
第
四
〇
條
は
「
外
國
に
在
る
日
本
人
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
從

っ
て
、
そ
の
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
公
使
又
は
領
事
に
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
米
國
に
駐
在
す
る
右

の
日
本
公
館
に
届
出
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
國
に
お
い
て
適
法
に
協
議
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。

（畝

螺
離
蟹
甦
謬
蝶
轍
語
雛
務
甦
瓢
話
噸
聖
趨
蓋
h
鱗
炉
羅
臨
罐
錨
蟻
牧
）
。

　
次
に
、
日
米
人
た
る
夫
婦
間
の
協
議
離
婚
が
で
き
る
か
を
見
よ
う
。
そ
の
中
、
夫
が
米
國
人
で
あ
り
妻
が
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
、
協

議
離
婚
の
實
質
的
成
立
要
件
は
夫
の
本
國
法
に
依
る
の
で
あ
り
（
搬
捌
㌃
ハ
）
、
米
國
で
は
協
議
離
婚
の
制
度
が
な
い
か
ら
、
協
議
離
婚
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
を
侯
な
い
。
こ
れ
と
異
な
り
、
美
が
日
本
人
で
あ
り
妻
が
米
國
人
で
あ
る
と
き
は
、
協
議
離
婚
の
實
質

的
成
立
要
件
は
日
本
法
に
依
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
離
婚
が
で
き
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
方

式
が
問
題
と
な
る
。
米
國
に
は
協
議
離
婚
の
制
度
が
な
い
か
ら
、
行
爲
地
法
と
し
て
の
米
國
法
の
方
式
に
依
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
離

婚
の
数
力
の
準
接
法
と
し
て
の
日
本
人
た
る
夫
の
本
國
法
と
し
て
の
日
本
の
方
式
に
依
り
う
る
道
理
で
あ
り
、
前
掲
の
如
く
、
戸
籍
法
第

四
〇
條
が
「
外
國
に
在
る
日
本
人
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
從
っ
て
、
そ
の
國
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
公
使
叉
は
領
事
に
届
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
米
國
に
駐
在
す
る
わ
が
公
館
に
協
議
離
婚
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
う
（
鵬
蘇
勧
醐
脚

諮．

舐戴

）。

か
る
に
、
こ
の
貼
に
關
し
て
、
大
使
公
使
及
び
領
事
は
外
國
人
に
封
し
て
は
管
轄
櫃
を
有
し
な
い
か
ら
、
届
出
人
が
日
本

國
民
だ
け
の
揚
合
の
み
に
、
協
議
離
婚
の
屈
出
を
受
理
し
う
る
に
止
ま
り
、
妻
が
外
國
人
で
あ
る
揚
合
に
は
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
癖
噴
磯
鋤
購
鰍
鴨
靴
項
ゼ
燗
抑
監
駄
簿
）
。
爾
読
の
分
れ
る
と
こ
ろ
は
、
戸
籍
法
第
四
〇
條
に
よ
っ
て
、
大
使
公
使
及
び

領
事
に
そ
の
駐
在
國
に
お
け
る
届
出
の
受
理
に
つ
い
て
布
町
村
長
と
同
一
の
構
限
を
認
め
て
い
る
か
否
か
の
解
繹
の
如
何
に
あ
る
。
筍
く

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
；
コ
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も
、
日
本
人
の
身
分
に
影
響
が
あ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
規
定
、
例
え
ば
婚
姻
（
法
例
二
一
一
條
二
項
、
民
法
七
四
一
條
）
及
び
縁

組
（
民
法
八
〇
一
條
）
の
如
く
當
事
者
双
方
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
に
か
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
な
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
権
限
を
認
め
た
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
立
法
の
精
紳
に
合
す
る
も
の
と
信
ず
る
（
糊
覗
蜻
琳
駈
前
）
。
尤
も
後
読
を
採
る
者
も
大
使
公
使
ま
た
は
領
事
が
事
實
上
離

婚
の
届
出
を
受
け
附
け
、
属
書
を
當
事
者
た
る
日
本
國
民
の
本
籍
地
に
迭
付
し
、
本
籍
地
市
町
村
長
が
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
中
間

の
経
過
に
眼
を
閉
じ
、
恰
も
日
本
人
た
る
夫
か
ら
直
接
そ
の
本
籍
地
市
町
村
長
に
離
婚
の
屈
出
を
な
し
た
揚
合
と
同
規
し
、
日
本
に
お
け

る
協
議
離
婚
の
届
出
と
し
て
、
そ
の
受
理
の
時
に
離
婚
が
成
立
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
（
癖
頒
紙
賄
揚
）
。

　
　
第
二
目
　
裁
判
離
婚

　
本
稿
に
お
い
て
ば
、
裁
剣
離
婚
と
は
い
わ
ゆ
る
裁
剣
離
婚
た
る
判
決
離
婚
と
審
剣
離
婚
及
び
調
停
離
婚
と
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

米
國
に
は
審
到
離
婚
及
び
調
停
離
婚
の
制
度
が
な
い
か
ら
、
米
國
に
お
け
る
裁
到
離
婚
と
し
て
は
た
だ
判
決
離
婚
の
み
が
問
題
と
な
る
。

　
米
國
（
正
確
に
は
米
國
の
各
州
）
が
い
か
な
る
揚
合
に
離
婚
問
題
つ
き
、
裁
到
権
を
持
ち
、
い
か
な
る
地
の
い
か
な
る
裁
剣
所
が
問
題

の
離
婚
事
件
に
つ
き
管
轄
椹
を
持
ち
、
そ
し
て
い
か
な
る
法
域
の
法
律
の
定
め
る
離
婚
原
因
に
よ
っ
て
離
婚
剣
決
を
な
す
べ
き
か
は
、
専

ら
米
國
（
州
）
の
決
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
從
っ
て
、
管
轄
構
を
有
す
る
米
國
の
裁
到
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
離
婚
剣
決
は
、
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
要
件

を
具
備
す
る
揚
合
に
、
わ
が
國
で
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
か
の
問
題
だ
け
が
、
わ
が
國
で
問
題
と
な
る
。

　
こ
の
鮎
に
關
し
、
次
の
二
貼
が
問
題
と
な
る
。

　
先
ず
、
わ
が
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

－

つ一



身

脅

　
外
國
裁
判
所
ノ
確
定
剣
決
ハ
左
ノ
條
件
ヲ
具
備
ス
ル
揚
合
二
限
リ
其
ノ
数
力
ヲ
有
ス
。

一
　
法
令
叉
ハ
條
約
二
於
テ
外
國
裁
剣
所
ノ
裁
判
構
ヲ
否
認
セ
ザ
ル
コ
ト
。

二
　
敗
訴
ノ
被
告
ガ
日
本
人
ナ
ル
揚
合
二
於
テ
公
示
途
達
二
依
ラ
ズ
シ
テ
訴
訟
ノ
開
始
二
必
要
ナ
ル
呼
出
若
ハ
命
令
ノ
迭
達
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
之

ヲ
受
ケ
ザ
ル
モ
慮
訴
シ
タ
ル
コ
ト
。

三
　
外
國
裁
到
所
ノ
剣
決
ガ
日
本
二
於
ケ
ル
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
二
反
セ
ザ
ル
コ
ト
。

四
　
相
互
ノ
保
讃
ア
ル
コ
ト
。

　
本
條
は
直
接
に
は
執
行
を
豫
想
す
る
財
産
櫨
に
關
す
る
外
國
剣
決
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
身
分
關
係
に
關
す
る
外
國
判
決
を
封
象
と

す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
雛
訓
噸
腋
b
脳
醐
判
撒
渤
溝
灘
肚
鰍
鄭
臨
囎
礁
熾
証
酌
）
。
さ
れ
ば
、
離
婚
剣
決
の
如
き
身
分
關
係
に
關
す
る
外
國
判

決
の
承
認
に
つ
い
て
は
直
接
の
規
定
は
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
直
接
の
規
定
は
な
い
と
は
い
え
、
右
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
要
件

中
、
内
國
に
お
け
る
外
國
判
決
の
執
行
に
關
す
る
「
相
互
の
保
讃
」
を
除
い
て
、
他
の
要
件
は
す
べ
て
身
分
關
係
に
關
す
る
外
國
到
決
の

承
認
に
つ
い
て
も
妥
當
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
身
分
關
係
に
關
す
る
外
國
剣
決
に
も
準
用
が
あ
る
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
（
肱

鰍授

鵡桃

顛
骸
蘇
跡
鵬
蹴
膨
驚
砒
聖
琵
八
）
。
さ
れ
ば
、
米
國
に
お
い
て
な
さ
れ
た
離
婚
剣
決
が
、
わ
が
國
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、

民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
第
一
號
な
い
し
第
三
號
の
要
件
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
を
具
備
し
な
い
揚
合
に
は
承

認
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
衣
に
、
法
例
第
一
六
條
本
文
は
、
「
離
婚
ハ
其
原
因
タ
ル
事
實
ノ
猛
生
シ
タ
ル
時
二
於
ケ
ル
夫
ノ
本
國
法
二
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
外
國
の
離
婚
剣
決
は
そ
の
準
接
し
た
法
律
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
承
認
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
法
例
の
定
め
る
離
婚
原
因
稜
生
當

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
三
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二
三
四

時
の
夫
の
本
國
法
に
準
撒
し
て
い
る
揚
合
に
の
み
承
認
さ
れ
る
か
が
間
題
と
な
る
。
こ
の
鮎
に
關
し
、
わ
が
國
の
國
際
私
法
學
者
の
通
説

は
、
右
の
規
定
を
無
覗
す
べ
き
で
は
な
く
、
右
の
規
定
と
の
關
連
に
お
い
て
解
決
す
べ
き
で
あ
り
、
從
っ
て
外
國
の
離
婚
剣
決
が
離
婚
原

因
稜
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
の
定
め
る
離
婚
原
因
に
基
い
て
な
さ
れ
た
揚
合
に
の
み
、
そ
の
離
婚
剣
決
は
承
認
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る

（龍

鰍蝦

酬光

削馳

煩
ビ
頑
動
敏
蔽
灘
鵬
範
歓
姻
姫
旗
航
∬
頑
臥
M
膣
畝
保
．
）
。
さ
れ
ば
、
米
國
の
離
婚
判
決
が
、
わ
が
國
で
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
更
に
、

離
婚
原
因
搬
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
の
離
婚
原
因
に
基
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
右
の
二
鮎
に
關
し
て
、
司
法
解
繹
と
し
て
の
剣
例
は
見
當
ら
な
い
が
、
行
政
解
繹
と
し
て
の
同
答
は
あ
る
。
以
下
少
し
く
そ
の
跡
を
辿

る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
民
事
局
長
同
答
は
、
古
く
は
米
國
の
裁
剣
所
の
離
婚
剣
決
は
、
わ
が
國
で
は
こ
れ
を
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
た
。
即
ち
、
明

治
四
三
年
に
高
知
匠
裁
剣
所
監
督
判
事
か
ら
、
次
の
問
合
が
あ
っ
た
（
醐
縮
鯉
鵬
節
皿
蹟
陛
甑
二
）
。

　
日
本
人
ナ
ル
夫
妻
米
國
布
畦
二
出
稼
中
妻
ヨ
リ
布
畦
裁
剣
所
二
夫
ガ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
リ
ト
ノ
理
由
ヲ
以
テ
離
婚
ノ
訴
訟
ヲ
提
起
シ
、
日
本

ノ
法
律
ト
布
睦
ノ
法
律
ト
ニ
違
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
、
離
婚
ノ
剣
決
ア
リ
テ
確
定
セ
リ
。
然
ル
ニ
同
國
ニ
テ
ハ
別
二
之
レ
ガ
届
出
ヲ
要
ス
ル
規
定
ナ
キ

趣
ニ
テ
妻
ヨ
リ
此
届
出
ヲ
爲
サ
ズ
（
日
本
領
事
又
ハ
公
使
ニ
モ
屈
出
ヲ
爲
サ
ズ
）
。
然
ル
ニ
此
頃
二
至
リ
夫
ハ
蹄
國
シ
相
當
ノ
女
ヲ
迎
ヘ
テ
婁
ト
爲
サ

ン
ト
ス
ル
モ
、
所
轄
村
戸
籍
吏
ハ
戸
籍
簿
二
前
キ
ノ
妻
某
ノ
現
在
セ
ル
ヲ
理
由
ト
シ
共
婚
姻
屈
ヲ
受
理
セ
ズ
ト
云
フ
。

　
右
ノ
揚
合
二
於
テ
、
本
籍
戸
籍
吏
二
封
シ
布
畦
裁
剣
所
ノ
離
婚
剣
決
ノ
謄
本
ヲ
添
附
シ
離
婚
屈
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ヤ
。
若
シ
外
國
裁
到
所
ノ
剣

決
ナ
ル
ト
キ
ハ
戸
籍
法
第
一
一
一
條
ノ
明
文
上
夫
ヨ
リ
之
レ
ガ
届
出
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
セ
バ
、
夫
ハ
他
二
此
揚
合
二
慮
ス
ル
方
法
ア
リ
ヤ
。

右
に
封
し
、
民
刑
局
長
同
答
（
醐
脳
瑚
短
亙
四
〇
艶
二
）
は
、
次
の
如
く
答
え
て
い
る
。

・竃

や
、



燈

や

　
　
外
國
裁
釧
所
ノ
判
決
二
基
キ
離
婚
ノ
屈
出
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
此
届
出
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
、
内
地
ノ
裁
剣
所
二
於
テ
離
婚
ノ
到
決
ヲ
受
ケ
、
其
剣
決
謄

　
本
ヲ
添
ヘ
テ
屈
出
ヲ
爲
ス
カ
、
又
ハ
協
議
二
因
ル
離
婚
届
ヲ
爲
ス
外
ナ
キ
儀
ト
思
考
致
候
。

　
し
か
る
に
、
右
の
見
解
は
、
大
正
八
年
に
至
っ
て
改
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
大
正
八
年
に
廣
島
縣
安
佐
部
山
本
村
長
か
ら
、
次
の
伺
が
あ

っ
た
（
礎
謝
勲
艶
）
．

　
　
外
國
二
出
稼
中
ノ
夫
婦
ガ
外
國
裁
剣
所
二
於
テ
離
婚
ノ
剣
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
、
外
國
裁
到
所
ノ
到
決
二
基
キ
テ
離
婚
ノ
届
出
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル

　
　
ニ
因
リ
〔
前
掲
問
合
及
び
同
答
参
照
〕
、
戸
籍
ハ
其
儀
ト
爲
シ
置
キ
、
同
地
二
於
テ
其
一
方
ガ
他
ノ
者
ト
婚
姻
ヲ
爲
シ
（
普
通
婚
姻
）
、
共
國
ノ
方
式
二

　
　
從
ヒ
婚
姻
謹
書
ヲ
作
ラ
シ
メ
、
其
讃
書
ノ
謄
本
ノ
途
付
ア
リ
タ
ル
揚
合
ニ
ハ
、
重
婚
ナ
ル
モ
之
ヲ
受
理
シ
、
新
配
偶
者
ガ
夫
ナ
ル
ト
キ
ハ
妻
ヲ
除
籍
シ

　
　
新
夫
ノ
戸
籍
二
入
籍
セ
シ
メ
、
又
新
配
偶
者
ガ
妻
ナ
ル
ト
キ
ハ
夫
ノ
戸
籍
二
入
籍
セ
シ
ム
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
。
爾
前
記
民
刑
局
長
ノ
御
同
答
ハ
其
後
省

　
　
議
ノ
御
憂
更
無
之
哉
。

　
右
に
封
し
、
法
務
局
長
同
答
（
駄
旺
塑
私
掌
藤
）
は
、
次
の
如
く
答
え
て
い
る
。

　
　
　
外
國
裁
剣
所
ノ
爲
シ
タ
ル
裁
剣
二
基
ク
離
婚
ノ
屈
出
ハ
之
ヲ
受
理
シ
、
妻
ヲ
復
籍
セ
シ
メ
タ
ル
上
、
婚
姻
讃
書
二
基
キ
更
二
妻
ヲ
新
夫
ノ
家
二
入
籍

　
　
セ
シ
ム
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。

　
そ
し
て
・
右
の
同
答
の
見
解
は
、
大
正
一
一
年
の
外
務
省
通
商
局
長
照
會
（
激
甑
肝
鮮
配
炉
細
通
）
に
封
す
る
同
答
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
、

・
ま
た
そ
の
内
容
が
更
に
明
確
と
な
り
、
こ
れ
が
爾
後
の
先
例
と
な
っ
て
い
る
。
帥
ち
右
の
同
答
（
鳳
斑
塗
升
士
か
批
）
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
外
國
裁
剣
所
ノ
爲
シ
タ
ル
離
婚
ノ
剣
決
二
基
キ
身
分
登
記
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
ノ
省
議
ハ
別
紙
〔
前
掲
〕
大
正
八
年
八
月
二
八
日
民
箏
第
三
七
七
三

　
　
號
民
事
局
長
同
答
二
依
リ
憂
更
相
成
候
、
但
シ
其
ノ
裁
剣
ガ
民
法
第
八
一
三
條
〔
現
七
七
〇
條
〕
二
掲
ゲ
タ
ル
揚
合
卜
異
ル
原
因
二
基
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ

　
　
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
裁
到
ヲ
明
示
シ
テ
更
二
御
問
合
相
成
度
候
。

　
　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五



　
　
　
　
霧
大
學
研
究
年
報
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

　
追
テ
外
國
裁
到
所
ノ
離
婚
剣
決
二
基
ク
離
婚
ノ
届
出
ヲ
在
外
公
館
二
爲
ス
揚
合
二
於
テ
ハ
裁
剣
確
定
ノ
日
ヲ
明
確
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
謹
明
書
ヲ

届
書
二
添
附
セ
シ
ム
ル
様
御
取
計
相
成
度
此
段
申
添
候
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
米
國
在
住
の
邦
人
夫
婦
が
そ
の
居
住
す
る
州
の
裁
剣
所
に
お
い
て
受
け
た
離
婚
剣
決
は
、
ω
そ
の
離
婚
原
因
が
本
國

法
た
る
わ
が
民
法
第
八
二
二
條
（
現
七
七
〇
條
）
に
該
當
し
、
且
つ
ω
そ
の
剣
決
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
わ
が
國
に
お
い
て

承
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
從
っ
て
米
國
の
離
婚
剣
決
が
わ
が
民
法
第
八
二
二
條
（
現
七
七
〇
條
）
の
離
婚
原
因
に
基
く
こ
と
並
ぴ
に
そ

の
剣
決
の
確
定
し
た
日
を
誰
明
す
る
澄
書
を
添
附
し
て
離
婚
の
届
出
（
報
告
的
届
出
）
を
爲
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
受
理
に
よ
っ
て
戸
籍

簿
に
離
婚
の
記
載
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
こ
の
先
例
は
そ
の
後
繰
返
し
邉
守
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
、
昭
和
一
五

年
在
シ
ア
ト
ル
日
本
政
府
在
外
事
務
所
よ
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
居
佳
の
日
本
人
夫
婦
に
つ
き
そ
の
妻
よ
り
の
訴
に
よ
り
先
ず
中
間
到
決
を

得
、
そ
の
後
六
ケ
月
を
経
て
一
九
四
二
年
四
月
二
二
日
ワ
シ
ン
ト
ン
州
大
審
院
か
ら
得
た
離
婚
の
最
終
剣
決
の
爲
を
添
附
し
て
被
告
た
る

夫
か
ら
離
婚
の
届
出
が
あ
っ
た
揚
合
の
慮
置
に
つ
き
、
外
務
大
臣
に
照
會
が
あ
っ
た
の
に
基
い
て
な
さ
れ
た
外
務
省
管
理
局
長
照
會
（
網

に躯

畝㌦

膿）

封
す
る
民
事
局
長
同
答
（
圃
獅
肥
璽
ト
漁
號
」
が
、
「
本
件
ワ
シ
ン
ト
ン
州
大
審
院
の
離
婚
最
終
剣
決
に
封
す
る
中
間
判
決
の

理
由
と
な
っ
て
い
る
離
婚
原
因
た
る
事
實
が
、
蕾
民
法
第
八
ニ
ニ
條
に
掲
げ
る
離
婚
原
因
に
該
當
す
る
こ
と
を
、
右
中
間
到
決
の
謄
本
等

に
よ
っ
て
明
か
に
さ
せ
、
且
つ
、
右
最
終
剣
決
確
定
の
日
を
明
ら
か
に
す
べ
き
誰
明
書
を
提
出
さ
せ
た
上
、
幸
田
弘
介
届
出
の
本
件
離
婚

届
を
、
戸
籍
法
第
四
一
條
の
規
定
に
基
く
誼
書
謄
本
の
提
出
と
し
て
取
ラ
扱
い
、
こ
れ
を
受
理
す
べ
き
も
の
と
思
考
す
る
」
と
な
し
、
ま

た
昭
和
二
八
年
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
山
。
同
級
裁
到
所
の
確
定
剣
決
（
裁
到
請
求
者
は
妻
）
の
謄
本
を
添
附
し
た
離
婚
屈
（
屈
出
人
は
夫
）

を
、
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
総
領
事
よ
り
迭
付
を
受
け
た
輻
岡
縣
三
潴
郡
江
上
村
長
照
會
（
㎝
晒
紅
夙
籔
π
や
拡
）
に
鉗
す
る
民
事
局
長
同
答
（
鯛

鳳

や



，9’

◆

駝
軌
節
蓋
砿
鰍
民
）
が
、
「
所
問
の
離
婚
届
は
、
そ
の
ま
ま
受
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
外
務
省
を
経
由
し
て
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
総

領
事
に
返
戻
し
、
當
該
届
書
に
添
附
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
最
高
裁
剣
所
の
離
婚
剣
決
に
封
す
る
中
間
到
決
の
理
由
が
薗
民
法
第
八
＝
二

條
に
掲
げ
る
離
婚
原
因
に
該
當
し
て
い
る
こ
と
を
右
の
中
間
剣
決
の
謄
本
等
に
よ
り
明
か
に
さ
せ
、
且
つ
、
そ
の
最
終
剣
決
確
定
の
日
を

明
ら
か
に
す
る
讃
明
書
を
提
出
さ
せ
た
上
、
こ
れ
を
受
理
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
右
の
昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
一
日
の
同
答
が
、
「
離
婚
到
決
の
爲
」
を
戸
籍
法
第
四
一
第
に
規
定
す
る
外
國
に
お
け
る
身
分
行
爲
を
誼
明

す
る
讃
書
と
同
視
し
て
い
る
の
は
正
當
で
あ
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
（
胴
羅
、
痛
林
戴
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
二
つ
の
同
答
は
い
ず
れ
も
、

わ
が
戸
籍
法
が
裁
剣
離
婚
の
届
出
は
訴
を
提
起
し
た
者
か
ら
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
｛
醜
怯
就
鮎
縣
）
と
し
て
い
る
に
か
か
わ

ら
ず
、
被
告
か
ら
屈
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
鮎
に
關
し
、
昭
和
二
九
年
に
、
妻
か
ら
（
夫
妻
共
日
本
人
）
米
國
裁
剣
所

に
提
起
し
た
離
婚
の
裁
剣
が
確
定
し
、
蹄
國
し
た
夫
の
み
か
ら
そ
の
本
籍
地
市
町
村
長
に
到
決
の
謄
本
を
添
え
て
届
け
出
た
揚
合
に
お
け

る
届
出
の
受
否
に
關
す
る
福
岡
地
方
法
務
局
長
電
報
照
會
（
詔
脚
聖
倣
．
五
．
）
に
封
す
る
民
事
局
長
同
答
（
粥
聯
鑑
ゴ
琳
鉦
民
）
は
、
「
夫
か
ら
の
離
婚

届
は
受
理
で
き
な
い
。
所
問
の
揚
合
に
は
、
監
督
の
局
の
長
の
許
可
を
得
た
上
、
市
町
村
長
が
職
穂
で
戸
籍
の
記
載
を
す
る
の
が
相
當
で

あ
る
」
と
し
て
、
右
の
貼
を
明
か
に
し
て
い
る
（
炉
購
餓
卿
顯
燦
）
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
考
察
す
る
。

　
な
お
、
こ
こ
に
、
在
米
邦
人
間
の
米
國
裁
剣
所
の
離
婚
到
決
で
前
掲
要
件
に
適
合
し
な
い
た
め
、
承
認
し
え
な
い
が
、
協
議
離
婚
の
要

件
を
具
備
す
る
届
出
を
有
数
な
協
議
離
婚
と
し
て
取
扱
っ
た
事
例
が
あ
る
。
即
ち
、
法
例
第
一
六
條
に
よ
っ
て
準
接
法
と
な
る
わ
が
蕾
民

法
第
八
二
二
條
（
現
七
七
〇
條
）
の
要
件
に
適
合
し
な
い
離
婚
原
因
－
四
年
以
上
に
わ
た
る
原
告
よ
り
の
別
居
ー
に
基
く
米
國
ハ
ワ

イ
準
州
第
一
巡
回
裁
到
所
の
離
婚
剣
決
を
添
附
し
た
在
外
邦
人
間
の
離
婚
屈
書
を
、
在
ホ
ノ
ル
ル
日
本
政
府
在
外
事
務
所
よ
り
途
付
を
受

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
蹴
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
二
三
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
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二
三
叩
κ

け
た
外
務
省
が
、
前
掲
の
昭
湘
二
五
年
一
〇
月
一
二
日
民
事
甲
第
二
七
一
一
號
法
務
府
民
事
局
長
同
答
も
あ
る
こ
と
と
て
、
之
を
届
出
人

に
返
戻
す
べ
き
か
、
若
し
左
様
と
す
れ
ば
更
め
て
日
本
法
に
よ
る
協
議
離
婚
届
を
出
さ
す
べ
き
か
、
叉
は
右
の
離
婚
は
日
本
法
上
も
有
数

な
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
右
の
離
婚
属
を
本
籍
地
村
長
へ
途
付
し
て
差
支
な
い
か
に
疑
義
を
懐
い
た
條
約
局
長
か
ら
、
法
務
府
に
照
會
し

た
の
に
封
し
（
鯛
塑
郵
藍
跡
）
、
民
事
局
長
同
答
（
賜
脚
駝
靴
皇
F
粥
）
は
、
「
照
會
に
か
か
る
ハ
ワ
イ
縣
第
一
巡
同
裁
判
所
の
離
婚
到
決
は
、
日
本

法
上
離
婚
の
数
果
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
が
〔
蕾
民
法
八
一
三
條
に
か
か
げ
ら
れ
た
離
婚
原
因
に
該
當
し
な
い
、
四
年
以
上
の
別
居
を

理
由
と
す
る
故
〕
、
本
件
の
離
婚
届
書
は
當
事
者
双
方
か
ら
届
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
人
の
連
署
を
敏
く
外
は
、
協
議
離
婚
属
の
要
件
を

具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ホ
ノ
ル
ル
在
外
事
務
所
長
の
受
理
の
日
に
協
議
離
婚
が
成
立
し
た
も
の
と
し
て
、
虜
理
す
る

の
が
相
當
と
思
考
さ
れ
る
」
と
な
し
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
り
、
適
宜
の
庭
置
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
甑
批
黙
五
）
。

　
以
上
は
、
在
米
邦
人
間
の
裁
剣
離
婚
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
外
國
人
と
日
本
人
と
の
間
の
裁
剣
離
婚
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
民
事

訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
の
要
件
を
具
備
し
、
且
つ
離
婚
原
因
稜
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
の
離
婚
原
因
に
該
當
す
る
事
由
に
基
い
て
な
さ
れ
た

米
國
裁
到
所
の
確
定
到
決
は
、
夫
婦
の
い
ず
れ
が
日
本
人
叉
は
米
國
人
で
あ
る
か
、
原
被
告
の
い
ず
れ
が
日
本
人
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
わ
が
國
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
外
國
人
が
原
告
で
あ
る
揚
合
に
は
恐
ら
く
自
ら
（
わ
が
在

外
公
館
又
は
被
告
た
る
日
本
人
の
本
籍
地
市
町
村
長
に
）
屈
出
を
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
通
常
被
告
た
る
日
本
人
か
ら
屈
出

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
り
、
前
掲
の
戸
籍
法
（
靴
既
畷
衡
頭
蹴
館
）
と
の
關
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
鮎
に
關
し
、
米
風
在
住
の
米
國
人
夫
と

日
本
に
在
住
の
日
本
人
妻
と
の
聞
に
お
い
て
、
夫
か
ら
米
國
裁
剣
所
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
）
に
離
婚
の
訴
を
提
起
し
、
離
婚
の
剣
決
が
確

定
し
た
揚
合
の
屈
出
義
務
者
に
關
す
る
仙
毫
法
務
局
長
照
會
（
鯛
脚
諺
第
亭
一
一
一
鼻
）
に
封
し
、
訴
の
提
起
者
で
あ
る
夫
は
戸
籍
屈
出
の
義
務
を

’電

噂
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有
せ
ず
〔
外
國
に
あ
る
外
國
人
で
あ
る
か
ら
〕
、
他
面
〔
妻
は
被
告
で
あ
り
属
出
義
務
者
で
な
い
か
ら
〕
妻
よ
り
屈
出
が
あ
っ
た
揚
合
で
も

市
町
村
長
は
こ
れ
を
受
理
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
に
基
く
監
督
法
務
局
の
長
の
許
可
を
得
て
、
職
権
を
も
っ
て
戸
籍
の
記
載
を
な
す
べ

き
も
の
と
し
て
い
る
。

　
戸
籍
法
の
嚴
格
な
解
繹
と
し
て
は
右
の
如
く
で
あ
る
と
思
う
が
、
身
分
事
項
の
報
告
的
屈
出
（
例
、
右
の
裁
剣
離
婚
の
屈
出
）
に
お
い

て
、
原
告
が
外
國
人
で
あ
る
揚
合
の
如
く
初
め
か
ら
屈
出
義
務
者
が
な
い
こ
と
が
生
ず
る
の
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ

れ
は
戸
籍
法
が
渉
外
事
件
に
つ
き
配
慮
が
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
く
の
で
あ
ろ
う
。
報
告
的
屈
出
は
身
分
に
攣
動
を
受
け
た
本
人

（
又
は
本
人
が
不
能
の
と
き
は
保
護
者
た
る
法
定
代
理
人
等
）
が
自
ら
な
す
の
が
根
本
の
立
蜴
で
、
裁
到
に
よ
る
揚
合
に
は
便
宜
上
、
こ

れ
を
訴
訟
の
提
起
者
の
み
に
韓
嫁
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
鱒
嫁
さ
れ
る
べ
き
者
が
属
出
義
務
者
た
り
え

な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
本
人
（
又
は
そ
の
不
能
な
と
き
は
法
定
代
理
人
等
）
に
届
出
義
務
が
残
る
も
の
と
の
解
し
て
、
被
告
た
る
日
本

　
　
　
　
ゴ

人
か
ら
裁
剣
に
よ
る
離
婚
の
届
出
が
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
近
、
右
の
外
國
離
婚
剣
決
の
承
認
に
關
す
る
通
説
と
異
な
る
極
め
て
注
目
す
べ
き
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
・

　
昭
和
三
〇
年
京
都
地
方
法
務
局
戸
籍
課
長
か
ら
、
法
務
省
に
封
し
次
の
如
き
照
會
が
あ
っ
た
（
鯨
都
撹
吻
融
鵬
鴫
諦
購
鱒
竣
媚
鋪
醐
麹
一
一
）
。
印
ち
、

　
米
國
在
佳
の
米
國
人
夫
と
日
本
在
佳
の
日
本
人
妻
と
の
間
に
お
い
て
、
夫
か
ら
米
國
裁
剣
所
（
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
）
に
離
婚
の
訴
を
提
起
し
、
離
婚
の
剣

決
が
確
定
し
ま
し
た
が
、
戸
籍
の
届
出
義
務
者
が
な
い
た
め
、
妻
の
本
籍
地
た
る
京
都
市
上
京
囁
長
か
ら
別
紙
關
係
書
類
を
添
附
し
て
、
當
職
の
許
可

を
得
て
職
構
を
以
て
戸
籍
の
記
載
を
す
べ
く
指
示
を
求
め
て
來
ま
し
た
と
こ
ろ
、
添
附
離
婚
剣
決
謄
本
に
ょ
れ
ぱ
、
離
婚
原
因
が
不
明
で
あ
る
た
め
、

事
件
本
人
た
る
妻
に
こ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
讃
明
書
を
提
出
さ
せ
た
上
庭
理
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
り
ま

　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
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す
の
で
、
何
分
御
指
示
を
賜
り
た
く
お
伺
い
し
ま
す
。

　
別
紙
　
　
事
實
の
認
定
、
法
律
上
の
結
論
及
ぴ
剣
決

當
妻
繕
甕
老
翁
を
壽
轟
利
を
あ
ら
か
じ
霰
棄
し
、
當
裁
剣
所
の
面
前
髪
い
て
陪
棄
し
の
審
理
を
受
く
ぺ
く
、
充
吾
年

八
月
五
日
本
訴
訟
を
正
式
に
提
起
し
た
。

　
被
告
に
封
し
て
は
、
法
律
の
規
定
及
び
一
九
五
五
年
七
月
一
五
日
附
の
當
裁
判
所
の
命
令
に
從
い
、
正
式
に
公
示
途
達
及
び
郵
便
途
達
を
な
し
て
お

い
た
が
、
被
告
は
法
律
の
期
間
内
に
原
告
の
訴
朕
に
封
し
て
申
立
、
答
辮
若
し
く
は
抗
辮
を
な
さ
な
か
っ
た
。
．
】
れ
に
關
し
て
必
要
な
宣
誓
供
述
書
は

こ
こ
に
添
附
し
て
あ
り
、
且
つ
、
被
告
の
慨
怠
は
こ
れ
を
法
律
に
從
い
正
式
に
記
入
し
て
あ
る
。

　
當
裁
剣
所
は
原
告
の
提
出
に
か
か
る
護
言
を
題
取
し
、
且
つ
、
識
捺
を
取
調
べ
た
上
で
、
右
に
述
ぺ
た
事
項
に
つ
き
十
分
考
慮
し
た
の
で
、
次
の
と

お
り
事
實
を
認
定
し
、
且
つ
、
法
律
上
の
結
論
を
す
る
。

　
事
實
の
認
定
及
び
法
律
上
の
結
論

一　

告
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
及
び
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
の
市
民
で
あ
っ
て
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
ワ
シ
ュ
ー
縣
に
善
意
で
居
住
し
て
い
る
。

　
同
人
は
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
を
不
定
期
間
に
わ
た
り
自
己
の
佳
所
地
と
す
べ
く
善
意
の
意
思
を
も
っ
て
、
本
訴
訟
を
提
起
し
た
時
か
ら
逆
算
し
て
六
週
間
以

上
に
わ
た
り
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
ワ
シ
ュ
ー
縣
に
事
實
上
居
佳
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
も
同
地
に
居
住
し
て
お
り
、
從
っ
て
同
地
に
佳
所
を
も
っ
も
の

で
あ
る
。

二
　
こ
こ
に
添
附
し
て
あ
る
原
告
の
訴
状
中
の
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
の
各
圭
張
は
す
ぺ
て
事
實
で
あ
り
、
且
つ
ア
｝
の
ア
｝
と
は
誼

撮
を
も
っ
て
充
分
に
立
澄
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
　
當
裁
到
所
は
本
訴
訟
に
つ
き
當
事
者
双
方
に
封
し
て
人
的
管
轄
槽
を
も
ち
、
且
つ
、
本
訴
訟
に
つ
き
訴
訟
物
及
び
訴
訟
の
原
因
に
封
す
る
物
的
管

轄
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

－

ぐ
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ま
た
、
原
告
は
こ
こ
に
添
附
し
て
あ
る
そ
の
訴
状
中
で
申
立
て
た
趣
旨
の
訴
訟
上
の
救
濟
を
受
け
る
適
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
剣
決

　
右
の
結
果
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
判
決
す
る
。

　
原
告
及
ぴ
被
告
間
に
こ
れ
ま
で
存
在
し
、
且
つ
、
現
に
存
在
す
る
婚
姻
關
係
は
、
こ
れ
を
解
浦
す
る
。
原
告
及
ぴ
被
告
は
當
該
婚
姻
關
係
か
ら
饗
生

す
る
一
切
の
義
務
を
免
除
さ
れ
、
未
婚
者
と
し
て
の
地
位
を
同
復
す
る
。
原
告
は
被
告
を
離
婚
す
る
旨
の
到
決
書
を
與
え
ら
れ
る
。
該
到
決
の
形
式
及

ぴ
数
力
は
終
局
的
且
っ
絶
鉗
的
で
あ
る
。
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
原
告
が
再
婚
す
る
に
つ
き
中
間
期
間
又
は
條
件
若
し
く
は
制
限
は
、

こ
れ
を
｝
切
な
い
も
の
と
す
る
。

　
當
事
者
各
自
は
本
訴
訟
に
關
し
て
負
捻
し
た
各
自
の
費
用
を
支
沸
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ネ
ヴ
ァ
タ
州
リ
ノ
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
五
年
八
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
地
方
裁
剣
所
裁
剣
官
　
　
　
　
ゴ
ー
ド
ン
・
W
・
ラ
イ
ス

　
右
の
照
會
に
劃
し
、
民
事
局
第
二
課
長
同
答
（
甥
塑
一
痴
飾
卜
艶
ひ
覧
七
）
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
照
會
の
あ
っ
た
件
は
離
婚
原
因
を
鐙
す
る
書
面
を
提
出
せ
し
め
る
必
要
な
く
、
そ
の
ま
ま
受
理
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

　
な
お
、
オ
レ
ゴ
ン
州
在
佳
の
米
國
人
夫
か
ら
日
本
在
佳
の
日
本
人
妻
に
封
す
る
離
婚
に
基
く
オ
レ
ゴ
ン
州
裁
剣
所
の
離
婚
判
決
に
關
す

る
、
昭
和
＝
二
年
九
月
五
日
付
日
記
第
二
三
〇
五
號
京
都
地
方
法
務
局
長
照
會
に
封
す
る
、
同
年
九
月
二
一
日
付
民
事
甲
第
二
一
八
四
號

民
事
局
長
同
答
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

　
右
の
爾
同
答
は
、
と
も
に
離
婚
原
因
を
鐙
す
る
書
面
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
、
從
っ
て
離
姻
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
米

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
蹴
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一
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國
裁
剣
所
の
離
婚
到
決
は
こ
れ
を
承
認
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ぱ
、
法
例
第
一
六
條
本
文
（
及
ぴ
第
二
七
條
第
三
項
）
に
從
っ

て
定
ま
る
離
婚
原
因
た
る
事
實
の
嚢
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
た
る
米
國
の
所
驕
州
の
法
律
の
定
め
る
離
婚
原
因
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
離
婚

剣
決
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
ー
從
っ
て
例
え
ば
離
婚
原
因
稜
生
當
時
の
夫
の
本
國
法
が
猫
逸
法
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
地

州
た
る
米
國
の
甲
州
の
法
律
又
は
そ
の
他
の
州
の
法
律
若
く
は
佛
蘭
法
に
よ
っ
て
な
し
た
離
婚
剣
決
で
あ
っ
て
も
ー
、
筍
し
く
も
民
事

訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
の
要
件
を
具
備
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
鮎
で
先
例
を
攣
更
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
上
並
ぴ
に
實
際
上
極
め
て
重
大
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
わ
が
法
例
第
三
條
以
下
の
規
定
は
、
わ
が
裁
剣
所
に
封
し
渉
外
關
係
に
關
す
る
裁
剣
規
範
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
外
國
裁
剣

所
に
封
し
て
も
裁
剣
規
範
を
與
え
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
、
わ
が
法
例
は
わ
が
裁
到
所
が
渉
外
關
係
を
裁
到
す
る
準
則
と
な
る
だ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
「
裁
剣
は
事
件
を
解
決
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
裁
到
が
外
國
裁
剣
所
の
裁
到
で
あ
る
揚
合
に
は
そ
の
解
決
し
た
結
果
を

そ
れ
自
髄
と
し
て
承
認
す
る
か
否
か
の
問
題
が
外
國
裁
剣
の
承
認
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
解
決
し
た
結
果
の
準
則
に
ま
で
遡
っ
て
ー

ー
從
っ
て
外
國
の
裁
到
が
わ
が
法
例
の
定
め
る
準
則
と
同
一
の
準
則
に
基
い
て
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
ま
で
審
査
し
て
ー
外
國
裁
剣
の

認
否
を
決
定
す
る
の
は
、
外
國
裁
判
の
承
認
問
題
の
域
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
外
國
裁
剣
所
に
も
わ
が
國
の
法
例
の
適
用

を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
嫌
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
來
る
と
き
は
、
身
分
關
係
に
關
す
る
剣
決
、
從
っ
て
離
婚
剣
決
に
つ
い
て
も
、
た
だ
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
e
條
（
第

一
號
乃
至
第
三
號
）
の
要
件
さ
え
具
備
し
て
お
れ
ば
、
外
國
の
離
婚
剣
決
が
い
か
な
る
國
の
法
律
上
の
離
婚
原
因
に
よ
っ
た
か
を
問
わ
ず
、

そ
れ
が
法
延
地
に
お
い
て
適
法
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
前
掲
の
二
ろ
の
同
答
の
見
解
（
期
親
か
訓
止
徽
厳
腰
綱
衡
卜
顧

唱

↓
，



’

倉

、
◆
，

肘）

・
寧
歪
當
で
は
奈
ろ
う
か
恵
わ
転
華

　
註
　
右
の
二
つ
の
同
答
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
第
二
號
の
要
件
が
飲
け
て
い
る
揚
合
で
も
、
被
告
た
る
日
本
人
か
ら
離
婚
届
出
が
あ

　
　
る
揚
合
に
は
、
外
國
離
婚
剣
決
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
進
ん
で
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
節
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
の
取
り
扱
は
便
宜
に
は
適
し

　
　
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
読
明
す
れ
ぱ
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
被
告
だ
け
か
ら
の
屑
出
で
あ
る
の
で
、
協
議
離
婚
の
屑
出
に
韓
換
す
る
こ
と
も
む

　
　
づ
か
し
い
の
で
あ
る
が
。

第
二
款
　
離
婚
の
敷
力

　
離
婚
の
主
た
る
数
力
は
既
存
の
婚
姻
關
係
の
解
清
自
腫
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
國
法
に
お
い
て
も
恐
ら
く
同
檬
で
あ

ろ
う
か
ら
、
通
常
こ
れ
を
論
ず
る
實
釜
は
な
い
。
た
だ
こ
の
数
力
が
何
時
か
ら
焚
生
し
確
定
す
る
か
の
問
題
が
、
特
に
爾
後
の
再
婚
と
の

關
係
に
お
い
て
、
重
婚
と
な
る
か
否
か
の
鮎
で
重
大
な
意
義
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
離
婚
の
附
随
的
数
力
に
つ
い
て
は
、
相
當
の
相
違
が
あ
り
、
研
¢
し
實
釜
は
主
と
し
て
こ
の
貼
に
あ
る
。

　
第
一
項
　
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
数
力

　
　
第
一
目
協
議
離
婚

　
法
例
第
一
六
條
本
文
冒
頭
の
「
離
婚
」
中
に
、
離
婚
の
数
力
を
含
む
こ
と
は
疑
が
な
い
。
さ
れ
ば
、
日
米
人
間
の
協
議
離
婚
の
数
力
は

專
ら
、
離
婚
原
因
た
る
事
實
の
螢
生
し
た
時
に
お
け
る
夫
の
本
國
法
に
依
る
。
同
條
但
書
は
離
婚
原
因
の
み
に
關
す
る
か
ら
、
離
婚
の
数

力
に
は
適
用
の
鯨
地
は
な
い
。
そ
こ
で
、

　
　
　
　
〆
日
米
國
際
婚
姻
及
び
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
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研
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二
四
四

　
先
ず
、
夫
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
　
こ
の
揚
合
に
、
離
婚
の
主
数
力
た
る
婚
姻
の
解
清
が
日
本
の
民
法
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
次
の
附

随
的
数
力
も
ま
た
日
本
の
民
法
に
依
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
数
力
は
離
婚
屈
の
受
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
に
確
定
的
に
生
ず
る
の
が
通
例

で
あ
る
。

ω
氏
　
氏
（
姓
）
の
問
題
を
假
り
に
、
婚
姻
の
数
力
の
問
題
と
す
れ
ば
、
婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
夫
叉
は
妻
は
離
婚
に
よ
っ
て
婚
姻
前

の
氏
に
復
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
恨
粒
ハ
）
。
從
っ
て
米
國
人
た
る
妻
が
そ
の
姓
を
婚
姻
に
よ
っ
て
日
本
人
た
る
夫
の
氏
に
改
め

て
い
た
と
き
は
（
麗
五
）
、
離
婚
に
よ
っ
て
鑛
前
の
姓
覆
す
る
．
し
か
し
、
外
國
人
た
る
妻
に
つ
い
て
は
戸
籍
は
な
い
か
ら
、
右
の
米

國
人
た
る
妻
の
離
婚
の
揚
合
に
は
戸
籍
簿
へ
の
記
載
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
妻
が
離
婚
前
既
に
日
本
に
蹄
化
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
夫

婦
に
つ
い
て
新
戸
籍
が
編
製
さ
れ
て
い
る
か
叉
は
夫
の
從
來
の
戸
籍
に
入
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
（
鞭
辮
肝
六
）
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
日

本
人
夫
婦
の
離
婚
と
な
り
日
米
人
間
の
離
婚
と
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
日
本
人
間
の
離
婚
に
お
い
て
も
妻
は
日
本
の
國
籍
を
失
わ
な
い
か

ら
、
離
婚
し
た
妻
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
卯
購
砕
鋤
照
一
）
。
ア
、
の
揚
合
の
氏
は
妻
が
自
由
に
定
め
う
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
親
構
及
び
監
護
灌
の
蹄
驕
　
父
母
が
協
議
離
婚
す
る
に
は
、
そ
の
協
議
で
そ
の
一
方
を
親
椹
者
と
定
め
、
ア
》
れ
を
記
載
し
て
屈
出
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
（
餐
盤
獺
、
）
、
蕊
讐
っ
て
羅
者
漢
定
す
る
．
子
の
監
護
奮
離
簿
際
し
夷
は
そ
の
後
の
協
議
で
決

定
す
る
。
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
子
の
利
釜
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
家
庭
裁
剣
所
が
監
護
者
を
定
め
叉

は
憂
更
す
る
か
ら
（
眠
匙
ハ
撚
嶽
賑
廉
軌
麟
レ
頸
鯉
類
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
監
護
者
は
決
定
す
る
。

⑥
財
産
分
與
　
財
産
分
與
（
眠
馳
ハ
）
の
性
質
は
極
め
て
多
様
で
あ
り
、
明
確
に
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
離
婚
の
附
随
的
数
力
で
あ

－

・や



身

、
◆
～

、

る
こ
と
に
は
攣
り
は
な
い
か
ら
、
夫
の
本
國
法
た
る
日
本
法
に
依
る
ぺ
き
こ
と
は
明
で
あ
る
（
眠
鰍
砒
灘
皿
踏
ガ
磁
審
）
。

　
次
に
、
夫
が
米
國
人
で
あ
る
揚
合
　
こ
の
揚
合
に
は
、
．
離
婚
の
数
力
も
亦
米
國
人
た
る
夫
の
所
囑
州
の
法
律
に
依
る
こ
と
と
な
る
。
夫

の
米
國
に
お
け
る
所
属
州
の
抵
鰯
法
が
離
婚
問
題
、
從
っ
て
離
婚
の
数
力
を
日
本
の
法
律
に
反
致
し
て
き
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
と
き
は
、

（眺

動鰍

塚嚥

翻
糊
報
）
、
離
婚
の
数
力
も
亦
日
本
の
法
律
に
依
る
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
日
本
人
が
夫
で
あ
る
揚
合
と
同
檬
の
結
果
と
な
る
。

尤
も
、
民
事
局
長
同
答
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
女
が
米
國
人
男
と
婚
姻
し
て
も
、
新
戸
籍
を
編
製
す
る
こ
と
な
く
、
軍
に
妻
の
身
分
事
項
欄

に
米
國
人
男
と
の
婚
姻
事
實
を
記
載
す
る
に
止
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
婚
姻
が
離
婚
に
よ
っ
て
解
清
し
た
場
合
に
も
、
離
婚
の
事
實
を
記

載
す
る
に
止
ま
る
。
ま
た
婚
姻
に
よ
る
氏
の
攣
更
の
記
載
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
、
離
婚
に
よ
る
復
氏
の
記
載
の
問
題
も
起
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
取
扱
の
不
當
で
あ
る
こ
と
は
既
に
婚
姻
の
部
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
私
見
の
如
く
、
婚
姻
に
よ
る
新
戸
籍
の
編
製
を
認

め
、
從
っ
て
、
ま
た
氏
（
姓
）
の
憂
更
を
認
め
た
揚
合
に
は
（
炉
魑
）
、
離
婚
の
揚
合
は
復
氏
の
問
題
を
生
ず
る
（
眠
甦
残
撒
）
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
第
二
目
　
裁
剣
離
婚

　
ω
剣
決
離
婚
　
　
既
に
述
べ
た
如
く
、
こ
こ
に
掲
げ
る
剣
決
離
婚
は
い
ず
れ
も
、
反
致
を
認
め
た
場
合
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
法
が

準
撮
法
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
主
文
と
し
て
、
「
原
告
と
被
告
と
を
離
婚
す
る
。
」
「
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
澹
と
す
る
。
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
鰍
舗
㌃
）
。
例
え
ば
、
東
京
在
佳
の
日
本
人
妻
か
ら
、
東
京
在
住
の
米
國
イ

リ
ノ
イ
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
判
決
（
調
脚
鑑
翫
欝
臨
勲
騨
聯
二
）
の
圭
文
で
は
、
次
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
印
ち
、

　
一
　
原
告
と
被
告
と
を
離
婚
す
る
。

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
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二
　
原
被
告
間
の
長
男
某
の
親
機
者
を
原
告
と
す
る
。

　
三
　
被
告
は
長
男
某
（
昭
和
二
三
年
八
月
二
〇
日
生
）
の
養
育
費
と
し
て
、
同
人
が
幼
稚
園
に
入
園
し
た
な
ら
ば
、
在
園
中
毎
月
末
米
貨
三
〇
弗
、
小

　
學
校
に
入
學
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
在
校
中
毎
月
末
米
貨
四
〇
弗
、
中
學
校
に
入
學
し
た
な
ら
ば
そ
の
在
校
中
毎
月
末
四
五
弗
、
高
等
學
校
に
入
學
し
た

　
な
ら
ば
そ
の
在
校
中
毎
月
末
米
貨
五
〇
弗
、
大
學
に
入
學
し
た
な
ら
ば
そ
の
在
校
中
毎
月
末
六
〇
弗
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
當
す
る
日
本
圓
を
被
告
に
支
梯

　
う
ぺ
し
。

　
四
　
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
澹
と
す
る
。

　
ま
た
・
東
京
在
佳
の
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
人
妻
か
ら
、
東
京
在
佳
の
米
國
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
人
夫
に
封
す
る
離
婚
剣
決
（
鯛
沸
κ
號

翻籠

職
騰
）
に
お
い
て
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
一
　
原
告
と
被
告
と
を
離
婚
す
る
。

　
二
　
原
被
告
間
の
未
成
年
の
長
女
某
（
昭
和
二
〇
年
某
月
某
日
生
）
及
ぴ
長
男
某
（
昭
和
二
五
年
某
月
某
日
生
）
の
親
構
者
を
．
原
告
と
す
る
。

　
三
　
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
捲
と
す
る
。

　
右
の
離
婚
の
数
力
は
上
訴
期
間
の
経
過
の
時
に
確
定
し
（
眠
蜥
埴
鰍
斌
鹸
、
）
、
し
か
も
第
三
者
に
封
し
て
も
そ
の
敷
力
を
生
ず
る
（
M
趣
）
。
な

お
、
剣
決
主
文
中
に
財
産
分
與
に
つ
き
掲
げ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
揚
合
に
お
い
て
は
、
反
封
の
定
め
を
な
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
離
婚

後
ニ
ケ
年
間
は
財
産
分
與
の
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
揖
荒
此
齢
條
）
。
右
の
日
本
人
た
る
妻
か
ら
、
離
婚
の
訴
を
し
た
揚
合
に
は
原
告
た
る

妻
か
ら
、
剣
決
の
確
定
し
た
日
を
記
載
し
て
離
婚
の
報
告
的
屈
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
炉
講
靴
六
條
、
）
。
米
國
人
た
る
夫
か
ら
日
本
人
た

る
妻
に
封
し
て
離
婚
の
訴
を
起
し
た
揚
合
に
も
、
原
告
た
る
米
國
人
か
ら
離
婚
の
報
告
的
届
出
を
爲
す
ぺ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
断
蒲
砒
靴

賭
）
。
先
例
に
從
え
ば
、
被
告
た
る
日
本
人
妻
か
ら
離
婚
の
届
出
を
し
た
揚
合
に
は
、
市
町
村
長
は
地
方
法
務
局
の
長
の
許
可
を
得
て
職
椹

租

◎
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を
も
っ
て
離
婚
の
記
載
を
な
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
の
鮎
ぬ
關
連
し
て
は
、
既
に
一
言
し
た
。

　
法
例
第
二
九
條
の
適
用
（
反
致
）
が
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
揚
合
に
は
、
離
婚
の
原
因
た
る
事
實
の
稜
生
し
た
時
の
夫
の
本
國
法
た
る

米
國
の
所
届
州
の
法
律
に
依
る
べ
き
こ
と
と
な
る
か
ら
、
剣
決
の
内
容
は
右
の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
る
。
到
決
の
数
力
の
及
ぶ
範
園
及
び
そ
の
確
定
時
期
は
法
廷
地
法
た
る
日
本
の
法
律
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
例

え
ば
、
た
と
い
夫
の
米
國
所
旙
州
の
法
律
で
は
離
婚
の
数
力
は
到
決
の
日
か
ら
一
ケ
年
を
経
過
し
て
生
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
て
も
、
わ

が
國
で
は
上
訴
期
間
（
眠
傭
尼
鰍
斌
遜
）
の
経
過
に
よ
っ
て
直
に
確
定
す
る
。
日
米
人
間
の
離
婚
の
揚
合
の
報
告
的
属
出
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

反
致
の
認
め
ら
れ
る
揚
合
と
同
様
で
あ
る
。

　
ω
　
調
停
離
婚
及
ぴ
審
剣
離
婚
　
　
前
款
第
二
項
に
お
い
て
な
し
た
考
讃
に
よ
れ
ば
、
わ
が
家
庭
裁
剣
所
は
、
地
方
裁
剣
所
と
異
な
り
、

反
致
を
不
問
に
附
し
、
離
婚
問
題
を
離
婚
の
原
因
た
る
事
實
の
焚
生
し
た
當
時
の
夫
の
本
國
法
に
依
ら
せ
て
い
る
。
從
っ
て
調
停
離
婚
及

び
審
剣
離
婚
に
お
い
て
は
、
日
本
人
が
夫
で
あ
り
外
國
人
（
米
國
人
）
が
妻
で
あ
る
極
め
て
少
数
の
揚
合
を
除
い
て
は
、
離
婚
の
原
因
は

も
と
よ
り
、
離
婚
の
数
力
も
、
常
に
夫
の
本
國
法
た
る
米
國
の
所
属
州
の
法
律
に
依
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
調
停
離
婚
　
以
下
に
、
横
濱
及
ぴ
東
京
の
家
庭
裁
剣
所
の
二
例
宛
に
つ
い
て
、
そ
の
調
停
條
項
を
摯
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
他

も
大
膿
こ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。

　
横
濱
に
居
佳
す
る
日
本
人
妻
か
ら
東
京
に
居
佳
す
る
米
國
ワ
シ
ン
ト
ン
州
人
夫
に
封
す
る
横
濱
家
庭
裁
剣
所
昭
和
二
九
年
劇
イ
第
二
五

九
號
離
婚
調
停
事
件
の
調
停
條
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

　
一
　
當
事
者
等
は
本
日
限
り
離
婚
す
る
。

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
鮎
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八

　
二
　
當
事
者
間
の
子
某
の
親
権
者
を
母
た
る
申
立
人
と
定
め
、
同
人
に
お
い
て
養
育
監
護
す
る
。

　
三
　
申
立
人
は
相
手
方
が
前
記
子
に
逢
い
た
い
と
き
は
、
何
時
で
も
逢
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
前
記
子
が
成
長
の
上
、
同
人
の
意
思
次
第
で
相
手
方

　
は
何
時
で
も
引
き
取
り
養
育
す
る
。

　
四
　
本
件
調
停
費
用
は
各
堂
自
辮
と
す
る
。

　
横
濱
に
居
佳
す
る
米
國
ワ
シ
ン
ト
ン
州
人
夫
か
ら
横
濱
に
居
住
す
る
日
本
人
妻
に
封
す
る
横
濱
家
庭
裁
剣
所
昭
和
三
〇
年
嫁
イ
第
六
〇

號
離
婚
調
停
事
件
の
調
停
條
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

　
一
　
富
事
者
双
方
は
離
婚
す
る
。

　
二
　
申
立
人
は
相
手
方
に
封
し
、
本
日
金
武
拾
萬
圓
を
贈
與
す
る
も
の
と
し
、
内
金
拾
萬
圓
は
支
沸
を
了
し
た
。
残
金
拾
萬
圓
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

　
〇
年
八
月
末
日
限
り
横
濱
家
庭
裁
剣
所
に
お
い
て
支
梯
う
。

　
三
　
當
事
者
双
方
は
本
件
離
婚
に
關
し
、
前
項
以
外
の
財
産
上
の
請
求
を
一
切
放
棄
す
る
。

　
四
　
本
件
調
停
費
用
は
各
自
自
辮
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
東
京
に
居
佳
す
る
日
本
人
妻
か
ら
東
京
に
居
佳
す
る
米
國
イ
ン
ヂ
ィ
ア
ナ
州
人
夫
に
封
す
る
東
京
家
庭
裁
剣
所
昭
和
三
〇
年
家
イ
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
九
號
夫
婦
關
係
調
整
事
件
に
お
い
て
、
調
停
條
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

　
一
　
申
立
人
と
相
手
方
と
は
本
日
離
婚
す
る
。

　
　
こ
の
調
停
は
日
本
國
家
事
審
到
法
第
二
十
一
條
に
よ
り
確
定
剣
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
東
京
に
居
佳
す
る
米
國
ハ
ワ
イ
州
人
夫
か
ら
東
京
に
居
住
す
る
日
本
人
妻
に
封
す
る
東
京
家
庭
裁
剣
所
昭
和
三
〇
年
家
イ
第
三
一
二
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

夫
婦
關
係
調
整
事
件
に
お
い
て
、
調
停
條
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
印
ち
、

－
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一
　
申
立
人
と
相
手
方
は
本
日
離
婚
す
る
。

　
二
　
當
事
者
の
長
女
恵
子
の
親
槽
者
を
相
手
方
と
定
め
、
相
手
方
に
お
い
て
監
護
教
育
す
る
。

　
三
　
申
立
人
は
相
手
方
に
封
し
、
右
悪
子
の
養
育
費
と
し
て
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
五
日
以
降
、
同
人
が
成
年
に
達
す
る
ま
で
一
ヶ
月
米
貨
三
五
弗
に

　
相
當
す
る
圓
慣
を
毎
月
一
五
日
限
り
相
手
方
宅
に
途
金
し
て
支
沸
う
。

　
　
こ
の
調
停
は
日
本
國
家
事
審
剣
法
第
一
二
條
に
よ
り
確
定
到
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
四
件
は
い
ず
れ
も
夫
が
米
國
人
で
あ
り
、
反
致
が
不
問
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
調
停
條
項
の
内
容
は
夫
の
米
國
所
厨
州
法
が

認
め
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
調
停
離
婚
は
離
婚
の
合
意
を
調
停
調
書
に
記
載
し
た
時
に
成
立

し
、
調
書
の
記
載
は
印
時
に
確
定
剣
決
ど
同
一
の
敷
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
（
塚
蝿
一
）
。
故
に
、
東
京
家
庭
裁
剣
所
が
殊
更

調
停
が
確
定
剣
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
旨
を
附
加
し
て
い
る
の
は
、
一
見
無
用
の
駄
足
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
實
に
お
い
て
は
、
わ
が
國
の
調
停
離
婚
の
制
度
は
極
め
て
珍
ら
し
く
、
外
國
に
は
未
だ
周
知
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、

ユ
ト
レ
ヒ
ト
裁
剣
所
の
檎
事
か
ら
、
横
濱
家
庭
裁
剣
所
の
な
し
た
調
停
離
婚
に
關
し
（
識
癩
豫
磁
期
摯
翫
購
）
、
そ
の
数
力
等
に
つ
い
て
同
裁
判

所
書
記
宛
照
會
が
あ
っ
た
よ
う
な
事
例
が
生
ず
る
。
前
掲
の
記
載
は
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
揚
合
の
た
め
に
備
え
た
有
用
無
害
の
行
き
と

ど
い
た
配
慮
で
あ
る
と
思
う
。
日
米
人
聞
の
調
停
離
婚
の
数
力
、
ひ
い
て
離
婚
の
調
停
調
書
の
謄
本
を
添
附
し
た
日
米
人
間
の
離
婚
届
は
、

こ
れ
を
受
理
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
か
つ
て
議
論
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。

　
　
回
　
審
剣
離
婚
　
審
剣
離
婚
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
款
第
一
項
に
お
い
て
、
理
由
と
と
も
に
主
文
を
も
掲
げ
た
か
ら
、
そ
れ
に
譲
り
、

こ
こ
に
は
再
ぴ
掲
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
審
剣
離
婚
は
そ
の
形
式
が
剣
決
離
婚
に
酷
似
し
て
い
る
か
ら
、
外
國
に
お
い
て
も
、
調
停
離
婚

　
　
　
　
　
日
米
國
際
婚
姻
及
ぴ
離
婚
の
先
例
貼
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
法
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇

の
よ
う
に
疑
を
挿
ま
れ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
審
剣
離
婚
に
つ
い
て
も
、
反
致
を
不
問
に
附
し
、
離
婚
の
原
因
た
る
事
實
の
螢
生
し
た
當
時
の
夫
の
本
國
法
に
依
る
も
の
と
し
て

い
る
か
ら
、
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
を
省
略
し
た
審
剣
離
婚
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
離
婚
原
因
は
も
と
よ
り
、
離
婚
の
数
力
も
、
夫
の
本

國
法
た
る
そ
の
米
國
の
所
属
州
の
法
律
が
認
め
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
調
停
離
婚
の
揚
合
と
同
様
で

あ
る
。
こ
の
審
到
離
婚
は
異
議
申
立
期
間
の
経
過
と
同
時
に
確
定
剣
決
と
同
一
の
数
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
（
稼
囎
二
）
。
報
告
的
意
義
を

有
す
る
離
婚
の
届
出
問
題
が
生
じ
、
か
つ
そ
の
届
出
に
基
く
日
本
人
た
る
離
婚
當
事
者
の
戸
籍
庭
理
の
問
題
は
、
剣
決
離
婚
に
準
じ
て
取

り
計
え
ば
よ
い
（
晒
醗
卜
蹴
購
砧
拙
壁
庭
鎌
彫
）
。

　
第
二
項
　
米
國
に
お
け
る
離
婚
の
数
力

　
米
國
に
お
け
る
離
婚
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
款
第
二
項
に
概
ね
論
じ
た
か
ら
、
こ
こ
に
一
二
の
貼
を
補
足
す
る
に
止
め
る
。

　
先
ず
、
協
議
離
婚
を
見
よ
う
。
米
國
に
駐
在
す
る
わ
が
公
館
に
届
け
で
た
日
本
人
間
の
協
議
離
婚
は
、
わ
が
大
使
公
使
又
は
領
事
が
こ

れ
を
受
理
し
た
時
に
成
立
し
離
婚
の
数
力
を
生
ず
る
（
鼠
批
鮎
週
服
靴
蹴
筋
撒
七
）
。
そ
し
て
、
右
の
届
出
を
受
理
し
た
大
使
公
使
又
は
領
事
は
右

の
屈
書
を
遅
滞
な
く
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
本
人
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
迭
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
炉
襯
）
。
そ
こ
で
市
町
村
長
は
右

の
届
書
に
基
き
、
戸
籍
の
記
載
を
な
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
で
日
本
人
間
の
協
議
離
婚
の
屈
出
を
受
理
し
た
揚
合
と
同
様
で
あ
る
。

　
わ
が
公
館
が
日
米
人
夫
婦
の
協
議
離
婚
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
民
法

第
七
四
一
條
の
婚
姻
及
び
第
八
〇
一
條
の
縁
組
の
如
く
、
特
に
「
日
本
人
間
」
の
も
の
に
限
定
し
て
な
い
身
分
行
爲
に
お
い
て
は
、
一
方

の
當
事
者
が
日
本
人
で
あ
る
揚
合
、
從
っ
て
協
議
離
婚
の
揚
合
に
も
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
正
當
の
よ

－

画



赴

．
↑

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
解
繹
を
探
れ
ば
、
日
米
人
夫
婦
の
協
議
離
婚
届
の
受
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
當
事
者
間
に
離
婚
の
数
力
を
生
ず
る
。

そ
の
後
の
善
後
慮
置
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
間
の
協
議
離
婚
の
揚
合
と
同
様
で
あ
る
（
訴
飾
四
）
。

　
次
に
、
裁
剣
離
婚
を
見
よ
う
。
わ
が
國
際
私
法
學
者
の
通
読
及
び
先
例
に
從
え
ば
、
米
國
裁
到
所
の
離
婚
剣
決
は
民
事
訴
訟
法
第
二
〇

〇
條
（
第
一
號
乃
至
第
三
號
）
の
要
件
を
そ
な
え
て
い
る
上
に
、
更
に
離
婚
原
因
た
る
事
實
の
襲
生
し
た
時
に
お
け
る
夫
の
本
國
法
の
要

件
を
具
備
し
て
い
る
揚
合
（
蝕
綱
翫
ハ
）
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
見
解
に
封

し
て
は
疑
義
を
懐
く
に
至
り
、
最
近
の
同
答
と
と
も
に
、
外
國
剣
決
（
從
っ
て
外
國
離
婚
剣
決
）
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第

二
〇
〇
條
（
第
一
號
乃
至
第
三
號
）
の
要
件
だ
け
で
足
り
。
法
例
第
工
ハ
條
本
文
の
要
件
を
附
加
す
る
の
は
鯨
計
な
こ
と
で
あ
り
、
理
論

的
に
も
正
當
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
懐
く
に
至
っ
た
。
こ
の
見
解
を
探
れ
ば
、
外
國
裁
剣
所
の
離
婚
剣
決
は
そ
の
法
廷

地
に
お
い
て
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
〇
條
の
要
件
を
具
備
す
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
承
認
し
、
か
か
る
裁
判
離
婚

は
、
原
告
た
る
日
本
人
が
届
出
た
揚
合
は
勿
論
、
被
告
た
る
日
本
人
が
届
出
た
揚
合
に
も
、
駐
米
の
わ
が
公
館
は
、
そ
れ
が
邦
人
間
の
離

婚
属
で
あ
る
と
日
米
人
間
の
離
婚
屈
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
受
理
し
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
日
本
人
た
る
當
事
者
の
本

籍
地
の
市
町
村
長
に
逡
付
し
て
戸
籍
上
の
記
載
を
可
能
な
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
ま
い
か
と
思
う
（
墜
講
鋭
陥
）
。
た
だ
外
國
離
婚
剣
決
に
お

い
て
財
産
上
の
給
付
を
命
じ
て
い
る
と
き
は
、
日
米
間
に
は
「
相
互
の
保
澄
」
を
な
し
て
い
る
條
約
な
い
し
慣
例
は
見
當
ら
な
い
か
ら

（襯

臆
参
○
㈹
）
、
任
意
の
履
行
が
あ
れ
ば
と
も
角
、
そ
う
で
な
い
揚
合
に
張
制
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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